


ご あ い さ つ

平素から皆さまには本町の福祉行政にご理解とご協力を賜り、心より御

礼を申し上げます。

近年、わが国では、少子高齢化が進む中、地域の連帯感が希薄化し、特

に大都市での地域社会の脆弱化は顕著です。また、中山間部では限界集落

等の問題もあります。現状では、公的な福祉サービスだけで要支援者を支

援することは困難となってきており、新たな社会問題として顕在化してい

ます。

このような中、本町では平成３０年度に、第３期地域福祉計画（計画期間：

平成３１～３５年度）、第３次障害者基本計画（計画期間：平成３１～３５年度）、第２期自殺対策行動計画

（計画期間：平成３１～３５年度）の三つを「三股町総合福祉計画」として策定致しました。

各計画の策定に当たり、本町の最上位計画であります「三股町第五次総合計画」において目指す

将来像「自立と協働で創る 元気なまち 三股」の実現に向けての基本方針で「やさしさとぬくも

りにあふれる健康・福祉のまちづくり」を施策の中心として据えています。

地域福祉計画の策定に当たっては、地域に暮らす全ての人が支え合い、生きがいを持って生活し

ていくために、「みんなで支えあい 助け合うことで やさしさとぬくもりの感じられる地域社会

づくり」を基本理念として、「三股町まちづくり基本条例」で掲げている「町民等が主体的に参加

する協働のまちづくり」を福祉分野においても積極的に推進することとします。そして、「みんな

でつながり、支え合う地域づくり」、「困りごとを『丸ごと』受け止める仕組みづくり」、「安全な・

安心に暮らせる地域づくり」を基本目標として計画を策定致しました。

次に、障害者基本計画については、障害者権利条約の理念に基づき、共生社会の実現に向け、障

がい者が自らの判断に基づいて社会のあらゆる活動に参加し、その能力を最大限発揮して自己実現

出来るよう支援し、全ての町民が障がいに対する理解を深め、障がいのある方々が、地域で自立し

た生活が送れることを目指す計画としています。

最後に自殺対策行動計画については、全国、宮崎県と近年減少していますが、本町においては、

ここ数年自殺者数は、横ばい傾向にあります。本町ではこれからも「自殺者ゼロ」をめざし孤独を

防ぐ居場所づくりや相談など、包括的な生きる支援につなげるため、また、施策の運動性を更に高

めるため本計画を策定致しました。

終わりに、この計画策定にあたりアンケート調査にご協力いただきました町民の皆さまをはじめ、

貴重なご意見・ご提言をいただきました三股町総合福祉計画審議会委員の方々に心から感謝し、御

礼申し上げます。

今後も、町として福祉部門の体制を強化し、計画の実現に向け、積極的に取り組んでいく所存で

ありますので、町民の皆さまおよび関係機関の一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。

平成３１年３月

三股町長 木佐貫 辰生
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１ 計画策定の趣旨

この計画は本町における福祉の施策を明らかにするとともに、その実現に向けた具体的な施

策の方向を示すものとして、平成 26 年３月に策定した「三股町総合福祉計画」の改定計画（以

下、「本計画」という。）となるものです。

２ 計画の位置づけ

本計画は、上位計画の「第五次三股町総合計画」の基本理念や基本方針、施策目標を踏まえ、

地域における福祉施策を総合的かつ計画的に推進するものです。

なお、本計画は、社会福祉法※に基づく「市町村地域福祉計画」として、また、障害者基本

法※に基づく「市町村障害者計画」及び自殺対策基本法※に基づく「市町村自殺対策計画」を包

含し、保健福祉関連の分野別計画やその他関連計画と整合・連携を図りながら推進していくも

のです。
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３ 計画の期間

本計画の期間は、平成 31 年度（2019）から平成 35 年度（2023）までの５年間としま

す。

なお、計画期間中においても国の動向や社会情勢の変化等を踏まえ、必要に応じて見直しを

行います。

平成30年度
(2018)

平成31年度
(2019)

平成32年度
(2020)

平成33年度
(2021)

平成34年度
(2022)

平成35年度
(2023)

平成36年度
(2024)

三股町地域福祉計画

三股町障害者基本計画

三股町自殺対策行動計画

三
股
町
総
合
福
祉
計
画

第３期計画

見直し

第２期
計画

第４期
計画

見直し

見直し

第２次
計画

第４次
計画

見直し

第３期
計画

見直し

第１期
計画

見直し

第３次計画

第２期計画

４ 計画の策定体制

本計画の策定にあたっては、広く意見を聴くため、関係団体の代表者等からなる「三股町総

合福祉計画審議会」において、計画に盛り込む施策等について検討を行いました。

また、三股町自殺対策行動計画策定にあたっては、庁内横断的体制として「ワーキングチー

ム」を設置し、自殺対策関連の事業棚卸し等を行いました。

５ 計画の策定方法

（１）三股町総合福祉計画審議会

本計画を検討するため、三股町総合福祉計画審議会を設置し、３回の委員会を開催し検

討を行いました。

回 期 日 協議内容

第１回 平成 30 年 11 月 28 日

・三股町総合福祉計画策定について

・３計画の概要について

・次期計画骨子案・施策体系案について

・今後のスケジュールについて

第２回 平成 30 年 12 月 19 日 ・計画素案について

第３回 平成 31 年 2 月 27 日
・パブリックコメント※実施状況について

・計画最終案について
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（２）町民アンケート調査

町民の実態や意向等を踏まえた計画としていくために、平成 30 年 9 月から平成 30 年

10 月まで町民に対してアンケート調査を実施しました。

（３）障害者手帳所持者アンケート調査

三股町在住の障害者手帳所持者の実態や意向等を踏まえた計画としていくために、平成

30 年 9 月から平成 30 年 10 月まで障害手帳所持者に対してアンケート調査を実施しま

した。

（４）障がい福祉サービス事業所アンケート調査

三股町第３次障害者基本計画策定の基礎資料とするために、平成 30 年 9 月から平成

30 年 10 月まで三股町在住の障がい者が利用している事業所に対してアンケート調査を

実施しました。

（５）民生委員・児童委員、主任児童委員アンケート調査

三股町総合福祉計画策定の基礎資料とするために、平成 30 年 9 月に民生委員・児童委

員、主任児童委員に対してアンケート調査を実施しました。

（６）公民館長アンケート調査

三股町総合福祉計画策定の基礎資料とするために、平成 30 年 10 月に公民館長に対し

てアンケート調査を実施しました。

（７）児童福祉関係者アンケート調査・ヒアリング調査

三股町総合福祉計画策定の基礎資料とするために、平成 30 年 8 月及び平成 30 年 11

月に児童福祉関係者（主任児童委員、母子保健推進委員※、三股町役場関係職員等）に対

してアンケート調査及びヒアリング調査を実施しました。

（８）パブリックコメントの実施

本計画案に対し、広く町民の意見を聴取するため、平成 31 年１月 21 日から平成 31

年２月 20 日までパブリックコメント（意見等の募集）を実施しました。

６ 「障がい」の表記について

本計画においては、「害」という漢字の否定的なイメージに配慮し、国の法令や地方公共団

体などの条例・規則などに基づく法律用語や引用、施設名等の固有名詞を除き、「害」を「が

い」と表記しています。このため、「がい」と「害」の字が混在する表現になっています。
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第１章 計画策定に関する事項

１ 計画策定の背景

全国的に少子高齢化や核家族化※が進行する中で地域のつながりが希薄になるなど、地域社

会を取り巻く環境は大きく変化しており、住民の抱える福祉ニーズは多様化・複雑化していま

す。

これまで、国では高齢者、障がい者、子どもなどの対象者や、生活困窮、保健、医療等の分

野ごとに、公的支援制度の整備を図ってきましたが、その一方で、介護と育児が同時に直面す

る世帯（ダブルケア）や障がいのある子どもと要介護の親で構成される世帯のように、１つの

世帯で複数の課題を抱え、単一の公的支援制度では対応することが難しいケースの増加が懸念

されています。

こうした課題に対応するため、国においては、子ども・高齢者・障がい者など全ての人々が

地域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合うことができる「地域共生社会の実現」に向けた

様々な施策が講じられています。

近年の「地域共生社会の実現」に向けた法律、指針、関連通知等を踏まえ、「三股町第３期

地域福祉計画」を策定します。

２ 計画の根拠

この計画は、社会福祉法第 107 条に定める「市町村地域福祉計画」であり、町の将来を見

据えた地域福祉のあり方や地域福祉推進のための基本的な施策の方向性を定めるものです。

【根拠法令（抜粋）】

社会福祉法（第 107 条）

市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定

める計画（以下「市町村地域福祉計画」という。）を策定するよう努めるものと

する。

一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に

関し、共通して取り組むべき事項

二 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項

三 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項

四 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項

五 第 106 条の 3 第 1 項各号に掲げる事業（包括的な支援体制の整備）を実

施する場合には、同項各号に掲げる事業に関する事項
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３ 「地域福祉」とは

福祉を考えるとき、私たちは、高齢者、障がい者、子どもなど対象者ごとに分けてとらえが

ちです。それは、今まで対象者ごとに法律や制度が作られ、必要な福祉サービスが提供されて

きた背景によるところが大きいと考えられます。

しかし、地域の課題の中には、１つの法律や福祉制度では対応できない複合的な課題や、公

的なサービスの対象にはならないものの生活する上での困りごとなど、既存の公的サービスの

枠組みに当てはまらないことが多くあります。

地域福祉とは、地域の「ひと」のつながりを大切にし、お互い助けたり助けられたりする関

係やその仕組みを構築していくことで、一人一人の地域の課題を解決し、さらに地域全体をよ

り良いものにしていこうとする営みです。

【「地域福祉」のイメージ】

地域には、様々な生活課題があります。

ご近所との
交流が

少なくなった

災害時の
支援体制が

不安

ごみ出しの
マナーが

悪い

移動手段が
ない

地域行事の
参加者が
少ない 空き家が

増えた

担い手が
いない

自治公民館の
未加入が

多い

このような困りごとに対し、地域全体で力を合わせて課題解決に取り組むこと、

それが「地域福祉」です。
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４ 国・宮崎県の動向

（１）国の動向

① 「地域共生社会」の実現に向けた動向

近年の国の「地域共生社会」の実現に向けた動向をまとめると次のとおりとなります。

平成27年9月
「新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン」（「新たな福祉サービ

スのシステム等のあり方検討プロジェクトチーム」報告）

平成28年6月
「ニッポン一億総活躍プラン※」（閣議決定）に地域共生社会の実現

が盛り込まれる

7 月 「我が事・丸ごと※」地域共生社会実現本部の設置

10 月
地域力強化検討会（地域における住民主体の課題解決力強化・相談

支援体制のあり方に関する検討会）の設置

12 月 地域力強化検討会 中間とりまとめ

平成29年2月
社会福祉法改正案（地域包括ケアシステム※の強化のための介護保険

法等の一部を改正する法律案）を国会に提出

2 月
「「地域共生社会」の実現に向けて（当面の改革工程）」を「我が事・

丸ごと」地域共生社会実現本部で決定

5 月 社会福祉法改正案の可決・成立

6 月 改正社会福祉法の公布

9 月 地域力強化検討会 最終とりまとめ

12 月
「社会福祉法に基づく市町村における包括的な支援体制の整備に関

する指針」の策定・公表及び関連通知の発出

② 市町村地域福祉計画に盛り込むべき事項

平成 29 年 12 月に厚生労働省から発出された「市町村地域福祉計画の策定ガイドラ

イン」で示された市町村地域福祉計画に盛り込むべき事項は、次のとおりです。

１ 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に

関し、共通して取り組むべき事項

２ 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項

３ 地域における社会福祉を目的とした事業の健全な発達に関する事項

４ 地域福祉に関する活動への住民の参加に関する事項

５ 包括的な支援体制の整備に関する事項
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（２）宮崎県の動向

宮崎県では平成 28 年３月に、「ともに支え合い、助け合う あたたかい思いやりの社

会づくり」を基本理念とする「宮崎県地域福祉支援計画 第３期計画」が策定されていま

す。

【宮崎県地域福祉支援計画 第３期（平成 28 年３月策定）の概要】

【基本理念】

「ともに支え合い、助け合う あたたかい思いやりの社会づくり」

【基本目標】

１ 地域福祉を担う人づくり

（１）地域福祉の意識の醸成

（２）社会福祉事業従事者等の確保と資質向上

（３）地域福祉の担い手の育成

２ 地域福祉サービスの基盤づくり

（１）相談支援体制の整備

（２）福祉サービスを適切に利用できる環境づくり

（３）福祉サービス提供体制の充実

（４）地域福祉活動を支える体制づくり

３ みんなで支え合う地域づくり

（１）住民参加で進める地域福祉活動の推進

（２）「福祉」で進めるまちづくりの推進

（３）本県の地域や特性を捉えた地域福祉の推進
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第２章 地域福祉に係る本町の状況

１ 人口の状況

（１）年齢３区分別人口の推移・推計

本町の総人口は、平成７年の22,941人から平成27年には25,404人となり、2,463

人の増加となっています。

年齢階層別でみると、15～64 歳の生産年齢人口が減少傾向で推移している一方、65

歳以上の老年人口が増加傾向にあります。

今後、少子高齢化の進展により総人口は減少に転じる予測となっており、国立社会保

障・人口問題研究所の推計によると、2040 年（平成 52 年）の総人口は 23,881 人、

高齢化率は 32.9％となる見込みとなっています。

  

4,708 4,565 4,173 4,017 4,266 4,579 4,624 4,441 4,232 4,056

14,511 15,065 15,296 15,108 14,422 13,702 13,061 12,711 12,424 11,966

3,721
4,426 5,076 5,655 6,482 7,360 7,853 7,998

7,911
7,859

22,941
24,056 24,545 24,800 25,404 25,641 25,538 25,150 24,567

23,881

16.2%

18.4%

20.7%
22.8%

25.8%
28.7%

30.8%
31.8% 32.2%

32.9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

平成7年

(1995)

平成12年

(2000)

平成17年

(2005)

平成22年

(2010)

平成27年

(2015)

平成32年

(2020)

平成37年

(2025)

平成42年

(2030)

平成47年

(2035)

平成52年

(2040)

年少人口

(0～14歳)

生産年齢人口

(15～64歳)

老年人口

(65歳以上)

高齢化率

(人)

実績値 推計値

出典：国勢調査（平成 7 年～平成 27年）、国立社会保障・人口問題研究所推計値（平成 32 年（2020 年）～）



地域福祉計画

第２章 地域福祉に係る本町の状況

10

（２）男女別・年齢別人口構成

本町の平成 27 年の男女別・年齢

別人口構成をみると、20～24 歳の

主に高校卒業者を中心とした若年層

にくびれがみられ、町外への流出が

うかがえます。

一方、60～64 歳の団塊世代層及

び35～39歳の団塊ジュニア層を中

心に膨らみがみられます。

（３）年少人口比率・高齢化率

本町の平成 27 年の年少人口比率（総人口に占める 15 歳未満の人口の割合）は 16.9％

で、全国平均、宮崎県平均を大きく上回っています。一方、高齢化率（総人口に占める

65 歳以上の人口の割合）は 25.8％で、全国平均、宮崎県平均を下回っています。

   

16.9%

13.7%

12.6%

0% 5% 10% 15% 20%

三股町

綾町

木城町

新富町

宮崎市
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高千穂町
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国富町

串間市

えびの市

高原町

日之影町

美郷町

【年少人口比率】

29.5%

26.6%

25.8%
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五ヶ瀬町
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都農町

西都市
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木城町

国富町

綾町

川南町

延岡市

門川町

高鍋町

宮崎県

日向市

都城市

新富町

全国

三股町

宮崎市

【高齢化率】
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出典：国勢調査

出典：国勢調査
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（４）地区別人口・世帯数の推移

地区別人口・世帯数の推移は下図のとおりとなっています。
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出典：数字で見る三股町（平成 30年）
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２ 世帯の状況

（１）世帯数・１世帯当たり人員数の推移

核家族化の進展により、世帯数は増加傾向にある一方、１世帯当たりの人員数は減少傾

向にあります。
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（２）高齢者世帯の推移

高齢者単身世帯数及び高齢者夫婦世帯数は増加傾向にあります。

同様に、一般世帯に占める高齢者単身世帯割合及び高齢者夫婦世帯割合は上昇傾向にあ

ります。
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出典：国勢調査
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（３）全国平均・宮崎県平均との比較（高齢者世帯）

平成 27 年の本町の一般世帯に占める高齢者単身世帯割合は 12.8％、高齢者夫婦世帯

割合は 14.7％となっており、いずれも全国平均を上回っています。

  

10.0%

11.2%
12.0% 12.8%

6.5%

7.9%

9.2%

11.1%

9.1%

10.6%

11.6%

13.6%

0%

5%

10%

15%

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

【高齢者単身世帯割合】

三股町 全国 宮崎県

11.3%
12.5%

13.2%

14.7%

7.8%

9.1%
10.1%

11.4%11.1%
12.2%

12.7%
14.1%

0%

5%

10%

15%

20%

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

【高齢者夫婦世帯割合】

三股町 全国 宮崎県

（４）ひとり親世帯の推移

平成 27 年の母子世帯数は 289 世帯、父子世帯数は 23 世帯となっており、父子世帯

数が減少傾向である一方、母子世帯数が増加傾向にあります。
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３ 要介護（要支援）認定者の推移

要介護（要支援）認定者数は増加傾向で推移していましたが、平成 30 年には減少に転じ、

1,082人となっています。また、平成30年の第１号被保険者※に占める認定者割合は16.3％

で、全国平均、宮崎県平均を下回っています。
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要介護４ 要介護５ 三股町認定率 全国認定率 宮崎県認定率

（人）

４ 年齢２区分認定者出現率

認定者出現率は 65～74 歳 3.9％、75 歳以上 28.9％で、宮崎県平均とほぼ同水準となっ

ています。

        

3.9% 3.5% 4.2%

28.9% 28.9%

31.8%

16.3% 16.7%
18.0%

0%

5%

10%
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35%

三股町 宮崎県 全国

要介護認定率、年齢2区分認定者出現率

（平成30年3月）

65～74歳

認定者出現率

75歳～

認定者出現率

要介護認定率

出典：介護保険事業状況報告（年報）

出典：介護保険事業状況報告（平成 30 年 3月月報）
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５ 障害者手帳所持者の推移

平成 30 年の障害者手帳所持者数は 1,597 人（うち身体 1,202 人、療育 234 人、精神

161 人）で、ほぼ同水準で推移しています。

    

1,290 1,285 1,288 1,268 1,202

196 203 217 223
234

83 91 104 135 161

1,569 1,579 1,609 1,626 1,597

0

500

1,000

1,500

2,000

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

身体 療育 精神

(人)

６ 生活保護受給世帯・受給人数・保護率の推移

平成 28 年度の被保護世帯数は 159 世帯、被保護実人員数は 222 人となっています。

また、保護率（人口千人比）は 8.86 となっており、ほぼ同水準で推移しています。

    

150 150 158 156 159 

233 222 217 224 222 

9.28 
8.76 8.54 8.76 8.86 

15.73 15.93 16.21 
16.61 16.80 
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被保護世帯数

（１か月平均）

被保護実人員数

（１か月平均）

三股町保護率

（人口千人比）

宮崎県保護率

（人口千人比）

(世帯、人)
(‰)

出典：三股町福祉課資料（各年 4月 1日現在）

出典：宮崎県統計年鑑
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７ 園児数の推移

平成 29 年の保育園・認定こども園園児数は 1,149 人、幼稚園園児数は 257 人となってい

ます。
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【保育園・認定こども園園児数の推移】

園児数(人)

231
247
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【幼稚園園児数の推移】

園児数
(人)

８ 児童・生徒数の推移

平成 29 年の小学校児童数は 1,795 人、中学校生徒数は 793 人となっています。

1,612 1,635 1,689 1,706 1,795 

0
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1,000
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2,000
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【小学校児童数の推移】

小学校児童数
(人)

806 794 781 801 793 
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【中学校生徒数の推移】

中学校生徒数
(人)

出典：三股町福祉課資料（各年 4月 1日）

出典：数字で見る三股町（平成 30 年）

出典：数字で見る三股町（平成 30 年）
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９ 町民アンケート調査結果からみる本町の状況

（１）調査概要

① 調査実施時期

平成 30 年９月から 10 月まで実施しました。

② 調査対象者及び調査方法

本町在住の町民から無作為抽出した 1,995 人を対象とし、郵送による配付回収を行

いました。

配付数 有効回答数 有効回答率

1,995 人 833 人 41.8％

（２）調査結果（抜粋）

※ 集計表の比率については小数点第二位で四捨五入して表示しているため、択一回答における表

中の比率の内訳を合計しても 100％に合致しない場合があります。

※ ２つ以上の回答を要する（複数回答）質問の場合、その回答比率の合計は原則として 100％を

超えます。

※ 以降の調査結果についても同様となります。

① 年齢（平成 30 年４月１日現在）

    

選択肢 回答数 割合

18～19歳 18 2.2%

20～29歳 53 6.4%

30～39歳 125 15.0%

40～49歳 145 17.4%

50～59歳 153 18.4%

60～69歳 252 30.3%

70～79歳 77 9.2%

80歳以上 1 0.1%

無回答 9 1.1%

サンプル数 833 100.0%

2.2%

6.4%

15.0%

17.4%

18.4%

30.3%

9.2%

0.1%

1.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%
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② 性別

     

選択肢 回答数 割合

男性 328 39.4%

女性 492 59.1%

無回答 13 1.6%

サンプル数 833 100.0%

39.4%

59.1%

1.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

③ 居住地域

     

選択肢 回答数 割合

山王原・仲町 67 8.0%

上米・中米・檪田・谷 78 9.4%

小鷺巣・寺柱・高畑・大鷺巣 54 6.5%

田上・梶山 29 3.5%

轟木・仮屋・大野・大八重 22 2.6%

勝岡・前目・蓼池・餅原・三原 154 18.5%

上新・下新・今市・中原・花見原 191 22.9%

東原・稗田 82 9.8%

東植木・西植木 124 14.9%

その他の地域 22 2.6%

無回答 10 1.2%

サンプル数 833 100.0%

8.0%

9.4%

6.5%

3.5%

2.6%

18.5%

22.9%

9.8%

14.9%

2.6%

1.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

④ 居住期間

     

選択肢 回答数 割合

１年未満 21 2.5%

１年以上３年未満 42 5.0%

３年以上５年未満 41 4.9%

５年以上10年未満 82 9.8%

10年以上20年未満 148 17.8%

20年以上 489 58.7%

無回答 10 1.2%

サンプル数 833 100.0%

2.5%

5.0%

4.9%

9.8%

17.8%

58.7%

1.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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⑤ 身近な地域のことについて

問 あなたにとって助け合いや支える「地域」とは、どういった範囲ですか。

「隣近所」が 31.9％、「支部」が 26.3％となっており、より身近な地域を「助け合

いや支える『地域』」と認識しています。

    

選択肢 回答数 割合

隣近所 266 31.9%

支部 219 26.3%

三股町全体 197 23.6%

行政区 61 7.3%

小学校区 51 6.1%

無回答 39 4.7%

サンプル数 833 100.0%

31.9%

26.3%

23.6%

7.3%

6.1%

4.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

問 あなたは、町内の人とはどの程度お付き合いをしていますか。

「ほとんど付き合いはない」と回答した方が 13.0％で１割を超えています。

    

選択肢 回答数 割合

誰とでも親しく付き合っている 107 12.8%

特定の人とは親しくしている 270 32.4%

たまに挨拶や立ち話をする程度 326 39.1%

ほとんど付き合いはない 108 13.0%

付き合いの必要性を感じない 6 0.7%

その他 3 0.4%

無回答 13 1.6%

サンプル数 833 100.0%

12.8%

32.4%

39.1%

13.0%

0.7%

0.4%

1.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 あなたは、町内の行事や活動等に参加していますか。

「参加していない」、「ほとんど参加していない」の合計が５割を超えています。

    

選択肢 回答数 割合

積極的に参加している 63 7.6%

できるだけ参加している 339 40.7%

ほとんど参加していない 268 32.2%

参加していない 152 18.2%

無回答 11 1.3%

サンプル数 833 100.0%

7.6%

40.7%

32.2%

18.2%

1.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

問 あなたは、地域活動やボランティア活動、地域や住民に対する各種の支援活動

等に取り組んでいますか。

「取り組んだことはない」、「現在はほとんど取り組んでいない」の合計が約６割と

なっています。

    

選択肢 回答数 割合

現在、継続的に取り組んでいる 91 10.9%

たまに取り組むことがある 203 24.4%

現在はほとんど取り組んでいない 206 24.7%

取り組んだことはない 280 33.6%

その他 5 0.6%

わからない 32 3.8%

無回答 16 1.9%

サンプル数 833 100.0%

10.9%

24.4%

24.7%

33.6%

0.6%

3.8%

1.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 隣近所で、高齢者や障がい者の介助や子育てなどで困っている家族があった場

合、あなたはどのような手助けができると思いますか。（複数回答）

「安否確認や声かけ」が 66.1％と最も多く、次いで、「緊急の手助け」の 40.1％、

「買い物の手伝い」の 18.4％の順となっています。

    

選択肢 回答数 割合

安否確認や声かけ 551 66.1%

緊急の手助け 334 40.1%

買い物の手伝い 153 18.4%

困り事への相談相手 152 18.2%

ごみ出し 151 18.1%

家の前などの清掃 127 15.2%

子どもの通学路の見守り 104 12.5%

趣味などの話し相手 102 12.2%

短時間の子どもの預かり 84 10.1%

外出の手助け 67 8.0%

子どもの送り迎え 60 7.2%

高齢者等の介護 35 4.2%

その他 16 1.9%

特にない 57 6.8%

手助けする気はない 4 0.5%

サンプル数 833

66.1%

40.1%

18.4%

18.2%

18.1%

15.2%

12.5%

12.2%

10.1%

8.0%

7.2%

4.2%

1.9%

6.8%

0.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 現在、あなたの住んでいる地域の中での問題点・不足していると思うものは何

ですか。（複数回答）

「緊急時の対応体制がわからない」が 34.8％と最も多く、次いで、「町内の移動交

通手段の不足」の 22.2％、「交通マナーの乱れ」の 21.4％の順となっています。

    

選択肢 回答数 割合

緊急時の対応体制がわからない 290 34.8%

町内の移動交通手段の不足 185 22.2%

交通マナーの乱れ 178 21.4%

気軽に集まれる場所がない 134 16.1%

道ばたのごみの増加 112 13.4%

地域活動が活発にならない 102 12.2%

世代間の交流がない 101 12.1%

病院等の医療機関が少ない 95 11.4%

隣近所との交流がない 88 10.6%

あいさつをしない人が多い 83 10.0%

介護・看護に対する理解不足 73 8.8%

子どもの見守りがない 42 5.0%

健康に対する理解不足 41 4.9%

障がい者に関する理解不足 38 4.6%

福祉相談窓口等がない 35 4.2%

犯罪の増加 14 1.7%

虐待を見たり聞いたりする 10 1.2%

火災の増加 4 0.5%

その他 49 5.9%

サンプル数 833

34.8%

22.2%

21.4%

16.1%

13.4%

12.2%

12.1%

11.4%

10.6%

10.0%

8.8%

5.0%

4.9%

4.6%

4.2%

1.7%

1.2%

0.5%

5.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 三股町で、生活の中でちょっとした困りごとに対応するサービスや支え合い活

動として、利用できればよいと思うものは次のうち何ですか。（複数回答）

「買い物支援」が 38.3％と最も多く、次いで、「移動支援」の 37.6％、「家事支援」

の 32.4％の順となっています。

    

選択肢 回答数 割合

買い物支援（移動販売、買い物代行な
ど）

319 38.3%

移動支援（乗り合いタクシー、福祉タ
クシーなど）

313 37.6%

家事支援（食事の支度、清掃、庭の草
取りなど）

270 32.4%

子育て支援（一時預かり、妊娠中や出
産後の家事援助など）

192 23.0%

生活支援（電球交換、家電据え付けな
ど）

142 17.0%

相談・話し相手 106 12.7%

その他 8 1.0%

サンプル数 833

38.3%

37.6%

32.4%

23.0%

17.0%

12.7%

1.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

問 子ども、高齢者、障がい者、子育て中の方など、誰もが安心して暮らすために、

あなたが身近な地域に「あったらいいな」と思うものは次のうち何ですか。

（複数回答）

約５割の方が「誰もが安心して出かけられる施設やしくみ」と回答しています。

    

選択肢 回答数 割合

誰もが安心して出かけられる施設やし
くみ（買い物や通院への支援など）

414 49.7%

地域の誰もが気軽に立ち寄って交流す
る場所

320 38.4%

子どもや高齢者、障がい者などを、地
域みんなで見守り支え合うしくみ

317 38.1%

誰もが、その意欲や能力、空き時間な
どに応じて働ける場所や機会

310 37.2%

育児の不安を気軽に相談できたり、子
どもを一時的に預かってくれるしくみ

276 33.1%

その他 8 1.0%

サンプル数 833

49.7%

38.4%

38.1%

37.2%

33.1%

1.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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⑥ 本町の福祉施策や福祉サービスについて

問 あなたは「福祉」に関心をおもちですか。

８割以上が「関心がある」と回答しています。

    

選択肢 回答数 割合

とても関心がある 223 26.8%

ある程度の関心がある 474 56.9%

あまり関心がない 116 13.9%

全く関心がない 8 1.0%

無回答 12 1.4%

サンプル数 833 100.0%

26.8%

56.9%

13.9%

1.0%

1.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

問 三股町は、子どもや高齢者、障がい者などにとって暮らしやすいまちだと思い

ますか。

「暮らしやすい」、「どちらかといえば暮らしやすい」と回答した方の合計が約７割

である一方、約１割の方が「暮らしにくい」、「どちらかといえば暮らしにくい」と回

答しています。

    

選択肢 回答数 割合

暮らしやすい 159 19.1%

どちらかといえば暮らしやすい 402 48.3%

どちらかといえば暮らしにくい 63 7.6%

暮らしにくい 26 3.1%

わからない 171 20.5%

無回答 12 1.4%

サンプル数 833 100.0%

19.1%

48.3%

7.6%

3.1%

20.5%

1.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 あなたが日々暮らしていくにあたり、解決してほしいと思うのはどのようなこ

とですか。（複数回答）

「家族の介護に関すること」が 29.8％と最も多く、次いで、「健康に関すること」

の 25.1％、「生活経済等に関すること」の 20.3％の順となっています。

    

選択肢 回答数 割合

家族の介護に関すること 248 29.8%

健康に関すること 209 25.1%

生活経済等に関すること 169 20.3%

ゴミ・生活環境等に関すること 167 20.0%

就労等の仕事に関すること 157 18.8%

育児・保育に関すること 142 17.0%

教育に関すること 132 15.8%

犯罪・治安に関すること 106 12.7%

生きがいづくり・社会参加に関するこ
と

105 12.6%

ご近所との人間関係等に関すること 47 5.6%

生涯学習に関すること 46 5.5%

障がい者の生活に関すること 41 4.9%

その他 36 4.3%

サンプル数 833

29.8%

25.1%

20.3%

20.0%

18.8%

17.0%

15.8%

12.7%

12.6%

5.6%

5.5%

4.9%

4.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 障がいのある人が安心して暮らしていくために、重要な取組と思うのは、次の

うちどれですか。（複数回答）

「福祉サービスの充実」が 48.3％と最も多く、次いで、「障がいに対する理解の促

進」の 35.5％、「経済的な自立に対する支援の充実」の 33.6％の順となっています。

    

選択肢 回答数 割合

福祉サービスの充実 402 48.3%

障がいに対する理解の促進 296 35.5%

経済的な自立に対する支援の充実 280 33.6%

施設のバリアフリー化の推進 270 32.4%

学校における障がい児教育の充実 257 30.9%

雇用機会の充実 177 21.2%

相談システムの充実 168 20.2%

交通バリアフリー化の推進 130 15.6%

障がい者向け住宅の充実 118 14.2%

障がい者福祉の拠点施設の整備 107 12.8%

障がいに対する医療の充実 106 12.7%

リハビリテーションの充実 103 12.4%

障がいの予防と早期発見の充実 94 11.3%

施設福祉サービスのあり方の検討 91 10.9%

コミュニケーションの充実の推進 85 10.2%

職業リハビリテーションの充実 83 10.0%

早期療育の充実 79 9.5%

防災対策の推進 66 7.9%

ボランティア活動の推進 65 7.8%

社会教育の充実 61 7.3%

権利擁護の推進 20 2.4%

その他 6 0.7%

サンプル数 833

48.3%

35.5%

33.6%

32.4%

30.9%

21.2%

20.2%

15.6%

14.2%

12.8%

12.7%

12.4%

11.3%

10.9%

10.2%

10.0%

9.5%

7.9%

7.8%

7.3%

2.4%

0.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 子どもを健やかに育てるために、重要な取組と思うのは、次のうちどれですか。

（複数回答）

「安心して遊べる環境づくり」が 50.1％と最も多く、次いで、「子育てがしやすい

職場環境づくり」の 43.5％、「子育て・保育に関するサービスの充実」の 28.5％の順

となっています。

    

選択肢 回答数 割合

安心して遊べる環境づくり 417 50.1%

子育てがしやすい職場環境づくり 362 43.5%

子育て・保育に関するサービスの充実 237 28.5%

子育て家庭への経済支援策の充実 216 25.9%

地域ぐるみでの子育て支援活動の充実 149 17.9%

子どもに関する犯罪の防止策の充実 142 17.0%

子育て・教育などに関する相談体制の
充実

137 16.4%

子育て家庭への就労支援策の充実 136 16.3%

虐待防止体制の充実とネットワークの
強化

133 16.0%

育児・子育てなどに関する情報提供 91 10.9%

その他 18 2.2%

サンプル数 833

50.1%

43.5%

28.5%

25.9%

17.9%

17.0%

16.4%

16.3%

16.0%

10.9%

2.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

問 あなたは、いつまでも生きがいを持ち、住み慣れた地域で安心して生活できる

社会を実現するために、何が足りないと思いますか。（複数回答）

「認知症になっても安心して暮らせるための施策」が 30.4％と最も多く、次いで、

「在宅で医療や介護サービスを受けるための体制づくり」の 26.2％、「高齢者の就労

支援」の 23.4％の順となっています。
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選択肢 回答数 割合

認知症になっても安心して暮らせるた
めの施策

253 30.4%

在宅で医療や介護サービスを受けるた
めの体制づくり

218 26.2%

高齢者の就労支援 195 23.4%

介護に従事する人の確保や介護サービ
スの質の確保・向上

172 20.6%

見守りや家事などの日常的な生活支援 146 17.5%

健康づくりや介護予防 125 15.0%

高齢者向け住まいの供給促進 106 12.7%

介護保険施設等の整備 89 10.7%

高齢者の権利擁護（成年後見制度の利
用促進、虐待防止等）

20 2.4%

その他 15 1.8%

サンプル数 833

30.4%

26.2%

23.4%

20.6%

17.5%

15.0%

12.7%

10.7%

2.4%

1.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

問 あなたは、三股町をどのような「福祉のまち」にしたいと思いますか。

（複数回答）

「介護が必要になっても、安心して施設を利用したり、在宅サービスを利用できるま

ち」が 50.9％と最も多く、次いで、「高齢者や障がい者も、安心して生活できるまち」

の 41.7％、「子どもが心身ともに健やかに育まれるまち」の 41.5％の順となっていま

す。

    

選択肢 回答数 割合

介護が必要になっても、安心して施設を利用した
り、在宅サービスを利用できるまち

424 50.9%

高齢者や障がい者も、安心して生活で
きるまち

347 41.7%

子どもが心身ともに健やかに育まれる
まち

346 41.5%

お互いに支え合い、助け合いができる
まち

297 35.7%

差別や偏見のない、誰もが尊重される
まち

251 30.1%

将来にわたり、同じ場所で安住できる
まち

225 27.0%

いつまでも生きがいを持って、健康に
生活できるまち

195 23.4%

その他 2 0.2%

サンプル数 833

50.9%

41.7%

41.5%

35.7%

30.1%

27.0%

23.4%

0.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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⑦ 災害時の対応等について

問 あなたは、お住いの地域の中で、三股町が定めている災害時の避難場所がどこ

にあるか知っていますか。

約４割の方が、「知らない」と回答しています。

    

選択肢 回答数 割合

知っている 520 62.4%

知らない 301 36.1%

無回答 12 1.4%

サンプル数 833 100.0%

62.4%

36.1%

1.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

問 あなたは、これまでに自治公民館の中の防災活動など、自主防災組織※が行う

防災訓練などに参加したことがありますか。

6 割以上の方が「自主防災組織があるのか知らない」と回答しています。

    

選択肢 回答数 割合

自主防災組織の活動に参加したことがあ
る

83 10.0%

自主防災組織はあるが、活動には参加し
たことはない

162 19.4%

自主防災組織がない 50 6.0%

自主防災組織があるのか知らない 518 62.2%

無回答 20 2.4%

サンプル数 833 100.0%

10.0%

19.4%

6.0%

62.2%

2.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 地震や台風・大雨などの災害発生時に、一人で避難することができると思いま

すか。

約２割の方が、「できないと思う」と回答しています。

    

選択肢 回答数 割合

できると思う 445 53.4%

できないと思う 140 16.8%

わからない 236 28.3%

無回答 12 1.4%

サンプル数 833 100.0%

53.4%

16.8%

28.3%

1.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

問 災害発生時に備えて、地域や行政が優先して取り組むべきことは何だと思いま

すか。（複数回答）

「災害時の情報伝達方法の確立」が 70.5％と最も多く、次いで、「地域・近所での

協力体制づくり」の 54.7％、「避難誘導体制の確立」の 50.2％の順となっています。

    

選択肢 回答数 割合

災害時の情報伝達方法の確立 587 70.5%

地域・近所での協力体制づくり 456 54.7%

避難誘導体制の確立 418 50.2%

災害時の医療体制の確立 373 44.8%

災害時避難行動要支援者に配慮した支
援物資の確保

341 40.9%

災害時避難行動要支援者を対象とした
福祉避難所の整備

256 30.7%

避難訓練の実施など住民の意識啓発 218 26.2%

ボランティアの受け入れ体制の整備 193 23.2%

その他 9 1.1%

サンプル数 833

70.5%

54.7%

50.2%

44.8%

40.9%

30.7%

26.2%

23.2%

1.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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１０ 民生委員等アンケート調査結果からみる本町の状況

（１）調査概要

① 調査実施時期

平成 30 年９月に実施しました。

② 調査対象者及び調査方法

本町の民生委員・児童委員、主任児童委員を対象とし、直接配付回収（一部郵送によ

る回収）を行いました。

配付数 有効回答数 有効回答率

50 人 48 人 96.0％

（２）調査結果（抜粋）

問 民生委員・児童委員、主任児童委員の活動について、どのように感じています

か。

９割以上の方がやりがいを感じている一方、７割以上の方が負担感を感じています。

選択肢 回答数 割合 選択肢 回答数 割合

強く感じている 16 33.3% 強く感じている 10 20.8%

感じている 29 60.4% 感じている 25 52.1%

あまり感じていない 3 6.3% あまり感じていない 12 25.0%

感じていない 0 0.0% 感じていない 0 0.0%

無回答 0 0.0% 無回答 1 2.1%

サンプル数 48 100.0% サンプル数 48 100.0%

【やりがい】 【負担感】

33.3%

60.4%

6.3%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20.8%

52.1%

25.0%

0.0%

2.1%

0% 20% 40% 60% 80%100%

問 地域の中で特に支援が必要と思われる方はどんな方々ですか。（複数回答）

「ひとり暮らしの高齢者」が 81.3％と最も多く、次いで、「高齢者や障がい者を介

護している方」の 41.7％、「認知症の方」の 35.4％の順となっています。
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選択肢 回答数 割合

ひとり暮らしの高齢者 39 81.3%

高齢者や障がい者を介護している方 20 41.7%

認知症の方 17 35.4%

高齢者のみの世帯 16 33.3%

生活困窮者 14 29.2%

障がい者 8 16.7%

不登校、ひきこもりの方 8 16.7%

子育て中の方 6 12.5%

ひとり親家庭の方 4 8.3%

その他 1 2.1%

サンプル数 48

81.3%

41.7%

35.4%

33.3%

29.2%

16.7%

16.7%

12.5%

8.3%

2.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

問 様々な地域福祉活動を推進していく上で、三股町に期待することは何ですか。

（複数回答）

「福祉関係情報の提供」が 50.0％と最も多く、次いで、「住民に向けた地域福祉活

動の啓発」の 41.7％などとなっています。

      

選択肢 回答数 割合

福祉関係情報の提供 24 50.0%

住民に向けた地域福祉活動の啓発 20 41.7%

活動上の相談体制の充実 14 29.2%

情報収集・発信への支援 14 29.2%

各機関や団体等との連絡調整 11 22.9%

各機関や団体等との交流機会の充実 10 20.8%

地域での福祉学習活動への支援 8 16.7%

活動場所の確保 7 14.6%

活動資金の援助 5 10.4%

活動を支援する備品の貸出し 5 10.4%

研修制度など人材面での支援 4 8.3%

その他 1 2.1%

特にない 1 2.1%

サンプル数 48

50.0%

41.7%

29.2%

29.2%

22.9%

20.8%

16.7%

14.6%

10.4%

10.4%

8.3%

2.1%

2.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 誰もが安心して暮らしていくために、地域で特に重要なことは何だと思います

か。（複数回答）

「見守りや安否確認」が 50.0％と最も多く、次いで、「地域活動やボランティア活

動に取り組む人材の育成」の 31.3％、「高齢者支援の充実」の 27.1％の順となってい

ます。

    

選択肢 回答数 割合

見守りや安否確認 24 50.0%

地域活動やボランティア活動に取り組
む人材の育成

15 31.3%

高齢者支援の充実 13 27.1%

健康づくりや介護予防の充実 10 20.8%

災害時の避難誘導・助け合い 10 20.8%

福祉サービスの情報提供の充実 9 18.8%

防災・防犯体制の充実 9 18.8%

ボランティア・地域活動の充実 8 16.7%

生きがいづくり・社会参加の促進 8 16.7%

相談体制の充実 8 16.7%

子育て支援の充実 5 10.4%

医療の充実 4 8.3%

判断能力に支障がある人への日常生活
支援の充実

4 8.3%

障がい者への支援の充実 2 4.2%

生涯学習や生涯スポーツの充実 2 4.2%

福祉施設の整備 2 4.2%

福祉教育の充実 1 2.1%

道路や施設のバリアフリー化の推進 1 2.1%

福祉サービス利用者の苦情解決の仕組
み

1 2.1%

福祉サービスの質を評価するための仕
組み

1 2.1%

その他 1 2.1%

サンプル数 48

50.0%

31.3%

27.1%

20.8%

20.8%

18.8%

18.8%

16.7%

16.7%

16.7%

10.4%

8.3%

8.3%

4.2%

4.2%

4.2%

2.1%

2.1%

2.1%

2.1%

2.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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１１ 公民館長アンケート調査結果からみる本町の状況

（１）調査概要

① 調査実施時期

平成 30 年 10 月に実施しました。

② 調査対象者及び調査方法

本町の公民館長を対象とし、直接配付、直接及び郵送による回収を行いました。

配付数 有効回答数 有効回答率

30 人 26 人 86.7％

（２）調査結果（抜粋）

問 あなたの公民館では、会合などの話し合いの場を通して、地区に困っている人

がいる、地区内で困りごとが起きているなどの情報をある程度共有していますか。

8 割以上の方が、「ある程度共有している」と回答しています。

    

選択肢 回答数 割合

ある程度共有している 21 80.8%

特に共有していない 5 19.2%

サンプル数 26 100.0%

80.8%

19.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

問 あなたの公民館では、子どもの登下校時などの見守り活動や高齢者単独世帯等

への声掛け活動など、何らかの見守り活動を行っていますか。

8 割以上の方が、「行っている」と回答しています。

    

選択肢 回答数 割合

行っている 21 80.8%

特に行っていない 5 19.2%

サンプル数 26 100.0%

80.8%

19.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%



地域福祉計画

第２章 地域福祉に係る本町の状況

35

問 災害時の避難行動に支援を必要している方に避難支援者を配置していますが、

あなたの公民館の支援者の方々は「自分が誰を避難誘導するか」をしっかり把握

していると思いますか。

３割以上の方が、「ほとんどの支援者が把握していないと思う」と回答しています。

    

選択肢 回答数 割合

支援者全員が把握していると思う 0 0.0%

ほとんどの支援者が把握していると思う 8 30.8%

ほとんどの支援者が把握していないと思
う

8 30.8%

わからない 9 34.6%

無回答 1 3.8%

サンプル数 26 100.0%

0.0%

30.8%

30.8%

34.6%

3.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

問 様々な地域福祉活動を推進していく上で、三股町に期待することは何ですか。

（複数回答）

「住民に向けた地域福祉活動の啓発」が 61.5％と最も多く、次いで、「活動資金の

援助」の 50.0％などとなっています。

    

選択肢 回答数 割合

住民に向けた地域福祉活動の啓発 16 61.5%

活動資金の援助 13 50.0%

福祉関係情報の提供 7 26.9%

情報収集・発信への支援 7 26.9%

活動を支援する備品の貸出し 4 15.4%

研修制度など人材面での支援 4 15.4%

活動上の相談体制の充実 3 11.5%

活動場所の確保 2 7.7%

地域での福祉学習活動への支援 1 3.8%

各機関や団体等との交流機会の充実 1 3.8%

特にない 1 3.8%

サンプル数 26

61.5%

50.0%

26.9%

26.9%

15.4%

15.4%

11.5%

7.7%

3.8%

3.8%

3.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 誰もが安心して暮らしていくために、地区で特に重要なことは何だと思います

か。（複数回答）

「生きがいづくり・社会参加の促進」が 38.5％と最も多く、次いで、「高齢者支援

の充実」、「地域活動やボランティア活動に取り組む人材の育成」の 30.8％の順とな

っています。

    

選択肢 回答数 割合

生きがいづくり・社会参加の促進 10 38.5%

高齢者支援の充実 8 30.8%

地域活動やボランティア活動に取り組
む人材の育成

8 30.8%

見守りや安否確認 7 26.9%

ボランティア・地域活動の充実 6 23.1%

防災・防犯体制の充実 5 19.2%

相談体制の充実 5 19.2%

健康づくりや介護予防の充実 4 15.4%

子育て支援の充実 3 11.5%

災害時の避難誘導・助け合い 3 11.5%

福祉サービスの情報提供の充実 2 7.7%

障がい者への支援の充実 2 7.7%

判断能力に支障がある人への日常生活
支援の充実

2 7.7%

福祉教育の充実 1 3.8%

福祉サービス利用者の苦情解決の仕組
み

1 3.8%

福祉施設の整備 1 3.8%

サンプル数 26

38.5%

30.8%

30.8%

26.9%

23.1%

19.2%

19.2%

15.4%

11.5%

11.5%

7.7%

7.7%

7.7%

3.8%

3.8%

3.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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１２ 児童福祉関係者アンケート調査結果等からみる本町の状況

（１）アンケート調査

① 調査概要

ア）調査実施時期

平成 30 年８月及び平成 30 年 11 月に実施しました。

イ）調査対象者

本町の母子保健推進員、主任児童委員、三股町役場関係職員を対象とし、直接配付、

直接及び郵送による回収を行いました。

配付数 有効回答数 有効回答率

23 人 18 人 78.3％

② 調査結果（抜粋）

問 経済的に困窮していると思われる世帯の子どももしくはネグレクトなど養育環

境がよくないと思われる子ども（以下、「経済的もしくは精神的貧困にあると思

われる子ども」という。）は、どのような状況にありますか。（複数回答）

「親から放任されている」が 72.2％と最も多く、次いで、「親が家庭を顧みていな

い」の 66.7％、「ひとり親家庭である」の 50.0％の順となっています。

      

選択肢 回答数 割合

親から放任（ネグレクト）されている 13 72.2%

親が家庭を顧みていない 12 66.7%

ひとり親家庭である 9 50.0%

家庭が地域から孤立している 8 44.4%

親から身体的虐待を受けている 6 33.3%

親から心理的虐待を受けている 6 33.3%

ＤＶを含む家庭内暴力がある 6 33.3%

両親が不仲である 5 27.8%

親から必要以上に干渉されている 1 5.6%

その他 2 11.1%

わからない 3 16.7%

サンプル数 18

72.2%

66.7%

50.0%

44.4%

33.3%

33.3%

33.3%

27.8%

5.6%

11.1%

16.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 経済的もしくは精神的貧困にあると思われる子どもは、どのような課題が見ら

れると思いますか。（複数回答）

「健全な生活習慣・食習慣」が 77.8％と最も多く、次いで、「こころの状態の安定

性・心身の健康」の 61.1％などとなっています。

    

選択肢 回答数 割合

健全な生活習慣・食習慣 14 77.8%

こころの状態の安定性・心身の健康 11 61.1%

学習能力 8 44.4%

意欲・チャレンジ精神 8 44.4%

コミュニケーション能力 7 38.9%

他者への共感性 7 38.9%

他者への信頼性 7 38.9%

自己肯定感・自尊心 7 38.9%

自己表現力 4 22.2%

周囲からの評価への適切な反応 4 22.2%

認知（ものの見方・考え方・価値観） 4 22.2%

生活自立能力 3 16.7%

その他 0 0.0%

わからない 0 0.0%

特に欠如は見られない 1 5.6%

サンプル数 18

77.8%

61.1%

44.4%

44.4%

38.9%

38.9%

38.9%

38.9%

22.2%

22.2%

22.2%

16.7%

0.0%

0.0%

5.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 三股町ではボランティア団体が、主に経済的な理由で食事を満足に取れなかっ

たり、親が忙しく、一人で食事をしている家庭の子どもの支援を目的として「子

ども食堂」を開催しています。本町の現状を踏まえ、「子ども食堂」の開催や実

施主体を増やす必要があると思いますか。

「今すぐ必要である」が 22.2％、「将来的に必要である」が 33.3％となっています。

    

選択肢 回答数 割合

今すぐ必要である 4 22.2%

将来的に必要である 6 33.3%

あまり必要ではない 1 5.6%

まったく必要ではない 0 0.0%

どちらともいえない 6 33.3%

無回答 1 5.6%

サンプル数 18 100.0%

22.2%

33.3%

5.6%

0.0%

33.3%

5.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

問 三股町で、主に経済的に困っている世帯の子どもを対象に、無料もしくは低額

な利用料金で元教職員等がボランティアで学習指導を行う「学習支援事業」は必

要だと思いますか。

「今すぐ必要である」が 55.6％、「将来的に必要である」が 16.7％となっています。

    

選択肢 回答数 割合

今すぐ必要である 10 55.6%

将来的に必要である 3 16.7%

あまり必要ではない 1 5.6%

まったく必要ではない 0 0.0%

どちらともいえない 4 22.2%

無回答 0 0.0%

サンプル数 18 100.0%

55.6%

16.7%

5.6%

0.0%

22.2%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%



地域福祉計画

第２章 地域福祉に係る本町の状況

40

（２）ヒアリング調査

① ヒアリング調査概要

本町の母子保健推進員、主任児童委員、三股町役場関係職員の合計 10 人を対象に平

成 30 年８月及び 11 月に実施しました。

② ヒアリング調査結果

ア）何らかの支援を必要とすると思われる（思われた）家庭について

・母子保健推進員として家庭を訪問する機会があり、玄関先から家の中が散らかっている

状況を目にする機会があるが、踏み込んだ話はできないので、養育環境は把握できない。

・健診時に、自分の子どもに全く無関心な親がいたことがあった。子育ての状況が心配に

なり、保健師につないだ。

・経済的には困窮していないが、ゲームや情報機器を子どもに買い与えて、ほとんど子ど

もに関わらない親もいる。

・親とのコミュニケーションが不足している子どもは、大きくなるにつれ、コミュニケー

ション能力に課題が出てくるように思う。

・「不登校」は経済的困窮や養育環境に恵まれていない状況が背景にあり、子どもだけの問題

ではない。家庭全体を支える支援が必要。

・支援が必要と思われる家庭は、相談や支援を受け入れないケースが多い。

・何らかの支援が必要と思われる家庭は、支部に加入していないことが多く、地域から孤

立している。

・父子家庭については実態が捉えづらい面があり、問題が表面化した場合、深刻なケース

が多い。

イ）必要な支援策等について

・学習支援事業で必要な元教員等のボランティアについては、人材確保は可能な状況にあ

ると思う。

・学習支援事業の実施場所は、児童館やコミュニティセンターを利用してはどうか。また、

元教員等のボランティアの他、産休中の先生等も対応可能かもしれない。

・総合的な支援体制の構築や情報の共有化のために、幼稚園・保育園・学校の更なる連携

が必要。

・社会福祉協議会で実施しているフードバンク事業については、各家庭で作りすぎた野菜

など協力できる方が多くいるように思うし、周りの方に声かけをしてみたい。

・対象家庭に寄り添い、訪問を基本に個別の状況に合わせた支援体制が必要。

・支部に加入していない家庭が、地域で孤立しないような支援が必要。
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第３章 本町の課題及び今後の方向性

１ 本町の課題

近年の「地域共生社会」実現に向けた国の動向や本町の現状データ、アンケート調査結果か

ら下図のような様々な課題が抽出されています。

抽出された課題には、１つの法律や福祉制度では対応できない複合的な課題や既存の公的サ

ービスの枠組みに当てはまらない課題が多くあり、住民、地域、関係機関、行政が力を合わせ

て課題解決に取り組むことが必要です。

災害時の情報

伝達方法の

確立が重要

子どもの貧困

対策の推進が

必要

ひとり暮らしの

高齢者が
増えている

約１割の方が

ほとんど近所

付き合いがない

ひとり親世帯が

増えている

買物支援や

移動支援の

ニーズが高い

認知症になっても

安心して

暮らしたい

約４割の方が

避難場所を

知らない

見守りや

安否確認は

重要

障がいに対する

理解の促進

が必要

約６割の方が

自主防災組織

を知らない

生活困窮者の

把握や支援体制

の充実が必要

約６割の方が

地域活動等に

参加していない

【本町の地域福祉に関する主な課題 】
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２ 今後の方向性

（１）つながり合い、支え合う意識の醸成

本町の総人口は増加傾向で推移していますが、少子高齢化の進展により減少傾向に転じ

る予測となっており、平成 52 年（2040 年）には総人口 23,881 人、高齢化率 32.9％

（国立社会保障・人口問題研究所）になると推測されています。少子高齢化が進展してい

くことで、核家族化の進行や高齢者単身世帯、高齢者夫婦世帯の増加が予想され、地域の

つながりの希薄化の進行や、家族内又は地域内の支援力の低下が懸念されます。

しかしながら、身近な地域の課題解決のためには、住民同士がつながり合い、支え合う

ことが重要となります。

町民アンケート調査結果では、「近所で困っている人に対して出来ること」として「安

否確認や声かけ」、「緊急の手助け」など他人の困り事に対して、何らかの手助けをしたい

という回答が多くなっています。また、民生委員等アンケート調査結果では、「誰もが安

心して暮らしていくために、地域で特に重要なこと」として「見守りや安否確認」が最も

多くなっています。

「見守りや安否確認」に代表される「つながり合い」、「支え合い」を深めるための様々

な取組を展開することにより、「他人の困り事を自分の事として問題解決を図る意識」を

醸成し、子ども・高齢者・障がい者など全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り、

高め合うことができる「地域共生社会の実現」を目指します。

出典：厚生労働省資料（一部加工）
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（２）相談体制づくり

これまで、国では高齢者、障がい者、子どもなどの対象者や、生活困窮、保健、医療等

の分野ごとに、公的支援制度の整備を図ってきましたが、その一方で、介護と育児が同時

に直面する世帯や障がいのある子どもと要介護の親で構成される世帯のように、１つの世

帯で複数の課題を抱え、単一の公的支援制度では対応することが難しいケースの増加が懸

念されています。また、ひきこもりやサービス利用拒否等の制度の狭間にあり支援が行き

届いていない人への対応が求められています。

本計画書の 41 頁にあるとおり、本町の現状データやアンケート調査結果等から抽出さ

れた地域福祉に関する課題は様々な対象者、様々な分野にわたっています。

今後は、全ての住民が世代やその背景を問わず安心、安全に生活を送ることができるよ

うに、住民や地域からの相談を一元的に受け止め、関係機関等と連携し、適切な専門機関

等に確実につなぐことにより、課題解決を行うことができる相談支援体制及びそれを支え

る関係機関等との連携体制の構築に取り組みます。

  

新しい地域包括支援体制の構築

家族のあり方や

地域社会が変容

高齢化

人口減少

壮年の引きこもりと

老親が地域で孤立

難病患者・がん患者の

就労支援

障害が疑われる者

若年認知症・

高次脳機能障害

支援の包括化

地域連携

ネットワーク
づくり

全世代・全対象型

地域包括支援体制

すべての人が、年齢や

状況を問わず、その人の

ニーズに応じた適切な支

援が受けられる「地域づ

くり」を進める

高齢者

地域包括ケアシステム
（住まい・医療・介護・予防

・生活支援を一体的に提供）

生活困窮者

生活困窮者自立支援制度
（包括的な自立支援を提供）

その他各制度に

おける取組

○これまで、高齢者施策における「地域包括ケアシステム」の構築、生活困窮者に対する「生活困窮者自立支援制度」

の創設など、各制度においても、支援の包括化や地域連携、ネットワークづくりを推進している。

○今後とも、地域包括ケアシステムなどを着実に進めつつ、こうしたコンセプトの適用をさらに拡げ、多様なニーズ

を掬い取る「全世代・全対象型地域包括支援体制」を構築していく。

出典：厚生労働省資料（一部加工）
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（３）地域防災力の強化

本町では、土砂災害危険箇所が多数存在することから、毎年６月頃、県及び関係機関と

ともに災害危険箇所調査を実施し、災害防止のための点検を行っています。

また、毎年６月に災害危険箇所がある地域で土砂災害に対する防災訓練を実施し、情報

伝達手段の確認、土砂災害警戒情報に基づく適切な避難勧告の発令・解除、避難場所及び

避難経路の確認等による警戒避難体制の強化を図るとともに、地域住民の参加による自主

防災の意識高揚に取り組んでいます。

しかしながら、町民アンケート調査結果では、「避難場所を知らない」と回答した方の

割合が約４割、「自主防災組織があるのか知らない」と回答した方の割合が６割以上とな

っています。また、公民館長アンケート調査結果では、「ほとんどの避難支援者が、自分

が誰を避難誘導するか把握していないと思う」と回答した方の割合が３割以上となってい

ます。

今後は、あらゆる災害や有事に対応できるように、防災教育・訓練、自主防災組織や防

災士の育成に取り組み、町民の防災意識の高揚に努めます。

自主防災組織の活動

【平常時】

・防災知識の普及

・地域の災害危険箇所の把握

・防災訓練の実施

・火気使用設備器具等の点検

・防災資機材の備蓄と整理・点検

【災害発生時】

・災害情報の収集、住民への迅速な伝達

・出火防止と初期消火

・避難誘導

・被災住民の救出・救護

・給食・給水
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第４章 基本理念等

１ 基本理念

地域福祉の目的は、様々な事情により福祉サービスを必要とするようになっても、身近な人

とつながり合いながら、社会的活動に参加して、いきいきとその地域で暮らし続けることです。

その実現のためには、少子高齢化の進行や住民同士のつながりの希薄化により増えていく、

地域での多様化・複雑化した地域課題に取り組んでいく必要があります。

こうした背景から、今後は、高齢者、障がい者、子どもを含む全ての町民が、それぞれの役

割を持って地域づくりや生きがいづくりに参画し、助け合えるような住みよいまちづくりを推

進していくことが必要です。

そのため、本計画の基本理念を次のように定めます。

２ 基本目標

基本理念の実現に向けて、以下の３つの基本目標を定め施策の展開を図ります。

【基本理念】

「みんなで支え合い 助け合うことで

  やさしさとぬくもりを感じられる地域社会をつくります」

【基本目標】

１ みんなでつながり、支え合う地域づくり

２ 困りごとを「丸ごと」受け止める仕組みづくり

３ 安心・安全に暮らせる地域づくり
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３ 施策の体系

【 基本理念 】

「みんなで支え合い 助け合うことで

やさしさとぬくもりを感じられる地域社会をつくります」

基本目標１ みんなでつながり、支え合う地域づくり

１ 地域力の強化

２ 地域福祉を支えるリーダー等の育成

基本目標２ 困りごとを「丸ごと」受け止める仕組みづくり

１ 多様なニーズを「丸ごと」受け止めることができる相談体制の構築

２ 他人の困りごとを「我が事」として捉える意識の醸成

基本目標３ 安心・安全に暮らせる地域づくり

１ 避難行動要支援者への支援体制の強化

２ 誰もが安心して暮らすことができる環境整備

３ 多様なニーズに対応できる仕組みづくり

わ こと
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第５章 施策の展開

第１節 基本目標１ みんなでつながり、支え合う地域づくり

様々な要因による社会的孤立※を防ぎ、多様化・複雑化する課題に対応するため、協働によ

るまちづくりの推進を図るとともに、地域福祉を支えるリーダーの育成に努めます。

【主な課題】

【主な調査結果】

・日常の近所付き合いの状況（町民調査）

「ほとんど付き合いはない」と回答した方が１割を超えています。

  

選択肢 回答数 割合

誰とでも親しく付き合っている 107 12.8%

特定の人とは親しくしている 270 32.4%

たまに挨拶や立ち話をする程度 326 39.1%

ほとんど付き合いはない 108 13.0%

付き合いの必要性を感じない 6 0.7%

その他 3 0.4%

無回答 13 1.6%

サンプル数 833 100.0%

12.8%

32.4%

39.1%

13.0%

0.7%

0.4%

1.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

基本目標１ みんなでつながり、支え合う地域づくり

ひとり暮らし

の高齢者が

増えている

地域行事への

参加者が少ない

担い手が

いない

地域リーダーの

育成が重要

もっと支え合い

助け合いが必要
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・町内の行事や活動等の参加状況（町民調査）

「参加していない」、「ほとんど参加していない」と回答した方の合計が５割を超えて

います。

    

選択肢 回答数 割合

積極的に参加している 63 7.6%

できるだけ参加している 339 40.7%

ほとんど参加していない 268 32.2%

参加していない 152 18.2%

無回答 11 1.3%

サンプル数 833 100.0%

7.6%

40.7%

32.2%

18.2%

1.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

・地域活動やボランティア活動等への取組状況（町民調査）

「取り組んだことはない」、「現在はほとんど取り組んでいない」と回答した方の合計

が約６割となっています。

    

選択肢 回答数 割合

現在、継続的に取り組んでいる 91 10.9%

たまに取り組むことがある 203 24.4%

現在はほとんど取り組んでいない 206 24.7%

取り組んだことはない 280 33.6%

その他 5 0.6%

わからない 32 3.8%

無回答 16 1.9%

サンプル数 833 100.0%

10.9%

24.4%

24.7%

33.6%

0.6%

3.8%

1.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【今後の方向性】

１ 地域力の強化

地域には様々な課題やニーズがあり、全てのニーズに行政が対応するには限界があります。

これからの地域福祉を推進するためには、公的なサービスの充実や地域住民が主体となって

地域づくりを進めていくことが不可欠です。そのためには、多くの住民が地域福祉に理解を深

め、地域の持つ力を高めるとともに、住民が地域福祉活動に参加しやすい環境づくりを積極的

に推進していく必要があります。

（１）協働によるまちづくりの推進

本町では、平成 24 年 12 月に「三股町まちづくり条例」を制定し、自治公民館組織や

各種団体などが参画しやすい仕組みづくりに取り組んでいます。今後も、各団体や個人が

主体的にまちづくりに参画し、達成感が得られるような環境づくりを推進します。

また、町民のアイデアをまちづくりに反映させるため、審議会等への町民の参加促進、

地区座談会等での意見交換などに取り組んでいますが、引き続き、町民のアイデアを把握

しやすい方法を検討していきます。

（２）地域関係者・関係団体等との連携強化

複雑化・多様化する福祉ニーズに対して、地域団体や関係機関等が情報共有、ケース検

討、サービス調整などの連携を図り、ネットワークを形成できる場づくりを支援します。

また、高齢者や障がい者、子ども、ひとり親家庭など、分野を越えた連携体制の強化を

図り、地域力の向上を目指すなど、包括的な支援力の強化を図ります。

２ 地域福祉を支えるリーダー等の育成

自治公民館や民生委員・児童委員、主任児童委員、ボランティア・ＮＰＯ等、各種地域組織

は地域活動を推進する上で重要な役割を担っていることから、今後も連携の強化を図ります。

また、地域課題を発見し、地域での共有・活動を支える地域福祉のリーダーを担う人材の育

成や活動支援に努めます。

（１）地域活動団体等への支援

自治公民館や民生委員・児童委員、主任児童委員、ボランティア・ＮＰＯ等の地域活動

団体が、地域福祉推進体制の確立に向けて取り組むことができるよう支援します。
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（２）地域リーダーの育成と活動支援

各種団体と連携し地域福祉活動を主導的に進めるリーダー的人材の育成と確保ができる

よう支援します。

また、母子保健推進員、健康づくり推進員、食生活向上員、高齢者サロンリーダーなど

各分野のリーダーの人材育成及び活動支援を継続して行います。

（３）ボランティア等の育成と活動支援

ボランティア活動を広く町民に広報するとともに、福祉に関する講座等の受講者に対し、

ボランティアに関する情報や活動の場を提供するなど、受講後の支援を行います。

また、社会福祉協議会と連携し、ボランティア活動等への支援環境の充実を図ります。

【基本目標１ 評価指標】

項目
現状

（2018）
目標

（2023）
担当部署

（関係機関）

地区座談会の実施 実施 実施 企画商工課

シルバー人材センター登録人数
163 人

(Ｈ29年度)
増加 シルバー人材センター

ボランティア登録人数
331 人

(Ｈ29年度)
増加 社会福祉協議会

日常の近所付き合いがほとんどないと回答した方

の割合
13.0% 減少 町民調査

町内の行事や活動等に参加していないと回答した

方の割合
50.4% 減少 町民調査

地域活動やボランティア活動等に取り組んでいな

いと回答した方の割合
58.3% 減少 町民調査
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第２節 困りごとを「丸ごと」受け止める仕組みづくり

地域での対応が難しい課題の解決が図られるよう、行政・専門機関による相談体制を整えて

いきます。また、制度の狭間等の課題に対応する包括的な相談支援体制の構築に向けて今後検

討を進めていきます。

また、住民の方に地域における当事者意識を持ってもらうため、身近な地域の福祉に関する

情報提供や担い手の育成等を行います。

【主な課題】

【主な調査結果】

・近所で困っている人に対して出来ること（町民調査）

「安否確認や声かけ」が 66.1％で最も多くなっています。

    

選択肢 回答数 割合

安否確認や声かけ 551 66.1%

緊急の手助け 334 40.1%

買い物の手伝い 153 18.4%

困り事への相談相手 152 18.2%

ごみ出し 151 18.1%

サンプル数 833

66.1%

40.1%

18.4%

18.2%

18.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

基本目標２ 困りごとを「丸ごと」受け止める仕組みづくり

見守りや

安否確認は重要

どこに相談

すればよいか

わからない

福祉に関する

情報がほしい

住民に向けた

地域福祉活動の

啓発が必要

「助け上手」、「助け

られ上手」になる

ことが必要
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・地域福祉活動を推進していく上で、本町に期待すること（民生委員等調査）

「福祉関係情報の提供」が 50.0％で最も多く、次いで、「住民に向けた地域福祉活動

の啓発」の 41.7％の順となっています。

    

選択肢 回答数 割合

福祉関係情報の提供 24 50.0%

住民に向けた地域福祉活動の啓発 20 41.7%

活動上の相談体制の充実 14 29.2%

情報収集・発信への支援 14 29.2%

各機関や団体等との連絡調整 11 22.9%

サンプル数 48

50.0%

41.7%

29.2%

29.2%

22.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

・誰もが安心して暮らしていくために、地域で必要なこと（民生委員等調査）

「見守りや安否確認」が 50.0％で最も多くなっています。

    

選択肢 回答数 割合

見守りや安否確認 24 50.0%

地域活動やボランティア活動に取り組
む人材の育成

15 31.3%

高齢者支援の充実 13 27.1%

健康づくりや介護予防の充実 10 20.8%

災害時の避難誘導・助け合い 10 20.8%

サンプル数 48

50.0%

31.3%

27.1%

20.8%

20.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【今後の方向性】

１ 多様なニーズを「丸ごと」受け止めることができる相談体制の構築

複合的な課題や制度の狭間の課題の解決を図るためには、課題を抱える世帯が支援を円滑に

受け入れられるような働きかけや、課題の受け止めや分析を行い、関連する専門機関や住民主

体の組織の協力を得るための調整を中心的に担うことが求められます。

現在、本町では様々な相談支援体制が整備されています。今後はそれらの充実を図るととも

に、複合的な課題や制度の狭間の課題を抱える世帯が地域で埋もれることなく発見され、また、

既存の専門機関や住民主体の組織を包括的に結びつけるような仕組みを検討していきます。

（１）地域住民の相談を包括的に受け止める体制づくり

役場内の相談窓口、地域包括支援センター、子育て支援センター、障害者基幹相談支援

センター等と連携し、住民からの相談に適切に対応できる相談体制を構築するとともに、

相談に応じる職員の資質の向上や関係機関・団体等との連携を強化するなど、相談に関す

る機能及び対応の充実を図ります。

（２）関係機関・関係団体等との連携による地域生活課題の早期把握

地域生活課題を早期に把握するため、民生委員・児童委員、主任児童委員等による相談

活動の支援及び情報の共有化を図ります。

また、社会福祉協議会及び地域包括支援センター等と連携を図りながら、関係者のネッ

トワーク化や地域支援ニーズとサービス提供者のマッチングなど、人と情報、サービスが

つながる関係を目指し、支援を求める人に必要な支援を円滑に行うことができる仕組みづ

くりを推進します。

（３）分野横断的相談支援体制の構築

支援につながりにくい生活課題のある人や家族、社会的孤立に陥る可能性がある人に対

して、制度や組織の枠組みを越え、問題解決に向けた支援を行うことができるよう、分野

横断的相談体制の構築を図ります。

２ 他人の困りごとを「我が事」として捉える意識の醸成

他人の困りごとを「我が事」として捉える意識の醸成を図るためには、住民が身近な地域に

関心を持つことが重要な要素となることから、適切かつ効果的な情報発信等に努めます。また、

交流活動等の充実や福祉教育の推進、担い手の育成を行います。

わ こと

わ こと
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（１）身近な地域の福祉に関する情報提供・情報共有

地域福祉活動を知るきっかけや参加の機会を創出するため、広報紙やホームページなど

を積極的に活用し、地域で実践されている福祉活動を広く住民に周知します。

また、様々な機会を捉え、住民に身近な地域の人口の推移や高齢化率の推移など福祉に

関する情報提供を行い、地域における当事者意識の醸成を図ります。

（２）交流活動等の充実

地域課題の把握については、地域における問題を身近なものであると理解し、より多く

の人が地域の活動に参加し、支援・協力する機運をつくる必要があることから、気軽に集

える機会の創出や交流活動等の充実を図ります。

（３）地域福祉に関する意識の醸成

地域・行政・社会福祉協議会が連携し、偏見や差別などをなくしていくための人権教育・

啓発活動を推進し、人権意識の醸成を図ります。

また、助け合い・支え合う地域づくりは、子どもから大人まですべての住民一人一人の

心の中に、相手を尊重し助け合い・支え合う福祉の心を育んでいることが大切となります。

今後もボランティア養成講座や各種体験事業などの充実に取り組むとともに、子どもたち

を対象とした福祉教育の推進に努めます。

（４）地域福祉を支える担い手の育成

地域福祉を推進していく上で、担い手となる人材の確保は重要なものとなります。

あまり地域活動に参加できない人が参加しやすくするための機会づくりなど「地域活動

を担う人材が育つ環境づくり」や、様々な能力や特技、知識や経験を蓄積している地域の

人たちを発掘し地域活動で活躍してもらう「地域活動を推進する人材の発掘」を行ってい

きます。

【基本目標２ 評価指標】

項目
現状

（2018）
目標

（2023）
担当部署

（関係機関）

地域福祉活動推進のための圏域設定 未設定 設定
福祉課

高齢者支援課

総合的相談体制の構築 未構築 構築
福祉課

高齢者支援課

広報紙やホームページを活用した地域で実践され

ている福祉活動の周知
未実施 実施

福祉課

高齢者支援課

地域福祉リーダー研修の実施 未実施 実施
福祉課

高齢者支援課
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第３節 基本目標３ 安心・安全に暮らせる地域づくり

住民の誰もが住み慣れた地域で安心・安全に暮らし続けられるように、災害時に備えた地域

での防災力の強化を支援していきます。

また、より一層の地域での見守り活動を推進し、多様なニーズに対応できる支援体制の構築

を図ります。

【主な課題】

【主な調査結果】

・災害時の避難場所の認知度（町民調査）

約４割の方が「知らない」と回答しています。

     

選択肢 回答数 割合

知っている 520 62.4%

知らない 301 36.1%

無回答 12 1.4%

サンプル数 833 100.0%

62.4%

36.1%

1.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

基本目標３ 安心・安全に暮らせる地域づくり

約４割の方が

避難場所を

知らない

約６割の方が

自主防災組織を

知らない

障がい者に対する
理解の促進や

経済的自立への
支援が必要

買物や通院する

ための移動手段が

不便

認知症になっても

安心して暮らしたい

生活困窮者の

把握や支援体制

の充実が必要

子どもの貧困

対策の推進が

必要

制度の狭間にある

人たちへの

支援が必要

子育てしやすい
職場環境づくりや
子育て・保育サービ

スの充実が必要
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・自主防災組織活動の認知度（町民調査）

６割以上の方が「自主防災組織があるのか知らない」と回答しています。

      

選択肢 回答数 割合

自主防災組織の活動に参加したことがあ
る

83 10.0%

自主防災組織はあるが、活動には参加し
たことはない

162 19.4%

自主防災組織がない 50 6.0%

自主防災組織があるのか知らない 518 62.2%

無回答 20 2.4%

サンプル数 833 100.0%

10.0%

19.4%

6.0%

62.2%

2.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

・障がい者が安心して暮らしていくための重要な取組（町民調査）

「福祉サービスの充実」が 48.3％で最も多く、次いで、「障がいに対する理解の促

進」の 35.5％、「経済的な自立に対する支援の充実」の 33.6％順となっています。

      

選択肢 回答数 割合

福祉サービスの充実 402 48.3%

障がいに対する理解の促進 296 35.5%

経済的な自立に対する支援の充実 280 33.6%

施設のバリアフリー化の推進 270 32.4%

学校における障がい児教育の充実 257 30.9%

サンプル数 833

48.3%

35.5%

33.6%

32.4%

30.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

・子どもを健やかに育てるための重要な取組（町民調査）

「安心して遊べる環境づくり」が 50.1％で最も多く、次いで、「子育てがしやすい

職場環境づくり」の 43.5％、「子育て・保育に関するサービスの充実」の 28.5％順と

なっています。

      

選択肢 回答数 割合

安心して遊べる環境づくり 417 50.1%

子育てがしやすい職場環境づくり 362 43.5%

子育て・保育に関するサービスの充実 237 28.5%

子育て家庭への経済支援策の充実 216 25.9%

地域ぐるみでの子育て支援活動の充実 149 17.9%

サンプル数 833

50.1%

43.5%

28.5%

25.9%

17.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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・誰もが安心して暮らしていくために、地区で必要なこと（公民館長調査）

「生きがいづくり・社会参加の促進」が 38.5％で最も多くなっています。

      

選択肢 回答数 割合

生きがいづくり・社会参加の促進 10 38.5%

高齢者支援の充実 8 30.8%

地域活動やボランティア活動に取り組
む人材の育成

8 30.8%

見守りや安否確認 7 26.9%

ボランティア・地域活動の充実 6 23.1%

サンプル数 26

38.5%

30.8%

30.8%

26.9%

23.1%
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・希望する日常の困り事に対応するサービスや支え合い活動（町民調査）

「買い物支援」が 38.3％で最も多く、次いで、「移動支援」の 37.6％の順となって

います。

      

選択肢 回答数 割合

買い物支援（移動販売、買い物代行な
ど）

319 38.3%

移動支援（乗り合いタクシー、福祉タ
クシーなど）

313 37.6%

家事支援（食事の支度、清掃、庭の草
取りなど）

270 32.4%

子育て支援（一時預かり、妊娠中や出
産後の家事援助など）

192 23.0%

生活支援（電球交換、家電据え付けな
ど）

142 17.0%

サンプル数 833

38.3%

37.6%

32.4%

23.0%

17.0%
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・住み慣れた地域で安心して暮らしていくために必要なこと（町民調査）

「認知症になっても安心して暮らせるための施策」が 30.4％で最も多くなっていま

す。

      

選択肢 回答数 割合

認知症になっても安心して暮らせるた
めの施策

253 30.4%

在宅で医療や介護サービスを受けるた
めの体制づくり

218 26.2%

高齢者の就労支援 195 23.4%

介護に従事する人の確保や介護サービ
スの質の確保・向上

172 20.6%

見守りや家事などの日常的な生活支援 146 17.5%

サンプル数 833

30.4%

26.2%

23.4%

20.6%

17.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【今後の方向性】

１ 避難行動要支援者への支援体制の強化

ひとり暮らし高齢者や障がい者などの要配慮者を把握し、自治公民館や民生委員・児童委員

等と連携しながら、平常時からの情報共有体制の整備・充実を図るとともに、避難時に支援を

必要とする人の情報（避難行動要支援者名簿）を地域と共有し、日頃から支援体制を検討する

など、災害時における支援の仕組みづくりに努めます。

また、要配慮者の避難生活を支援するため、避難所等の福祉的配慮を推進します。

（１）災害時における要配慮者への支援対策の推進

災害時に必要な支援を行えるよう、地域住民や自治公民館、関係機関、自主防災組織、

民生委員・児童委員、消防機関等関係機関と協力し、災害時の情報提供体制や要配慮者の

避難支援体制の構築、自主防災組織の育成等に取り組み、平常時から地域ぐるみでの連携

の強化を推進します。

（２）地区防災力の強化

地域ぐるみで「自分たちの地域を守る」という意識を醸成し、地域住民が協力して防災

活動ができるような自主的な体制づくりを推進します。

また、地域での防災教育や避難訓練等の支援を行います。

（３）全ての人にやさしい避難所機能の充実

高齢者や障がい者などをはじめとした避難者が避難所生活を送る際、その負担が少しで

も軽減されるよう、避難所となる公共施設の機能の充実を図ります。また、全ての人がバ

リアフリー※、プライバシーなどの点で安心して利用できるよう、拠点となる福祉避難所※

機能の充実を図ります。

２ 誰もが安心して暮らすことができる環境整備

誰もが安心できる日常生活を送るためには、支援が必要な人に対して、適切なサービス提供・

利用が進むよう、成年後見制度※や日常生活自立支援事業※の普及・活用など、判断能力が不十

分な人たちの権利を擁護する仕組みの普及と活用に努めます。

また、虐待や支援を必要とする人や世帯を早期に発見し対応するため、地域見守り活動のよ

り一層の推進を図ります。

（１）権利擁護体制の充実

判断能力の不十分な人が成年後見制度を円滑に利用できるよう、利用支援を行います。

また、社会福祉協議会や地域包括支援センター等の窓口の充実を図るとともに、関連機

関と連携し、成年後見制度の普及啓発に努めます。
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（２）虐待防止体制の充実

子どもや高齢者、障がい者への虐待をはじめ、複雑かつ困難な生活状況におかれている

住民の権利を守り、民生委員・児童委員、主任児童委員等の地域福祉関係者や福祉サービ

ス事業所と連携を図りながら迅速に対応します。また、養護者に対する支援を行います。

（３）地域見守り活動の推進

高齢者や障がい者、子どもなど、様々な事情により支援を必要とする人を早期に発見し、

支援につなげる見守り体制の充実はとても重要です。今後も増加する一人暮らし高齢者な

ど、支援を必要とする人が地域の中で孤立しないよう、声かけやあいさつなど日常的な見

守りを含めたネットワークづくりのための地域見守り活動の推進を図ります。

３ 多様なニーズに対応できる仕組みづくり

高齢者や障がい者、子ども、生活困窮者といった区別や、支援を必要としている人を制度に

当てはめるのではなく、地域に暮らす住民誰もがその人の状況に応じた支援が受けられるよう、

本人の支援ニーズに寄り添った支援体制を構築し、多様なニーズに対応します。

（１）生活困窮者自立支援の推進

様々な支援機関や地域関係者と連携を深め、生活困窮者※が制度の狭間や地域の中で孤

立することのないよう、早期発見の仕組みづくりや地域の中における支え合いの取組を推

進します。また、生活困窮者の自立に向け包括的な支援体制を構築し、対象者に寄り添っ

た支援を実施します。

（２）子どもの貧困対策の推進

経済的環境や養育環境を原因として貧困が連鎖することがないよう、「三股町子どもの

未来応援計画」に基づき、地域で見守り、専門機関につなげ、支援を必要としている対象

者に確実に支援が行き届くように、住民、関係団体、関係機関等総ぐるみで一体的な支援

を行います。

（３）自殺のないまちづくりの推進

誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指し、「三股町自殺対策行動計画」

に基づき、地域におけるネットワークの強化、自殺対策を支える人材育成、住民への啓発

と周知、生きることの促進要因への支援、児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育を推進

します。
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（４）制度の狭間の課題への横断的支援の構築

現状では適切なサービスを受けることができない様々な対象者や複合的な課題を抱える

人に対しても必要な支援が行き届くよう、対象者のニーズに応じた横断的支援の構築を図

ります。

（５）居住・就労に関するニーズへの支援

生活困窮者や高齢者、障がい者、ひとり親家庭等のうち、就労に困難のある方や居住に

課題のある方に対し、本人の支援ニーズに寄り添った適切な支援を行います。

（６）分野横断的な福祉サービスの検討

今後の国の動向を踏まえ、年齢や障がいの有無にかかわらず横断的な利用が可能で、多

様な課題・ニーズに対応する機能を持つ共生型サービス※の実施を検討します。

【基本目標３ 評価指標】

項目
現状

（2018）
目標

（2023）
担当部署

（関係機関）

災害時の避難場所を知らないと回答した方の割合 36.1% 減少 町民調査

自主防災組織があるのか知らないと回答した方の

割合
62.2% 減少 町民調査

認知症サポーター養成人数
163 人

(Ｈ29年度)
増加

福祉課

高齢者支援課

高齢者サロン開催場所 28か所 増加
福祉課

高齢者支援課

障がい者福祉施設から一般就労への移行者数
0人

(Ｈ29年度)
2 人以上 福祉課

障がい者に対応する地域生活支援拠点等の整備 未設置
圏域で

1か所
福祉課

ファミリー・サポート・センター事業の年間利用

件数

228 件

(Ｈ29年度)
増加 福祉課

放課後児童クラブ登録人数
444 人

(Ｈ29年度)
増加 福祉課

生活自立支援相談窓口の設置 未設置 設置
福祉課

高齢者支援課

子どもの貧困対策推進のための協議会の設置 未設置 設置 福祉課

年間自殺者数
6人

(Ｈ29年度)
0 人 福祉課
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第１章 計画策定に関する事項

１ 計画策定の背景

障がい者を取り巻く環境は、近年大きく変化しています。

高齢化の進展や社会環境の変化に伴うストレスの増大等の様々な要因により、心身に障がい

のある人が年々増加傾向にあり、障がいの重度化、重複化等により、障がい者のニーズも明確

化、多様化しています。また、難病※、発達障がい※、高次脳機能障がい※といった様々な障が

いへの対応が必要となっています。

国においては、平成 26 年１月に、障がい者の権利及び尊厳を保護し、促進するための包括

的かつ総合的な条約である「障害者の権利に関する条約※」を批准しました。この条約は、障

がいに基づくいかなる差別もなしに、全ての障がい者のあらゆる人権及び基本的自由を完全に

実現することを確保し、促進するための措置を締約国が取ることなどを定めています。

また、障害者権利条約の締結に先立ち、「障害者基本法」の改正（平成 23 年８月）、「障

害者総合支援法※」の施行（平成 25 年４月）、「障害者差別解消法※」の成立及び「障害者雇

用促進法※」の改正（平成 25 年６月）など、国内法令の整備が進められてきました。

こうした国の動向を踏まえ、本町では関係法との整合を図りながら、障がい者施策を総合的

かつ計画的に展開していくため、「三股町第３次障害者基本計画」を策定します。

２ 計画の根拠

この計画は、障害者基本法第 11 条第３項に定める「市町村障害者計画」であり、本町の障

がい者施策の成果と今後の課題を踏まえ、障がい者施策を総合的かつ計画的に推進するため、

基本的な方向性や取り組むべき施策を示します。

【根拠法令（抜粋）】

障害者基本法（第 11条 3項）

市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、

当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のた

めの施策に関する基本的な計画（以下「市町村障害者計画」という。）を策定し

なければならない。
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３ 国・宮崎県の動向

（１）国の動向

① 近年の主な法整備等

障害者権利条約の締結に先立ち、国内法令の整備が進められてきました。

平成25年6月 障害者差別解消法の制定

平成25年6月 障害者雇用促進法の改正

平成26年1月 障害者権利条約の批准

平成28年4月 成年後見制度の利用の促進に関する法律の制定

5 月 障害者総合支援法の改正

6 月 児童福祉法の改正

6 月 発達障害者支援法※の改正

平成29年3月
障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保する

ための基本的な指針（第５期障害福祉計画等基本指針）の告示

平成30年3月 障害者基本計画（第４次）の策定

② 障害者基本計画（第４次）の概要

「障害者権利条約」の理念に基づき平成 30 年３月に策定された「障害者基本計画（第

４次）」は、「共生社会の実現に向け、障害者が、自らの決定に基づき社会のあらゆる活

動に参加し、その能力を最大限発揮して自己実現できるよう支援」を基本理念とし、４

つの基本的方向が示されています。

【障害者基本計画（第４次）（平成 30 年３月策定）の概要】

【基本理念】

「共生社会の実現に向け、障害者が、自らの決定に基づき社会のあらゆる活動

に参加し、その能力を最大限発揮して自己実現できるよう支援」

【基本的方向】

・2020東京パラリンピックも契機として、社会のバリア除去を強力に推進

・障害者権利条約の理念を尊重し、整合性を確保

・障害者差別の解消に向けた取組を着実に推進

・着実かつ効果的な実施のための成果目標を充実
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（２）宮崎県の動向

宮崎県では、平成 26 年３月に「障がいのあるなしによって分け隔てられることなく、

地域でともに生きる社会づくり」を基本目標とする宮崎県障がい者計画が策定されていま

す。

【宮崎県障がい者計画（平成 26 年３月策定）の概要】

【基本目標】

「障がいのあるなしによって分け隔てられることなく、地域でともに生きる社

会づくり」

【施策の体系】

「啓発・広報」、「生活支援」、「教育・育成」、「保健・医療」、「雇用・就業、経

済的自立の支援」、「情報・コミュニケーション」、「生活・環境」、「福祉を支える

人づくり」、「行政サービス等における配慮」の９項目
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第２章 障がい者を取り巻く状況

１ 障がい者の状況

（１）障害者手帳所持者の推移

平成 30 年の障害者手帳所持者は身体障害者手帳所持者 1,202 人、療育手帳所持者

234 人、精神障害者保健福祉手帳所持者 161 人となっています。
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（２）総人口に占める手帳所持者割合の推移

平成 30 年の総人口に占める手帳所持者の割合は 6.1％（うち身体 4.6％、療育 0.9％、

精神 0.6％）となっています。
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出典：三股町福祉課資料（各年 4月 1日現在）

出典：三股町福祉課資料（各年 4月 1日現在）
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（３）身体障害者手帳所持者の状況

① 等級別の推移

平成 30 年の身体障害者手帳所持者は 1,202 人となっており、平成 26 年と比較し

て 88 人減少しています。

平成 30 年の等級別割合をみると、１級の割合が最も高く 30.0％となっています。

また、重度者（１級と２級の合計）の割合が約５割（46.2％）を占めています。
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② 部位別の推移

平成 30 年の身体障害者手帳所持者の部位別割合をみると、「肢体不自由」が 57.6％

と最も多く、次いで「内部障害」の 30.0％となっています。
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1,290 1,285 1,289 1,268
1,202

0

500

1,000

1,500

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

視覚 聴覚・平衡機能 言語・音声・そしゃく機能 肢体不自由 内部障害

(人)

    

6.4%

6.5%

6.1%

5.8%

5.9%

6.0%

5.6%

5.6%

5.6%

5.4%

1.0%

0.9%

1.0%

1.1%

1.2%

57.0%

57.5%

57.4%

57.1%

57.6%

29.6%

29.5%

29.9%

30.4%

30.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成26年

平成27年

平成28年

平成29年

平成30年

視覚 聴覚・平衡機能 言語・音声・そしゃく機能 肢体不自由 内部障害

出典：三股町福祉課資料（各年 4月 1日現在）
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③ 年齢階層別の推移

平成 30 年の身体障害者手帳所持者を年齢階層別にみると、65 歳以上の高齢者の割

合が 72.9％と７割を超えており、近年ほぼ同水準で推移しています。

    

15 14 14 14 15

367 346 331 332 311

908 925 943 922
876

1,290 1,285 1,288 1,268
1,202

0

500

1,000

1,500

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

15歳未満 15～64歳 65歳以上

(人)

    

1.2%

1.1%

1.1%

1.1%

1.2%

28.4%

26.9%

25.7%

26.2%

25.9%

70.4%

72.0%

73.2%

72.7%

72.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成26年

平成27年

平成28年

平成29年

平成30年

15歳未満 15～64歳 65歳以上

出典：三股町福祉課資料（各年 4月 1日現在）
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（４）療育手帳所持者の状況

① 等級別の推移

療育手帳所持者は増加傾向で推移しており、平成 30 年は 234 人となっています。

また、平成 30 年の等級別割合をみると、重度者であるＡが約５割（48.3％）となっ

ています。

    

110 111 112 111 113

49 49 54 53 54

37 43
51 59

67
196

203
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234
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Ａ Ｂ１ Ｂ２

(人)

    

56.1%

54.7%

51.6%

49.8%

48.3%

25.0%

24.1%

24.9%

23.8%

23.1%

18.9%

21.2%

23.5%

26.5%

28.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成26年

平成27年

平成28年

平成29年

平成30年

Ａ Ｂ１ Ｂ２

出典：三股町福祉課資料（各年 4月 1日現在）
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② 年齢階層別の推移

平成 30 年の療育手帳所持者を年齢階層別にみると、15～64 歳が 170 人（構成割

合 72.6％）、15 歳未満が 42 人（構成割合 17.9％）、65 歳以上が 22 人（構成割

合 9.4％）となっており、65 歳未満の構成割合が９割を超えています。

    

35 34 41 39 42

143 150
156 164 170

18 19
20 20

22196
203

217 223
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17.9%

16.7%

18.9%

17.5%

17.9%

73.0%

73.9%

71.9%

73.5%

72.6%

9.2%

9.4%

9.2%

9.0%

9.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成26年

平成27年

平成28年

平成29年

平成30年

15歳未満 15～64歳 65歳以上

出典：三股町福祉課資料（各年 4月 1日現在）
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（５）精神障害者保健福祉手帳所持者の状況

① 等級別の推移

精神障害者保健福祉手帳所持者は増加傾向で推移しており、平成 30 年は 161 人と

なっています。

また、平成 30 年の等級別割合をみると、２級が 54.0％と最も多くなっています。
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75

87
26

30
34

47

60

83
91

104

135

161

0

50

100

150

200

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

１級 ２級 ３級

(人)

    

10.8%
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56.0%
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33.0%

32.7%
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出典：三股町福祉課資料（各年 4月 1日現在）
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② 年齢階層別の推移

平成 30 年の精神障害者保健福祉手帳所持者を年齢階層別にみると、65 歳未満が

138 人（構成割合 85.7％）、65 歳以上が 23 人（構成割合 14.3％）となっており、

65 歳未満の構成割合が約９割となっています。
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85.7%

9.6%
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14.3%
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出典：三股町福祉課資料（各年 4月 1日現在）
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２ 障害者手帳所持者アンケート調査結果からみる本町の状況

（１）調査概要

① 調査実施時期

平成 30 年９月から 10 月まで実施しました。

② 調査対象者及び調査方法

本町在住の身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者を対象とし、

郵送による配付回収を行いました。

障がい種別 配付数 有効回答数 有効回答率

身体障害者手帳所持者 927 人 437 人 47.1％

療育手帳所持者 153 人 68 人 44.4％

精神障害者保健福祉手帳所持者 105 人 39 人 37.1％

合 計 1,185 人 544 人 45.9％

（２）調査結果（抜粋）

① 年齢（平成 30 年４月１日現在）

    

選択肢 回答数 割合

18歳未満 20 3.7%

18～64歳 187 34.4%

65歳以上 326 59.9%

無回答 11 2.0%

サンプル数 544 100.0%

3.7%

34.4%

59.9%

2.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

  

【身体】 【療育】 【精神】

0.7%

25.4%

72.1%

1.8%

0% 50% 100%

18歳未満

18～64歳

65歳以上

無回答

20.6%

67.6%

8.8%

2.9%

0% 50% 100%

18歳未満

18～64歳

65歳以上

無回答

7.7%

76.9%

12.8%

2.6%

0% 50% 100%

18歳未満

18～64歳

65歳以上

無回答
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② 性別

    

選択肢 回答数 割合

男性 265 48.7%

女性 271 49.8%

無回答 8 1.5%

サンプル数 544 100.0%

48.7%

49.8%

1.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

  

【身体】 【療育】 【精神】

48.1%

50.3%

1.6%

0% 50% 100%

男性

女性

無回答

57.4%

42.6%

0.0%

0% 50% 100%

男性

女性

無回答

41.0%

56.4%

2.6%

0% 50% 100%

男性

女性

無回答

③ 同居者（複数回答）

  

選択肢 回答数 割合

配偶者（夫または妻） 271 49.8%

父母・祖父母・兄弟 105 19.3%

子ども 88 16.2%

いない（一人で暮らしている） 112 20.6%

その他 13 2.4%

サンプル数 544

49.8%

19.3%

16.2%

20.6%

2.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

  

【身体】 【療育】 【精神】

58.8%

17.8%

8.5%

22.2%

1.6%

0% 50% 100%

配偶者

子ども

父母・

祖父母等

いない

その他

75.0%

1.5%

1.5%

14.7%

4.4%

0% 50% 100%

父母・

祖父母等

配偶者

子ども

いない

その他

43.6%

33.3%

23.1%

12.8%

7.7%

0% 50% 100%

父母・

祖父母等

配偶者

子ども

いない

その他



障害者基本計画

第２章 障がい者を取り巻く状況

74

④ 介助者の状況

問 あなたは日常生活の手助けを主にどなたにしてもらっていますか。

「手助けの必要はない」が 39.3％と最も多く、次いで、「配偶者」の 23.9％、「母

親」の 9.9％の順となっています。

障がい種別でみると、身体、精神は「手助けの必要はない」、療育は「母親」が最も多

くなっています。

  

選択肢 回答数 割合

手助けの必要はない 214 39.3%

配偶者 130 23.9%

母親 54 9.9%

子ども 32 5.9%

施設・病院の職員 31 5.7%

ホームヘルパー 15 2.8%

兄弟姉妹 9 1.7%

父親 3 0.6%

その他 9 1.7%

必要だが手助けする人がいない 5 0.9%

無回答 42 7.7%

サンプル数 544 100.0%

39.3%

23.9%

9.9%

5.9%

5.7%

2.8%

1.7%

0.6%

1.7%

0.9%

7.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

  

【身体】 【療育】 【精神】

42.3%

27.9%

6.6%

5.0%

3.4%

2.5%

1.4%

0.2%

1.1%

1.1%

8.2%

0% 50% 100%

必要はない

配偶者

子ども

施設等の職員

ホーム

ヘルパー

母親

兄弟姉妹

父親

その他

いない

無回答

52.9%

22.1%

13.2%

2.9%

1.5%

0.0%

0.0%

0.0%

4.4%

0.0%

2.9%

0% 50% 100%

母親

必要はない

施設等の職員

兄弟姉妹

父親

配偶者

子ども

ホーム

ヘルパー

その他

いない

無回答

35.9%

20.5%

17.9%

7.7%

2.6%

2.6%

0.0%

0.0%

2.6%

0.0%

10.3%

0% 50% 100%

必要はない

配偶者

母親

子ども

父親

兄弟姉妹

ホーム

ヘルパー

施設等の職員

その他

いない

無回答
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⑤ 困りごとや不安なこと

問 あなたは、現在の生活で困っていることや不安に思っていることがありますか。

（複数回答）

「外出」が 27.9％と最も多く、次いで、「家事」の 22.8％、「身体介助」の 13.1％

の順となっています。

障がい種別でみると、身体、療育は「外出」、精神は「対人関係」が最も多くなってい

ます。

障がい者の困りごとや不安解消の対応として、信頼できる相談者の確保をはじめ、多

様な相談への対応等が必要となっています。

    

選択肢 回答数 割合

外出（買い物、通院など） 152 27.9%

家事（料理、掃除、洗濯など） 124 22.8%

身体介助（食事、入浴、トイレなどの
介助）

71 13.1%

周囲の人とのコミュニケーションや対
人関係

67 12.3%

経済的にくらしていけない 37 6.8%

在宅では必要な医療・福祉サービスが
受けられない

17 3.1%

施設に定員の空きがない 7 1.3%

生活する場所（家、アパートなど）が
ない

4 0.7%

その他 17 3.1%

特にない 218 40.1%

サンプル数 544

27.9%

22.8%

13.1%

12.3%

6.8%

3.1%

1.3%

0.7%

3.1%

40.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

  

【身体】 【療育】 【精神】

24.9%

21.3%

12.6%

6.6%

6.2%

3.7%

0.9%

0.7%

2.5%

43.5%

0% 50% 100%

外出

家事

身体介助

対人関係等

経済的

在宅サービス

施設の空き

生活する場所

その他

特にない

44.1%

32.4%

30.9%

17.6%

5.9%

4.4%

1.5%

0.0%

0.0%

27.9%

0% 50% 100%

外出

家事

対人関係等

身体介助

経済的

施設の空き

在宅サービス

生活する場所

その他

特にない

43.6%

33.3%

23.1%

15.4%

10.3%

2.6%

0.0%

0.0%

15.4%

23.1%

0% 50% 100%

対人関係等

外出

家事

経済的

身体介助

生活する場所

在宅サービス

施設の空き

その他

特にない
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⑥ 外出の状況

問 あなたはふだん、どれくらい外出しますか。※通院・通所を含む

「月に１・２日」が 7.0％、「ほとんど外出しない」が 4.6％となっています。

障がい種別で「月に１・２日」、「ほとんど外出しない」と回答した方の割合の合計を

みると、身体が 11.6％、療育が 10.3％、精神が 12.9％となっています。

約１割の方が、「月に１・２日」、「ほとんど外出しない」と回答していることから、

外出手段の確保や障がい者の社会参加促進に取り組む必要があります。

  

選択肢 回答数 割合

ほとんど毎日 177 32.5%

週に4・5日 95 17.5%

週に2.・3日 130 23.9%

週に1日 44 8.1%

月に1・2日 38 7.0%

ほとんど外出しない 25 4.6%

無回答 35 6.4%

サンプル数 544 100.0%

32.5%

17.5%

23.9%

8.1%

7.0%

4.6%

6.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

  

【身体】 【療育】 【精神】

29.7%

26.8%

17.8%

7.6%

6.6%

5.0%

6.4%

0% 50% 100%

毎日

週に2.・3日

週に4・5日

週に1日

月に1・2日

外出しない

無回答

48.5%

13.2%

13.2%

10.3%

7.4%

2.9%

4.4%

0% 50% 100%

毎日

週に4・5日

週に1日

週に2.・3日

月に1・2日

外出しない

無回答

35.9%

20.5%

15.4%

10.3%

5.1%

2.6%

10.3%

0% 50% 100%

毎日

週に4・5日

週に2.・3日

月に1・2日

週に1日

外出しない

無回答
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問 あなたは外出する時どんなことに困っていますか。

「道路に段差が多い」が 21.3％、「自分ひとりで外出できない」が 19.3％などとな

っています。

障がい種別でみると、身体は「道路の段差」、療育は「ひとりで外出できない」、精神

は「情報の取得等」が最も多くなっています。

障がい者の社会参加促進のためにも、外出しやすい環境整備が求められます。

  

選択肢 回答数 割合

道路に段差が多い 116 21.3%

自分ひとりで外出できない 105 19.3%

一般車両が車いす使用者用駐車スペー
スに駐車していて、使用できない

99 18.2%

建物内の出入口や通路に段差がある 84 15.4%

車いす使用者用駐車場が少ない（な
い）

63 11.6%

身体障がい者用トイレがない（少な
い）

58 10.7%

バスや鉄道などの交通機関で乗り降り
が不便

54 9.9%

外出先・交通機関での情報の取得やコミュ
ニケーション支援がない（足りない）

43 7.9%

エレベーターが設置されていない（少
ない、利用しにくい）

36 6.6%

道路に放置自転車や看板などの障がい
物が多い

17 3.1%

点字ブロック・エスコートゾーンなど
の交通バリアフリーがない（少ない）

12 2.2%

その他 15 2.8%

特に困ることはない 172 31.6%

サンプル数 544

21.3%

19.3%

18.2%

15.4%

11.6%

10.7%

9.9%

7.9%

6.6%

3.1%

2.2%

2.8%

31.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【療育】【身体】 【精神】

23.8%

21.3%

17.4%

16.0%

13.0%

11.7%

10.8%

6.9%

5.7%

3.4%

2.5%

2.5%

30.4%

0% 50% 100%

道路の段差

駐車できない

建物内の段差

外出できない

駐車場が

少ない

トイレがない

バス等の

乗り降り

エレベーター

情報の取得等

道路の

障がい物

バリアフリー

その他

特にない

44.1%

17.6%

13.2%

7.4%

7.4%

5.9%

5.9%

5.9%

4.4%

2.9%

0.0%

1.5%

30.9%

0% 50% 100%

外出できない

情報の取得等

道路の段差

バス等の

乗り降り

トイレがない

駐車場が

少ない

駐車できない

建物内の段差

エレベーター

道路の

障がい物

バリアフリー

その他

特にない

15.4%

12.8%

10.3%

7.7%

7.7%

5.1%

5.1%

5.1%

5.1%

2.6%

0.0%

7.7%

46.2%

0% 50% 100%

情報の取得等

外出できない

建物内の段差

道路の段差

エレベーター

バス等の

乗り降り

駐車場が

少ない

駐車できない

トイレがない

バリアフリー

道路の

障がい物

その他

特にない

⑦ 差別の経験、本町の暮らしやすさ

問 あなたはこれまでに障がいがあることで不当な扱いを受けたり、いやな思いを

したことがありますか。

「ある」が 28.3％となっています。

障がい種別で「ある」と回答した方の割合をみると、身体が 21.5％、療育が 51.5％、

精神が 64.1％となっています。

約３割の方が障がいがあることで不当な扱いを受けたと回答していることから、あら

ゆる場面で町民の理解を深められるよう、啓発・広報等に取り組む必要があります。

  

選択肢 回答数 割合

ある 154 28.3%

ない 344 63.2%

無回答 46 8.5%

サンプル数 544 100.0%

28.3%

63.2%

8.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

  

【精神】【療育】【身体】

21.5%

69.8%

8.7%

0% 50% 100%

ある

ない

無回答

51.5%

39.7%

8.8%

0% 50% 100%

ある

ない

無回答

64.1%

30.8%

5.1%

0% 50% 100%

ある

ない

無回答
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問 三股町は、障がいのある方にとって、暮らしやすいまちだと思いますか。

「暮らしにくい」が 5.5％、「どちらかというと暮らしにくい」が 11.4％となって

います。

障がい種別で「暮らしにくい」、「どちらかというと暮らしにくい」と回答した方の割

合の合計をみると、身体が 14.8％、療育が 14.7％、精神が 43.6％となっています。

約２割の方が暮らしにくい（「暮らしにくい」、「どちらかというと暮らしにくい」の

合計）と感じており、障がい者のニーズの把握に努め、暮らしやすいまちづくりに取り

組む必要があります。

  

選択肢 回答数 割合

とても暮らしやすい 67 12.3%

どちらかというと暮らしやすい 310 57.0%

どちらかというと暮らしにくい 62 11.4%

暮らしにくい 30 5.5%

無回答 75 13.8%

サンプル数 544 100.0%

12.3%

57.0%

11.4%

5.5%

13.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

  

【身体】 【療育】 【精神】

12.1%

59.0%

9.8%

5.0%

14.0%

0% 50% 100%

暮らしやすい

やや暮らし

やすい

やや暮らし

にくい

暮らしにくい

無回答

17.6%

51.5%

11.8%

2.9%

16.2%

0% 50% 100%

暮らしやすい

やや暮らし

やすい

やや暮らし

にくい

暮らしにくい

無回答

5.1%

43.6%

28.2%

15.4%

7.7%

0% 50% 100%

暮らしやすい

やや暮らし

やすい

やや暮らし

にくい

暮らしにくい

無回答
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⑧ 防災対策に関して不安なこと

問 あなたが、防災対策に関して不安に感じる点は何ですか。（複数回答）

「冷暖房やトイレなど避難所の生活環境」が 28.1％、「避難場所・避難所に行くま

での道筋や方法」が 23.2％などなっています。

障がい種別でみると、身体は「避難所の環境」、療育は「避難方法等」、精神は「食料

等の備え」が最も多くなっています。

災害や非常時に対応した様々な取組が必要です。

     

選択肢 回答数 割合

冷暖房やトイレなど避難所の生活環境 153 28.1%

避難場所・避難所に行くまでの道筋や
方法

126 23.2%

自宅の耐震化などの備え 100 18.4%

食料や生活用品の備え 99 18.2%

避難勧告や避難指示の正確な伝達 76 14.0%

緊急時の連絡手段の確保 54 9.9%

災害発生時の支援者（介護者）の確保 53 9.7%

避難時や避難場所・避難所での情報の
取得やコミュニケーション

51 9.4%

自宅周辺への浸水 17 3.1%

入所（利用）している施設の避難方法 17 3.1%

その他 12 2.2%

サンプル数 544

28.1%

23.2%

18.4%

18.2%

14.0%

9.9%

9.7%

9.4%

3.1%

3.1%

2.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

   

【精神】【身体】 【療育】

29.1%

23.1%

20.6%

15.1%

14.2%

9.8%

9.2%

6.2%

3.7%

2.7%

1.8%

0% 50% 100%

避難所の環境

避難方法等

耐震化等の

備え

食料等の備え

指示の伝達

支援者の確保

連絡手段の

確保

情報の取得等

自宅への浸水

施設の

避難方法

その他

27.9%

23.5%

23.5%

22.1%

16.2%

16.2%

8.8%

5.9%

2.9%

0.0%

2.9%

0% 50% 100%

避難方法等

食料等の備え

情報の取得等

避難所の環境

指示の伝達

連絡手段の

確保

支援者の確保

施設の

避難方法

耐震化等の

備え

自宅への浸水

その他

43.6%

28.2%

20.5%

20.5%

15.4%

10.3%

7.7%

7.7%

2.6%

2.6%

5.1%

0% 50% 100%

食料等の備え

避難所の環境

耐震化等の

備え

情報の取得等

避難方法等

支援者の確保

指示の伝達

連絡手段の

確保

自宅への浸水

施設の

避難方法

その他
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⑨ 障がい者への就労支援

問 あなたは障がい者が仕事をするために、どんな環境や条件整備が必要だと思い

ますか。（複数回答）

「障がい者を雇用する事業主の理解」が 47.4％、「職場仲間の障がい者への理解」

が 32.2％などとなっています。

障がい種別でみると、身体、療育、精神のいずれも「事業主の理解」が最も多くなっ

ています。

障がい者への理解を求める回答が多くなっていることから、職場での障がい者に対す

る偏見等の払拭とともに、就業全般を支援する体制の構築が必要です。

    

選択肢 回答数 割合

障がい者を雇用する事業主の理解 258 47.4%

職場仲間の障がい者への理解 175 32.2%

障がい者が使いやすい職場の施設や設
備

97 17.8%

自宅でできる仕事の開拓 84 15.4%

障がい者の採用枠の増加 83 15.3%

通院などの休みを認める 83 15.3%

技能や技術、知識を習得する場の拡充 59 10.8%

仕事の相談やあっせんをする場の拡充 54 9.9%

就労継続支援事業所（Ａ型・Ｂ型）な
ど福祉的就労の場の充実

40 7.4%

コミュニケーション手段の確保や充実 40 7.4%

その他 17 3.1%

サンプル数 544

47.4%

32.2%

17.8%

15.4%

15.3%

15.3%

10.8%

9.9%

7.4%

7.4%

3.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

   

【身体】 【療育】 【精神】

45.3%

29.1%

18.8%

16.7%

15.8%

13.5%

10.3%

9.8%

5.9%

3.0%

3.2%

0% 50% 100%

事業主の理解

職場仲間の

理解

職場の施設

や設備

自宅でできる

仕事

通院等の休み

採用枠の増加

知識を習得

する場

仕事の相談等

コミュニ

ケーション

就労の場の

充実

その他

55.9%

41.2%

30.9%

22.1%

17.6%

16.2%

10.3%

8.8%

5.9%

4.4%

2.9%

0% 50% 100%

事業主の理解

職場仲間の

理解

就労の場の

充実

採用枠の増加

職場の施設

や設備

コミュニ

ケーション

知識を習得

する場

仕事の相談等

自宅でできる

仕事

通院等の休み

その他

56.4%

51.3%

28.2%

23.1%

17.9%

17.9%

15.4%

12.8%

7.7%

7.7%

2.6%

0% 50% 100%

事業主の理解

職場仲間の

理解

通院等の休み

採用枠の増加

知識を習得

する場

自宅でできる

仕事

就労の場の

充実

仕事の相談等

職場の施設

や設備

コミュニ

ケーション

その他



障害者基本計画

第２章 障がい者を取り巻く状況

82

⑩ 行政に対して希望する取組

問 あなたは今後、国や県、市町村の行政にどのような取組（施策やサービス）を

希望しますか。（複数回答）

「年金など所得保障の充実」が 36.4％と最も多く、次いで、「救急医療体制や医療

費の助成など、保健・医療サービスの充実」の 33.5％、「公共料金の割引」の 26.5％

の順となっています。

障がい種別でみると、身体、精神は「所得保障」、療育は「雇用支援」が最も多くなっ

ています。

障がい者にとって暮らしやすい環境づくりを図っていくため、多様なニーズへの対応

が必要です。

    

選択肢 回答数 割合

年金など所得保障の充実 198 36.4%

救急医療体制や医療費の助成など、保
健・医療サービスの充実

182 33.5%

公共料金の割引 144 26.5%

居宅介護や生活介護などの在宅サービ
スの充実

82 15.1%

住宅改造に対する助成制度の充実 78 14.3%

地域生活を支える相談支援や情報提供
の充実

49 9.0%

障がい者向け住宅の建設促進 48 8.8%

生活や訓練の場としての福祉施設の整
備

45 8.3%

能力に応じた職業訓練や職場定着支援
などの雇用支援の充実

44 8.1%

障がいに対する理解を深める啓発や相
互交流の促進

41 7.5%

交通機関などのバリアフリーの推進 39 7.2%

防犯・防災・交通安全対策の充実 32 5.9%

ボランティアなどの人材育成 30 5.5%

施設や事業所の設備基準・運営基準の
見直し

28 5.1%

障がい児教育（小・中・高）の充実 23 4.2%

スポーツ、文化活動に対する施策の充
実

19 3.5%

障がい児早期療育の充実 15 2.8%

ガイドヘルパーなどの外出支援や手話通訳・要
約筆記などのコミュニケーション支援の充実

5 0.9%

その他 12 2.2%

サンプル数 544

36.4%

33.5%

26.5%

15.1%

14.3%

9.0%

8.8%

8.3%

8.1%

7.5%

7.2%

5.9%

5.5%

5.1%

4.2%

3.5%

2.8%

0.9%

2.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【精神】【身体】 【療育】

37.8%

36.4%

27.9%

17.4%

16.5%

8.5%

7.3%

7.1%

6.4%

5.9%

5.3%

5.3%

5.0%

4.1%

3.2%

2.5%

2.3%

1.1%

1.4%

0% 50% 100%

所得保障

医療等

サービス

公共料金の

割引

在宅サービス

住宅助成制度

バリアフリー

住宅の建設

促進

相談支援等

福祉施設の

整備

安全対策

相互交流の

促進

設備等の

見直し

人材育成

雇用支援

スポーツ等

の施策

障がい児

教育

早期療育

コミュニ

ケーション

その他

25.0%

20.6%

20.6%

20.6%

19.1%

16.2%

14.7%

14.7%

13.2%

5.9%

5.9%

5.9%

5.9%

5.9%

4.4%

2.9%

0.0%

0.0%

4.4%

0% 50% 100%

雇用支援

医療等

サービス

福祉施設の

整備

所得保障

相談支援等

相互交流の

促進

障がい児

教育

住宅の建設

促進

公共料金の

割引

早期療育

在宅サービス

人材育成

安全対策

設備等の

見直し

スポーツ等

の施策

住宅助成制度

コミュニ

ケーション

バリアフリー

その他

48.7%

33.3%

23.1%

23.1%

17.9%

15.4%

12.8%

10.3%

10.3%

7.7%

5.1%

5.1%

5.1%

5.1%

5.1%

2.6%

2.6%

0.0%

7.7%

0% 50% 100%

所得保障

公共料金の

割引

医療等

サービス

雇用支援

相互交流の

促進

住宅の建設

促進

相談支援等

住宅助成制度

人材育成

福祉施設の

整備

障がい児

教育

在宅サービス

バリアフリー

スポーツ等

の施策

安全対策

早期療育

設備等の

見直し

コミュニ

ケーション

その他
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３ 障がい福祉サービス事業所アンケート調査結果からみる本町の状況

（１）調査概要

① 調査実施時期

平成 30 年９月から 10 月まで実施しました。

② 調査対象及び調査方法

本町に在住する障がい者、障がい児が利用している障がい福祉サービス事業所を対象

とし、郵送による配付回収を行いました。

配付数 有効回答数 有効回答率

59 事業所 34事業所 57.6％

（２）調査結果（抜粋）

問 貴事業所では、今後障がい福祉サービス利用を希望する人数がどのように変化

すると見込んでいますか。

約５割の事業所が「増加すると見込んでいる」と回答しています。

   

選択肢 回答数 割合

増加すると見込んでいる 16 47.1%

横ばいであると見込んでいる 9 26.5%

減少すると見込んでいる 6 17.6%

わからない 3 8.8%

無回答 0 0.0%

サンプル数 34 100.0%

47.1%

26.5%

17.6%

8.8%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 貴事業所では、今後の障がい福祉サービス利用動向を受けて、どのように対応

する方針を持っていますか。

「事業を維持する」が 47.1％、「事業を拡大する」が 26.5％、「事業を縮小する」

が 5.9％となっています。

   

選択肢 回答数 割合

事業を拡大する 9 26.5%

事業を維持する 16 47.1%

事業を縮小する 2 5.9%

わからない 6 17.6%

無回答 1 2.9%

サンプル数 34 100.0%

26.5%

47.1%

5.9%

17.6%

2.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

問 平成 30年４月に施行された新たな障がい福祉サービスについて、実施する意

向がありますか。

（１）自立生活支援

   

選択肢 回答数 割合

実施している 1 2.9%

実施予定である 1 2.9%

検討中である 5 14.7%

実施しない 23 67.6%

無回答 4 11.8%

サンプル数 34 100.0%

2.9%

2.9%

14.7%

67.6%

11.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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（２）就労定着支援

   

選択肢 回答数 割合

実施している 2 5.9%

実施予定である 2 5.9%

検討中である 4 11.8%

実施しない 22 64.7%

無回答 4 11.8%

サンプル数 34 100.0%

5.9%

5.9%

11.8%

64.7%

11.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（３）居宅訪問型児童発達支援

   

選択肢 回答数 割合

実施している 0 0.0%

実施予定である 0 0.0%

検討中である 2 5.9%

実施しない 26 76.5%

無回答 6 17.6%

サンプル数 34 100.0%

0.0%

0.0%

5.9%

76.5%

17.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 円滑な事業運営のために、改善したい経営上の課題は何ですか。（複数回答）

「職員の資質向上」が 64.7％と最も多く、次いで、「サービス内容や質の向上」の

58.8％、「支援員の確保」の 47.1％の順となっています。

   

選択肢 回答数 割合

職員の資質向上 22 64.7%

サービス内容や質の向上 20 58.8%

支援員の確保 16 47.1%

利用者の確保 14 41.2%

報酬単価の低さ 9 26.5%

施設・設備の改善 8 23.5%

行政等の関係機関との連携 8 23.5%

住民、近隣住民の理解 8 23.5%

労働条件の改善 7 20.6%

事務作業量増大への対応 7 20.6%

事務職員の確保 2 5.9%

経営ノウハウの習得 0 0.0%

その他 0 0.0%

特に経営上の課題はない 1 2.9%
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問 今後の事業運営にあたって、行政等の関係機関のどのような支援が必要でしょ

うか。（複数回答）

「行政との情報共有」が 47.1％と最も多く、次いで、「財政面での支援」、「事業

運営に必要な情報提供」の 44.1％の順となっています。

   

選択肢 回答数 割合

行政との情報共有 16 47.1%

財政面での支援 15 44.1%

事業運営に必要な情報提供 15 44.1%

職員の研修、職業訓練への支援 12 35.3%

障がい者福祉に対する住民理解を得る
ための周知、啓発

11 32.4%

その他 0 0.0%

特に支援を必要としていない 2 5.9%

サンプル数 34
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44.1%
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32.4%

0.0%
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問 障がい者と家族が地域生活を送っていくにあたっての問題点等がありましたら、

自由にご記入ください。

主な意見

医療的ケアが必要な障がい者や障がい児について、医師が常駐しているような通所施設が

少なく看護師の確保も難しい状況がある。また、介護者の負担軽減のため、短期入所等のサ

ービスを利用したくても、近くに利用できる医療機関や医師が常駐している施設がない。

障がい者本人だけではなく、家族へのサポートや相談体制の充実が必要。

障がい児を持つ保護者が高齢化のため、障がい福祉サービスの利用手続きが出来ず、在

宅で介護している状況もある。

障がい者、障がい児に対する地域の理解が必要。

学校や保育所等での受け入れ体制の充実。

精神障がい者が地域域移行するための住居の確保。

親亡き後のことを心配される方々が多い。

障がい者用のトイレが少ない。また、障がい者用の駐車場が利用出来ないことがある。

地域生活支援拠点の整備が必要。
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問 貴事業所で行っている福祉サービス等に関連して、利用者本人やご家族から要

望等を聞かれたことがあれば、その内容についてご記入ください。

主な意見

買物支援や病院への通院のための移動支援。

グループホームや短期入所施設の増床。

誰に相談をすれば良いのか分からないとの意見が複数あった。

問 貴事業所から見て、障がい者の就労を促進するために、今、特に求められてい

るものは何だと思いますか。また、どのようにしたら良いと思いますか。

主な意見

福祉的な就労であれば可能であっても、一般の企業での就労となると企業側の受け入れ

体制や障がい特性の理解が必要。

制度ばかりが先行し、企業の障がいに対する理解が促進されていない様に感じる。企業

や共に働く社員を対象とした障がいの理解のための研修会やジョブコーチ、就労定着支援

などの障がい福祉サービス活用などの推進が必要。

就労先の障がいに対する理解や通勤手段の確保。

企業側からの就労情報の発信。

ハローワーク、行政、社会福祉協議会等が連携し、幅広い就労の場の提供が望まれる。

問 障がい者施策に関するご意見やご要望がありましたらご記入ください。

主な意見

同じ障がいを持った方が集える機会がもっと多くあれば、当事者同士での情報交換でき

ると思う。

障がい施策の内容について、分かりやすく地域に伝わると良い。

自立支援協議会や地域生活支援拠点の整備など都城市と連携して推進していけば、圏域

として障がい福祉のより良い発展につながるのではないか。

障がいの理解のための交流機会の拡充が必要。
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第３章 基本理念等

１ 基本理念

障がいのある人もない人も互いに人格と個性を尊重し、支え合う共生社会の実現に向けて、

障がい者が、必要な支援を受けながら、自らの選択により意思決定ができ、社会参加が促進さ

れるよう、施策の充実を図っていくことが必要です。また、障がい者を取り巻く物理的な障壁

や、障がい者に対する偏見や誤解といった意識上の障壁等の社会的障壁を取り除き、誰もが地

域で安心して生活できる環境の整備が求められます。

本町に住む人々が、生涯心身ともに健康で、生きがいや楽しみのある生活を送り、介助や支

援が必要になっても一人一人が尊厳を持ちながら、いきいきと住み続けられるまちづくりを推

進するため、以下の基本理念を定めます。

２ 基本的視点

基本理念の実現に向けて、以下に示す７つの基本的視点の下に施策の展開を図ります。

【基本理念】

安心して地域で自立した生活ができるまち みまた

【基本的視点】

（１）障がいを理由とする差別の禁止

（２）地域社会における共生等

（３）障がい者の自己決定の尊重及び意思決定の支援

（４）当事者本位の総合的な支援

（５）障がい特性等に配慮した支援

（６）アクセシビリティ※の向上

（７）総合的かつ計画的な取組の推進
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（１）障がいを理由とする差別の禁止

障害者差別解消法及び障害者雇用促進法に基づき、障がい者団体等との連携を図りなが

ら、町民や事業者・事業主の理解の下、障がいを理由とする差別の解消を図ります。

（２）地域社会における共生等

すべての障がい者は、障がいのない人と平等に、基本的人権を享受する個人として、そ

の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有しています。この

ことを前提に、町民一人一人が障がいについて理解を深めることを推進するとともに、障

がい者施策の実施を図ります。

（３）障がい者の自己決定の尊重及び意思決定の支援

障がい者が、必要な支援を受けながら、自らの決定に基づき社会に参加する主体として

捉え、障がい者本人が適切に意思決定を行い、その意思を表明することができるよう、障

がい者の意思決定を支援するとともに、意思疎通のための手段を選択する機会の提供を促

進します。

（４）当事者本位の総合的な支援

障がい者がライフステージに応じて適切な支援を受けられるよう、教育、福祉、医療、

雇用等の各分野と連携を図り、施策を総合的に展開し、切れ目のない支援を行います。

（５）障がい特性等に配慮した支援

性別、年齢、障がいの状態、生活の実態等に応じた個別的な支援の必要性を踏まえ、施

策を実施します。

（６）アクセシビリティの向上

障がいの有無にかかわらず、その能力を最大限に発揮しながら、安心して生活できるよ

う、障がい者の活動を制限し、社会への参加を制約している、物事、制度、慣行、観念等

の社会的障壁の除去を進め、ソフト、ハードの両面にわたる社会のバリアフリー化を進め、

アクセシビリティの向上を図ります。

（７）総合的かつ計画的な取組の推進

障がい者が必要なときに必要な場所で適切な支援を受けられるよう、関係機関との適切

な連携及び役割分担の下、障がい者施策を実施します。
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３ 施策の体系

  

１．生活環境の整備

（１）人にやさしい福祉のまちづくり

（２）防災・防犯対策等の充実

２．情報・コミュニケーション

（１）行政情報のバリアフリー化、情報提供の充実

（２）意思疎通支援の充実

３．差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止

（１）権利擁護の推進、虐待の防止

（２）障がいを理由とする差別の解消の推進

４．生活支援

（３）福祉サービスの充実

（５）スポーツ・文化活動への参加促進

（６）人材の育成、ボランティア活動の推進

５．保健・医療

（１）障がいの原因となる傷病の予防、早期発見、早期治療

（２）医療体制の充実

（３）福祉・保健・介護・医療の連携

６．教育・育成

（１）小学校就学前児童への支援

（２）学校教育の充実

（３）切れ目ない支援体制の整備

７．雇用・就業、経済的自立の支援

（１）一般就労支援施策の充実

（２）一般就労が困難な障がい者への就労支援

（３）経済的自立の支援

８．行政サービス等における配慮

（１）障がい及び障がい者への理解の促進

（２）選挙等における配慮

（２）相談支援体制の充実

安
心
し
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域
で
自
立
し
た
生
活
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（１）意思決定支援の推進

（４）社会参加の促進
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第４章 施策の展開

１ 生活環境の整備

障がい者の自立と社会参加を支援し、誰もが快適で暮らしやすい生活環境を整備するため、

障がい者が安心して生活できる公共施設等のバリアフリー化を推進するとともに、防災・防犯

対策の推進、消費者被害からの保護等を推進します。

また、町民一人一人が障がいや障がい者に対する正しい理解や認識、関心を深めていけるよ

う、啓発・広報活動を推進します。

（１）人にやさしい福祉のまちづくり

広報による障がいに関する情報提供やイベント等の機会における啓発等を行い、町民の

理解促進を図るとともに、学校や関係機関の教育活動を通した障がいや障がい者に対する

理解を深める人権・福祉教育を推進します。

また、障がい者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、公共施設や公共交通機関を

安全かつ快適に利用でき、外出しやすい環境の整備を推進するとともに、地域生活移行や

保護者の高齢化等を見据え、障がい者が住み慣れた地域で自立した生活ができるよう、居

住場所の確保に努めます。

① 広報・啓発活動の充実

広報紙、町ホームページ等の活用や民生委員・児童委員、障がい者団体等と連携した

広報活動により、町民の理解を深めるための啓発活動に努めます。啓発活動については、

障害者週間（毎年 12 月３日から 12 月９日まで）、精神保健福祉普及運動期間（毎年

10 月下旬の１週間）、世界自閉症啓発デー（毎年４月２日）、発達障害啓発週間（毎年

４月２日から４月８日まで）、障害者雇用支援月間（毎年９月）などの機会を捉えた実施

に努めます。

また、人権に関する学習機会の提供や、人権擁護委員との連携による人権週間期間（毎

年 12 月４日から 12 月 10 日まで）中の街頭啓発活動など、障がいへの理解を深める

ための啓発活動を実施します。

② 発達障がいへの理解の促進

発達障がいのある子どもの特性を理解し、特性に応じた適切な支援・早期療育につな

がるよう、広報紙やパンフレット等を通じて情報提供を行い、発達障がいに対する理解

促進を図ります。
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③ 学校における福祉教育の推進

社会福祉協議会と学校とが連携し、子どもたちの福祉体験の充実を図ります。

また、総合的な学習の時間等の中で、発達段階に応じた福祉教育を推進します。

④ 精神保健福祉に関する知識の普及・啓発

精神保健福祉についての知識・理解を深めるために、関係機関と連携して交流会等を

開催するとともに広報紙等による啓発活動に努めます。

⑤ 公園、道路等のバリアフリー化の推進

公園、道路等の改修や整備時においては、障がい者に配慮したものとなるよう、バリ

アフリー化に努めるとともに、誰でも利用しやすい公園や道路の改修、整備を行い、利

便性・安全性の向上に努めます。

⑥ 公共交通機関のバリアフリー化の推進

路線バス等の公共交通機関について、障がい者が利用しやすいように利便性・安全性

の向上の推進に努めます。

⑦ 公共施設のバリアフリー化の推進

公共施設の整備時においては、宮崎県が制定している「人にやさしい福祉のまちづく

り条例」等に基づき、バリアフリー化に努めます。

⑧ 居住の確保

障がい者が、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、三股町障害

者住宅改造助成事業に基づく住宅改修に要する費用の助成を継続するとともに、グルー

プホームの開設に対して支援します。

（２）防災・防犯対策等の充実

障がい者が地域社会において、安全・安心して生活することができるよう、防災・防犯

対策の推進、消費者被害からの保護等を推進します。

① 防災情報の提供体制の整備

防災に関する情報を障がい者に的確に伝えるため、自主防災組織との連携を図り、情

報を直接伝達できる体制を整備します。

② 避難行動要支援体制の充実

災害等の緊急時に安否確認や避難支援が適切に行えるよう、避難行動要支援者の更新

と情報共有を図り、体制の充実に努めます。
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③ 災害時における医療機関との連携

医師会や消防署、警察等の関係機関と連携を図り、地域における災害時の医療体制を

確保します。

④ 障がい者に配慮した避難所の整備

福祉避難所の周知を図るとともに、避難所において、間仕切り等のプライバシーを保

護できる資機材の確保に努めます。

また、特別な配慮を必要とする人が安心して避難生活を送れるよう、福祉避難所の確

保と関係機関との連携に努めます。

⑤ 防犯対策の啓発、防犯活動

関係機関、防犯団体との情報共有・連携強化を図るとともに、地域における防犯に対

する意識を高め、防犯活動の推進に努めます。

⑥ 防災対策の啓発

町内の各自治公民館等において防災についての啓発を行い、地域住民が平時からお互

いに協力し自助・共助を目的とする自主防災組織の充実に努めます。

⑦ 消費者トラブルの防止と支援

消費者トラブルの情報や防止策等の情報周知に努め、消費者としての利益を守れるよ

う消費生活に関する相談体制等の充実を図ります。

【生活環境の整備 評価指標】

項目
現状

（2018）
目標

（2023）
担当部署

（関係機関）

理解促進研修・啓発事業※の実施 未実施 実施 福祉課

精神障がいにも対応した保健、医療、福祉関係者

による協議の場の設置
未設置 設置 福祉課

共同生活援助※の１か月当たり利用人数 22人 増加 福祉課

自立生活援助※の１か月当たり利用人数 0人 増加 福祉課

外出の時、道路に段差が多くて困っていると回答

した方の割合
21.3% 減少 手帳所持者調査
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２ 情報・コミュニケーション

障がい者が円滑に情報を取得・利用し、意思表示やコミュニケーションを行うことができる

よう、情報通信における情報アクセシビリティ（情報の利用しやすさ）の向上、情報提供の充

実、コミュニケーション支援の充実等、情報の利用におけるアクセシビリティの向上を推進し

ます。

（１）行政情報のバリアフリー化、情報提供の充実

障がい者が円滑に情報を取得・利用し、意思表示を行うことができるよう、情報通信に

おける情報アクセシビリティの向上、情報提供の充実等、情報の利用におけるアクセシビ

リティの向上を推進します。

① 情報提供体制の充実

広報紙、町ホームページ等の活用により、障がい者や介助者等に対し、福祉サービス

の制度・内容等について、わかりやすい情報提供ができる体制の充実に努めます。

② 行政情報のバリアフリー化

本町では、視覚障がい者等に対して、町の広報を音訳して届ける「点字・声の広報等

発行事業」を実施し行政情報のバリアフリー化を図っています。今後も継続実施すると

ともに、様々な障がい特性に対応したバリアフリー化の充実に努めます。

（２）意思疎通支援の充実

聴覚障がい者のコミュニケーションを確保するため、手話通訳者※・要約筆記者※の確保

に努めます。また、障がい者が必要な支援や配慮を受けられるよう、障がい者に関するマ

ークの周知を図ります。

① 手話通訳者・要約筆記者等の確保

手話通訳者派遣事業について、制度の周知等を図るとともに、講座等を開催し、手話

通訳者・要約筆記者の確保に努めます。

② 障がい者に関するマーク等の周知

意思疎通に困難がある等、外見では分かりにくい障がい者が、必要な支援や配慮を受

けられるよう、絵記号や障がい者に関するマーク等の周知を図ります。
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【情報・コミュニケーション 評価指標】

項目
現状

（2018）
目標

（2023）
担当部署

（関係機関）

手話通訳者・要約筆記者派遣事業※年間延べ利用

人数
5人 増加 福祉課

手話通訳者設置事業の実施箇所 0か所 1か所以上 福祉課

点字・声の広報等発行事業 実施 実施 福祉課

３ 差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止

障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生

する社会の実現に向け、「障害者差別解消法」等に基づき、障がいを理由とする差別の解消の

推進に取り組みます。

また、「障害者虐待防止法※」に基づく障がい者への虐待防止等、障がい者の権利擁護のた

めの取組を推進します。

（１）権利擁護の推進、虐待の防止

障がい者の日常生活における権利が損なわれないよう、権利擁護や成年後見制度を推進

します。また、障がい者への虐待の未然防止や早期発見等の取組を一層推進します。

① 権利擁護の推進

障がい等の理由で判断能力やコミュニケーションが不十分な人が、住み慣れた地域で

安心した生活を続けるために、福祉サービスの利用や日常的金銭管理の支援、相談等を

行う成年後見制度の推進に努めます。

② 虐待防止に向けた取組の充実

相談支援事業所等の関係機関と連携し、障がい者に対する虐待の防止や早期発見・早

期対応を図ります。

また、児童については、要保護児童等対策地域協議会における研修の実施と、関係機

関との連携を強化した支援体制づくりを推進します。
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（２）障がいを理由とする差別の解消の推進

日常生活及び社会生活全般に係る分野における差別の禁止や合理的配慮の提供に向け、

「障害者差別解消法」の内容について周知・啓発を行います。また、障がい者及びその家

族からの障がいを理由とする差別に関する相談に的確に応じることができるよう、必要な

体制の整備を図ります。

① 障害者差別解消法の周知

広く町民に対して「障害者差別解消法」の趣旨・目的等の周知及び啓発を行い、障が

いを理由とする差別の解消を推進します。

② 差別に関する連携体制の充実

障がい者に対する差別やその他の権利侵害を防止し、その被害からの救済を図るため、

相談・紛争解決等の連携体制の充実を図ります。

【差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 評価指標】

項目
現状

（2018）
目標

（2023）
担当部署

（関係機関）

障がいがあることで不当な扱い等を受けたことが

あると回答した方の割合
28.3% 減少 手帳所持者調査

三股町は障がい者にとって暮らしにくいと回答し

た方の割合
16.9% 減少 手帳所持者調査

成年後見制度利用支援事業※年間実利用人数 1人 増加
福祉課

高齢者支援課

成年後見制度法人後見支援事業※の実施 未実施 実施
福祉課

高齢者支援課

４ 生活支援

障がい者が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営

むことができるよう、一人一人の障がい者のニーズ・実態に応じた相談支援体制及び障がい福

祉サービス等の量的・質的充実を図ります。

また、障がい者が安心して自由に意思表示ができるように支援します。

（１）意思決定支援の推進

平成 29 年３月に国から示された「障害福祉サービスの利用等にあたっての意思決定支

援ガイドライン※」を踏まえ、障がい者の意思決定支援のより一層の充実を図ります。
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① 意思決定のための支援

障がい者の意思確認ができるよう、あらゆる工夫を行い、本人が安心して自信を持ち

自由に意思表示ができるように支援します。

また、意思決定支援推進のため、家族や事業者等との連携強化を図ります。

② 意思決定支援体制の促進

自己決定や意思決定が困難な障がい者を支援するため、関係者間で、本人の日常生活

や福祉サービスでの表情、感情、行動に関する記録等の情報に加え、これまでの生活史、

人間関係等の様々な情報を共有し、本人の意思及び選考を推定する体制の促進を図りま

す。

（２）相談支援体制の充実

障がい者の様々な相談に対応できるよう、専門機関との連携を図るとともに、民生委員・

児童委員等の協力により、身近な地域での相談支援体制の充実に努めます。

① 障害者基幹相談支援センターによる相談体制の充実

障がいに関する総合的窓口である障害者基幹相談支援センターの相談体制の充実を図

ります。また、円滑な相談支援を実施するため、保健所や町内の障がい者に関する相談

機関との連携強化を図ります。

② 身近な相談員による相談体制の充実

地域における身近な相談者である民生委員・児童委員等の相談体制の充実を図るとと

もに、関係機関との連携強化を図ります。

（３）福祉サービスの充実

障がい者の地域生活・在宅生活を支えるため、訪問系サービスや日中活動系サービス等

の充実に努めるとともに、サービスの質の向上に向けた取組を推進します。

① 訪問系サービスの充実

障がい者が、その適性に応じて、在宅で自立した日常生活を営むことができるよう、

居宅介護、重度訪問介護等のサービスにより介護や家事援助等の支援を図ります。

② 日中活動系サービスの充実

障がい者の状況に応じて、主に日中において通所等による生活介護や自立訓練等のサ

ービスを提供します。
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③ 居住系サービスの充実

障がい者が、主に夜間において施設や共同生活を行う住居で必要な援助を提供します。

④ 地域生活支援事業の推進

障がい者が、その有する能力と適性に応じて、自立した生活を営むことができるよう、

相談支援事業、日常生活用具給付等事業、移動支援事業等を実施し、障がい者や介助者

の地域生活を支援します。

⑤ 家族介護者への支援

短期入所サービスや日中一時支援事業等の周知を図り、障がい者を介護している家族

の負担軽減に努めます。

⑥ 福祉サービスの質の向上

利用者本位のサービスが提供され、障がい福祉サービスや相談支援が円滑に実施され

るよう、事業者間での情報の共有や行政と事業者との連携を図り、質の高いサービスの

提供が行えるよう支援します。

（４）社会参加の促進

障がい者が「生きがい」や「やりがい」を感じて暮らすことができるよう、関係機関と

連携し、地域交流や地域行事への参加の促進を図ります。

① 地域交流の促進

障がい者が、住み慣れた地域で安心して生活が送れるよう、関係機関と連携し地域交

流を促進します。

② 地域行事への参加促進

障がい者がより参加しやすいイベント内容を計画し、出展のスペースの確保等に努め、

参加の促進を図ります。

（５）スポーツ・文化活動への参加促進

潤い豊かな生活を送ることができるよう、スポーツ・レクリエーション活動や文化・芸

術活動等への参加を促進し、障がい者の地域の中での生きがいづくりを支援します。

① スポーツ活動の参加機会の充実

宮崎県障がい者スポーツ大会への参加を支援するとともに、障がい者のスポーツニー

ズに対応するため、関係機関と連携し、障がい者スポーツ大会の開催等を支援します。
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② 文化活動の参加機会の充実

障がい者が、文化・芸術活動に参加しやすくなるように関係団体等と連携し、要約筆

記者等による支援を行いながら教室や講座の開催に努めます。

また、図書館においては、大活字本を揃えるなど、障がい特性に応じた対応に努めま

す。

（６）人材の育成、ボランティア活動の推進

サービス等の担い手である福祉に関わるマンパワーの確保と活用、障がい者団体・ボラ

ンティア団体の活動支援を行い、障がい者の多様化するニーズに対応します。

① ホームヘルパー等の確保

ホームヘルパー等の障がい者福祉に携わる人材の確保と資質向上のために、研修への

参加を促進するなどの支援に努めます。

② ボランティア活動への参加の促進

関係機関と連携し、ボランティアの養成及びボランティア団体の機能強化を図り、ボ

ランティア活動への参加の促進に努めます。

③ ボランティアに関する情報提供の充実

ボランティア活動に関する相談や活動先の紹介、福祉教育の支援等を行い、講座等の

情報提供の充実に努めます。

【生活支援 評価指標】

項目
現状

（2018）
目標

（2023）
担当部署

（関係機関）

地域生活支援拠点※等の整備 未設置
圏域で

1か所
福祉課

福祉施設入所者の地域移行人数 0人 1人以上 福祉課

地域移行支援※の１か月当たり利用人数 0人 3人以上 福祉課

地域定着支援※の１か月当たり利用人数 0人 3人以上 福祉課

自発的活動支援事業※のボランティア活動延べ参

加人数

151 人

(H29 年度)
増加 福祉課

日中一時支援事業※年間延べ利用人数
88人

(H29 年度)
200 人以上 福祉課
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５ 保健・医療

乳幼児期から高齢期までの各ライフステージの疾病を予防するとともに、疾病を早期に発見

して適切な治療を行うなど、障がい者がきめ細やかな保健・医療サービスを受けることができ

る体制づくりを推進します。

（１）障がいの原因となる傷病の予防、早期発見、早期治療

障がいの早期発見・予防・支援のため、乳幼児期から高齢期まで、すべてのライフステ

ージに応じた健康に関する取組を進めます。

① 小学校就学前における支援体制の充実

乳幼児健診等を通して、療育の必要な児童を早期に療育につなげられるよう、定期健

診の受診率の向上に努めます。

また、児童発達支援事業所及び保育所等の関係機関と連携を図り、切れ目のない支援

を行います。

② 各種検（健）診等の実施

障がいの原因となる疾病等の予防や病気の早期発見・早期治療につなげるため、乳幼

児から高齢者まで、ライフステージに応じた各種検（健）診等を実施します。

また、健診後の適切なフォローアップ体制を充実し、疾病の早期発見と予防に努めま

す。

③ 精神保健対策の充実

障がいの状況に応じて、心の健康づくり等の幅広い相談に対応できるよう、庁内及び

関係機関との連携を図り、相談体制を充実します。

また、医療が必要な場合は、医療機関等と連携を図ります。

（２）医療体制の充実

障がい者が、身近な地域で適切な医療が受けられるよう、医療機関と連携を図り、医療

体制の充実を図ります。

① 歯科治療に関する情報提供

障がい者が安心して歯の治療を受けられるよう、関係機関等と連携し、専門の歯科医

等の情報提供を図ります。

② 救急医療体制の充実

疾病等による障がい発生の予防・軽減のため、医師会や関係機関等と連携し、救急医

療体制の充実を図ります。
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（３）福祉・保健・介護・医療の連携

地域社会において障がい者が安心して生活を送るため、行政機関や施設、病院、関係機

関等との連携の強化を図ります。また、福祉・保健・介護・医療の一体的なサービスを提

供するよう、計画相談の質の向上を図ります。

① 関係機関等との連携強化

地域社会において障がい者が、安心して生活を送れるよう、行政機関や施設、病院、

関係機関等との連携の強化を図ります。

② 計画相談の質の向上

福祉・保健・介護・医療の一体的なサービスを提供するため、障がい者を対象とする

計画相談（ケアマネジメント）の質の向上を図ります。

③ 医療的ニーズへの対応

医療的ニーズの高い障がい者や障がい児のライフステージに応じた切れ目ない支援を

実施するため、保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るため

の協議の場を設置します。

【保健・医療 評価指標】

項目
現状

（2018）
目標

（2023）
担当部署

（関係機関）

医療的ニーズに対応するための協議の場の設置 未設置
圏域で

1か所
福祉課

医療的ケア児支援の調整を行うコーディネーター

の配置人数
0人 1人 福祉課
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６ 教育・育成

障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合う共生社会の

実現に向けて、障がいのある子どもが、合理的配慮を含む必要な支援の下、その年齢、能力に

応じ、かつその特性を踏まえた十分な教育を、可能な限り障がいのない子どもと共に受けるこ

とができる仕組み（インクルーシブ教育※システム）の構築を目指し、障がいのある子どもの

保育・教育の充実を図ります。

（１）小学校就学前児童への支援

障がいのある子どもが、身近な地域で保育等を受けることができるよう、保健・医療・

福祉・教育等の関係機関との連携を図り、保育の充実を図ります。

① 保育士等への研修の実施

障がいのある子どもの能力や可能性を最大限引き出せるよう、研修等を行い、保育士

等の専門的な知識の習得と資質向上を図ります。

② 発達障がい児への支援

保育所等と県や町の関係機関との連携を図り、発達障がいの早期発見、早期支援に努

めます。

③ 多様な教育・保育サービスの充実

個々の状況にあった支援ができるよう、受け入れ施設のバリアフリー化や保育士等の

特別支援保育に係る質の向上を図り、柔軟な受け入れ体制の整備に努めます。

④ 相談支援体制の充実

保育士、保健師等が身近な支援者として相談支援を行い、療育施設や医療機関等と連

携を図ります。

また、小学校就学前の子どもの保護者を対象とした就学相談で小学校入学への不安の

解消を図るとともに、関係機関との連携で入学後の学習又は学校生活において支援を行

います。

⑤ 保護者への子育て支援

障がいのある子どもの保護者に対し、学習の場の提供や、保護者同士の交流・活動を

促進し、育児への不安や悩みを解消するとともに、精神的負担の軽減が図られるよう、

保護者への子育て支援に努めます。

⑥ 保育所等訪問支援

保育所等を利用している障がいのある子どもが、保育所等で集団活動を行うにあたり、

専門的な援助を必要とする場合に、訪問指導を行うなどの支援に努めます。
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（２）学校教育の充実

障がいのある子どもの自立と社会参加に向けて、一人一人の教育的ニーズに応じた学校

教育を推進することができるよう、教育上の相互理解や専門性の向上に努めます。

① 個別支援体制の推進

障がいのある子どもが、障がいのない子どもと同じように教育が受けられるよう、児

童生徒の障がいの特性に応じた個別の支援を図ります。

② 特別支援教育の充実

関係機関、特別支援学校と連携を図り、支援の必要な子どもに対する適切な教育を進

めます。

③ 教育上の相互理解

障がいについての理解を深めるため、小中学校において、特別支援学校との交流を積

極的に進めます。

④ 学校施設、設備の改善

新たな学校施設の整備は、児童生徒の利用・移動ニーズを考慮し、計画的に実施する

とともに、既存施設についても、宮崎県が制定している「人にやさしい福祉のまちづく

り条例」等に基づき、バリアフリー化の整備を検討していきます。

⑤ 教員の専門性の向上

教員の資質向上のための研修の充実に努めます。

また、インクルーシブ教育の推進を図り、障がいのある子どもと障がいのない子ども

が可能な限り共に学べる体制を構築していきます。

⑥ 放課後等の居場所づくり

障がいのある子どもに対し、放課後や夏休み等の長期休暇中に生活能力向上のための

訓練等を継続的に行うことにより、障がいのある子どもの自立を促進するとともに、放

課後等の居場所づくりとして放課後等デイサービス等の充実に努めます。

（３）切れ目ない支援体制の整備

障がいのある子どもが、将来、自立した生活を送れるよう、保健・医療・福祉・教育等

の関係機関が連携を図り、小学校就学前から卒業後までの一貫したきめ細やかな支援の構

築を進めます。
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① 小学校就学前から卒業後までの一貫した支援システムの構築

「改正発達障害者支援法」に基づき、小学校就学前から卒業後に至るまで、切れ目の

ない支援体制を促進するため、福祉関係機関及び教育関係機関等が連携し、一貫した支

援体制の整備に努めます。

② 児童発達支援事業の充実

障がいのある子どもに、日常生活における基本的な動作の指導や知的技能の付与、集

団生活への適応訓練等を行う児童発達支援事業の充実を図ります。

【教育・育成 評価指標】

項目
現状

（2018）
目標

（2023）
担当部署

（関係機関）

保育所等訪問支援※の１か月当たり利用人数 7人 増加 福祉課

居宅訪問型児童発達支援※の１か月当たり利用人数 0人 増加 福祉課

保育士等や教員を対象とした研修の実施 未実施 実施 福祉課

７ 雇用・就業、経済的自立の支援

障がい者が、地域で自立した生活を送るための基盤として、就労は重要であり、働く意欲の

ある障がい者が、その適性に応じて能力を十分に発揮できるよう、可能な限り本人の希望に応

じた就労を実現するために、雇用支援・就労支援を推進します。

また、障がい者やその家族に対する各種手当、医療費助成制度、貸付制度の普及促進を図り、

経済的自立の支援を行います。

（１）一般就労支援施策の充実

県の雇用関係の機関やハローワーク等と連携を図り、障がい者の雇用に対する理解を深

め、働く機会の充実に努めます。また、障がい者就労支援事業等により、障がい者の就労

に必要な知識・能力の向上を図るための支援を行います。

① 企業等における理解の促進

広報紙やパンフレット等により改正障害者雇用促進法の周知を図り、法定雇用率※等

の障がい者雇用についての理解促進を図ります。
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② 均等な雇用機会、待遇の確保

関係機関と連携し、雇用分野における障がい者に対する差別の禁止及び合理的配慮の

提供義務についての周知・啓発に努め、障がいの有無にかかわりなく均等な雇用機会及

び待遇の確保を図ります。

③ 障がい者就労支援事業の活用

ハローワーク等の関係機関と連携し、障がい者の雇用促進に向け、情報の共有化や合

同説明会等、各種事業の周知に努めます。

④ 一般就労への移行

ハローワークや関係機関との連携を図り、雇用・就労機会の拡大や職場定着の支援を

行い、福祉施設から一般就労への移行の促進に努めます。

（２）一般就労が困難な障がい者への就労支援

働く意欲があっても、一般就労の難しい障がい者に対して、個々の特性に合った仕事が

見つけられる支援体制の整備を支援します。また、「三股町障がい者就労施設等からの物

品等調達推進方針」に基づき、庁内における障がい者就労施設等からの物品・役務の調達

を推進します。

① 福祉的就労の支援

一般就労が困難な障がい者が、障がいの特性に配慮して提供される就労移行支援事業

や就労継続支援事業を活用した福祉的就労を支援します。

② 物品・役務の調達の推進

「三股町障がい者就労施設等からの物品等調達推進方針」に基づき、庁内における障

がい者就労施設等からの物品・役務の調達を推進します。

（３）経済的自立の支援

障がい者が、必要とされる適切な医療を継続して受診できる環境を整えるため、障がい

者やその家族に対する各種手当、医療費助成制度、貸付制度の普及促進を図り、経済的自

立の支援を行います。

① 医療費の助成

障がい者が、必要な医療を適切に受けることができるよう、医療費の助成制度の周知

に努め、利用促進を図ります。
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② 障がいのある子どもへの就学奨励

障がいのある児童生徒の保護者が負担する教育関係経費について、家庭の経済状況等

に応じて扶助します。

③ 各種手当等の支給

特別障害者手当※、障害児福祉手当※、特別児童扶養手当※についての周知を図り、支

給を行います。

【雇用・就業、経済的自立の支援 評価指標】

項目
現状

（2018）
目標

（2023）
担当部署

（関係機関）

福祉施設から一般就労への移行者数
0人

(H29 年度)
2 人以上 福祉課

就労移行支援※の１か月当たり利用人数 4人 6人以上 福祉課

就労定着支援※の１か月当たり利用人数 2人 増加 福祉課

８ 行政サービス等における配慮

障がい者が適切な配慮を受けることができるよう、職員等における障がい者への理解の促進

に努めます。

また、障がい者がその権利を円滑に行使することができるよう、選挙等における配慮を行い

ます。

（１）障がい及び障がい者への理解の促進

障害者差別解消法に基づき国が定める「障害を理由とする差別解消の推進に関する基本

方針」を踏まえ、障がい者が適切な配慮を受けることができるよう、職員等における障が

い者への理解の促進に努めます。

① 必要かつ合理的な配慮の実施

事務・事業の実施にあたっては、障害者差別解消法に基づき、障がい者が必要とする

社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮を行います。

② 職員への啓発

職員に対して障がい者への理解を促進するため必要な研修を実施し、窓口等における

障がい者への配慮の徹底を図ります。
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（２）選挙等における配慮

障がい者がその権利を円滑に行使することができるよう、選挙等における配慮を行いま

す。

① 投票機会の確保

投票所での投票が困難な障がい者の投票の確保を図るため、選挙の公正を確保しつつ、

郵便等による不在者投票の適切な実施の促進に努めます。

【行政サービス等における配慮 評価指標】

項目
現状

（2018）
目標

（2023）
担当部署

（関係機関）

職員を対象とした研修の実施 未実施 実施 福祉課
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第１章 計画策定に関する事項

１ 計画策定の背景

自殺は、その多くが追い込まれた末の死です。自殺の背景には、精神保健上の問題だけで

なく、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤立などの様々な社会的要因があること

が知られています。このため、自殺対策は、社会における「生きることの阻害要因（自殺リ

スク要因）」を減らし、「生きることの促進要因（自殺に対する保護要因）」を増やすことを

通じて、社会全体の自殺リスク低下を推進していく必要があります。

我が国の自殺対策は平成 18 年に自殺対策基本法が施行されて以降、「個人の問題」と認

識されがちであった自殺は広く「社会の問題」と認識されるようになり、国を挙げて自殺対

策を総合的に推進した結果、自殺で亡くなる人数の年次推移は減少傾向にあるなど、着実に

成果を上げています。

しかし、それでも自殺者数の累計は毎年２万人を超える水準で積み上がっているなど、非

常事態はいまだ続いており、決して楽観できる状況にはありません。

このような状況の中、「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現を目指して自殺

対策を更に総合的かつ効果的に推進するため、平成 28 年に、自殺対策基本法が改正されま

した。改正法には、自殺対策が「生きることの包括的な支援※」として実施されるべきこと

等が基本理念に明記されるとともに、自殺対策の地域間格差を解消し、誰もが等しく支援を

受けられるよう、全ての都道府県及び市町村が「都道府県自殺対策計画」又は「市町村自殺

対策計画」を策定することとされました。

近年の自殺対策に関する情勢を踏まえ、「三股町第２期自殺対策行動計画」を策定します。

２ 計画の根拠

この計画は、自殺対策基本法第 13 条 2 項に定める「市町村自殺対策計画」であり、本町

の実情を踏まえた自殺対策を推進するために策定するものです。

【根拠法令（抜粋）】

自殺対策基本法（第 13条 2項）

市町村は、自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画並びに地域の実情を

勘案して、当該市町村の区域内における自殺対策についての計画（次条におい

て「市町村自殺対策計画」という。）を定めるものとする。
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３ 国の主な動向

我が国においては、平成 10 年に自殺者数が急増するまでは自殺問題が行政上の課題とさ

れることは少なく、その後も自殺対策について国全体としての基本方針は策定されませんで

した。

このような状況の下、自殺予防活動や遺族支援に取り組む民間団体等から、「個人だけで

なく社会を対象とした自殺対策を実施すべきだ」といった声が強く出されるようになり、国

会においても平成 17 年７月には参議院厚生労働委員会において「自殺に関する総合対策の

緊急かつ効果的な推進を求める決議」が全会一致で行われました。この決議を受けて政府は

関係省庁が一体となった取組に着手することとなり、平成 18 年６月に「自殺対策基本法」

が成立しました。

平成 19 年６月には、自殺対策基本法に基づき政府が推進すべき自殺対策の指針を定めた

「自殺総合対策大綱」が閣議決定されました。

その後、平成20年10月に一部改正、平成24年８月に初めて全体的な見直しが行われ、

平成 29 年７月に、「自殺総合対策大綱 ～誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現

を目指して～」が閣議決定されました。

【国の主な動向】

平成 10年  全国の自殺者数が３万人を突破

平成 18年 6月 「自殺対策基本法」成立

10 月 内閣府に「自殺総合対策会議」設置

平成 19年 4月 内閣府に「自殺対策推進室」設置

6 月 「自殺総合対策大綱」閣議決定

平成20年 10月 「自殺対策加速化プラン」決定（自殺総合対策会議）

平成 22年 2月 「いのちを守る自殺対策緊急プラン」決定（自殺総合対策会議）

平成 24年 8月 「自殺総合対策大綱」の見直し

平成 28年 3月 「自殺対策基本法の一部を改正する法律」成立

平成 29年 7月 新たな「自殺総合対策大綱」閣議決定
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４ 宮崎県の動向

宮崎県の自殺者数は、平成 10 年以降、概ね 300 人台後半で推移し、自殺死亡率※は全国

的に見て、高い状態で推移してきました。平成 20 年度の自殺対策行動計画策定以降、自殺

対策の推進等による減少が進み、平成 29 年には 199 人にまで減少しました。しかしなが

ら、自殺死亡率は全国で９番目の高さとなっており、依然として厳しい状況が続いています。

このような状況の中で、誰も自殺に追い込まれることのない地域社会の実現を目指して、

平成 29 年３月に「宮崎県自殺対策行動計画（第３期計画）」が策定されています。

５ 計画の数値目標

「みんなが 気づき・つなぎ・見守りができるまち みまた」の基本理念の下、本町の自

殺対策を通じて最終的に目指すのは、国の自殺総合対策大綱にあるとおり「誰も自殺に追い

込まれることのない社会の実現」です。

本町では毎年５人前後が自殺で亡くなっているという状況から、計画最終年度の平成 35

年度（2023）までに年間自殺者数を０人とすることを本計画の数値目標とします。

【「宮崎県自殺対策行動計画（第３期計画）」の概要】

【施策の体系】

１ 自殺対策を進めるための基盤の強化

（１）自殺対策に係るネットワークの構築・運営

（２）県内の自殺の実態把握

（３）市町村自殺対策計画の策定支援や民間団体の活動支援

２ 一次予防（事前予防）

（１）うつ病や自殺予防等に関する普及啓発

（２）様々な職種や分野の方々を対象にした人材養成

（３）地域の見守りや居場所づくり

３ 二次予防（自殺発生への危機対応）

（１）ハイリスク者の早期発見・早期対応

（２）相談対応等による支援

４ 三次予防（事後対応）

（１）自殺未遂者の支援

（２）自死遺族の支援
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第２章 本町の自殺に関する状況

１ 統計データからみる本町の自殺の状況

（１）自殺者数・自殺死亡率の推移

本町の自殺者数・自殺死亡率の推移（図 1-1）をみると、自殺者数は５人前後で推移

しています。また自殺死亡率は近年上昇傾向にあります。

本町・全国・宮崎県の自殺死亡率の推移（図 1-2）をみると、平成 28 年、平成 29

年の自殺死亡率は全国・宮崎県を上回っています。
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【図1-1 三股町の自殺者数・自殺死亡率の推移】
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【図1-2 三股町・全国・宮崎県の自殺死亡率の推移】

三股町自殺死亡率 全国自殺死亡率 宮崎県自殺死亡率

資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」

※本町の自殺死亡率の算出方法は、169 頁に掲載している「自殺死亡率」の用語解説をご参照ください。
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（２）性別自殺死亡率の推移

平成 21～29 年（平均）本町・全国・宮崎県の性別自殺死亡率（図 2-1）をみると、

本町の性別自殺死亡率は男性が 26.8、女性が 12.2 となっています。

また、本町と全国・宮崎県の平成 21～29 年（平均）性別自殺死亡率を比較すると、

本町の男性、女性ともに全国・宮崎県より低くなっています。

【図 2-1 平成 21～29 年（平均）本町・全国・宮崎県の性別自殺死亡率】
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【図2-2 三股町・全国・宮崎県の男性自殺死亡率の推移】
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【図2-3 三股町・全国・宮崎県の女性自殺死亡率の推移】

三股町自殺死亡率 全国自殺死亡率 宮崎県自殺死亡率

資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」
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（３）年代別自殺者数・自殺死亡率の推移

本町の年代別自殺者数（図 3-1）をみると、60 歳以上が多くなっています。

また、平成 21～29 年（平均）本町・全国・宮崎県の性別・年代別自殺死亡率をみる

と、図 3-3 のとおり全国・宮崎県と比較して、女性の「80 歳以上」が特に高くなって

います。
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【図3-1 三股町の年代別自殺者数】
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【図3-2 平成21～29年（平均）三股町・全国・宮崎県の男性・年代別自殺死亡率】
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【図3-3 平成21～29年（平均）三股町・全国・宮崎県の女性・年代別自殺死亡率】
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資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」
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（４）職業別の状況

平成 24～29 年（平均）本町・全国・宮崎県（図 4-1）をみると、本町の職業別の

自殺者数は、「無職者」が 69.9％（うち「主婦」3.3％、「失業者」3.3％、「年金・

雇用保険等生活者」40.0％、「その他」23.3％）と最も多く、次いで「被雇用・勤め

人」が 23.3％となっています。

また、本町と全国・宮崎県の職業別自殺者数の構成割合を比較すると、「無職者」の

割合が全国・宮崎県より高くなっています。

    

自営業・

家事従事者

3.3%

7.4%

10.6%

被雇用・

勤め人

23.3%
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3.3%
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無職

（主婦）

3.3%

6.5%

6.3%

無職

（失業者）

3.3%

4.2%

2.2%

無職（年金・

雇用保険等

生活者）

40.0%

24.8%

28.5%

無職

（その他）

23.3%

23.9%

24.5%

不詳

1.6%

0.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

三股町

全国

宮崎県

【図4-1 平成24～29年（平均）三股町・全国・宮崎県】
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【図4-2 三股町の職業別自殺者数の構成割合の推移】

資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」
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（５）原因・動機別の状況

平成 24～29 年（平均）本町・全国・宮崎県（図 5-1）をみると、本町の原因・動

機別自殺者数は「健康問題」が 48.7％と最も多く、次いで「家庭問題」が 20.5％、「経

済・生活問題」が 12.8％となっています。

また、本町と全国・宮崎県の原因・動機別自殺者数を比較すると、「家庭問題」の割

合が全国・宮崎県より高くなっています。

ただし、自殺の多くは多様かつ複合的な原因及び背景を有しており、様々な要因が連

鎖する中で起きているため、総合的な自殺対策が必要となります。
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【図5-1 平成24～29年（平均）三股町・全国・宮崎県】
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【図5-2 三股町の原因・動機別自殺者数構成割合の推移】

資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」
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（６）同居人別の状況

平成 21～29 年（平均）本町・全国・宮崎県（図 6-1）をみると、本町の同居人の

状況別自殺者数の構成割合は「あり」が 61.4％、「なし」が 38.6％となっています。

また、本町と全国・宮崎県同居人の状況別自殺者数の構成割合を比較すると、「あり」

が低く、「なし」が高くなっています。

    

あり

61.4%

69.5%

71.6%

なし

38.6%

29.3%

28.4%

不詳

1.3%
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【図6-1 平成21～29年（平均）三股町・全国・宮崎県】

（７）自殺未遂の状況

平成 21～29 年（平均）本町・全国・宮崎県（図 7-1）をみると、本町の自殺未遂

歴の有無別の自殺者数は「あり」が 11.4％、「なし」が 52.3％となっています。

また、本町と全国・宮崎県の自殺未遂歴の有無別自殺者数の構成割合を比較すると、

「あり」、「なし」の割合のいずれも全国・宮崎県より低くなっています。
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19.0%
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【図7-1 平成21～29（平均）三股町・全国・宮崎県】

資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」

資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」
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２ 町民アンケート調査結果（抜粋）からみる本町の状況

※ 町民アンケート調査の概要については、17頁をご参照ください。

問 現在の自分の「こころ」の健康状態をどう思いますか。

「健康である」、「まあまあ健康である」と回答した方の合計が約９割で、宮崎県

調査結果とほぼ同様となっています。

  

選択肢 回答数 割合

健康である 346 41.5%

まあまあ健康である 385 46.2%

健康ではない 56 6.7%

わからない 26 3.1%

無回答 20 2.4%

サンプル数 833 100.0%

41.5%

46.2%

6.7%

3.1%

2.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【宮崎県調査結果との比較】
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無回答
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問 あなたは、この１か月間に日常生活で不満、悩み、苦労、ストレスなどがあ

りましたか。

「大いにある」、「多少ある」と回答した方の合計が約７割で、宮崎県調査結果と

ほぼ同様となっています。

   

選択肢 回答数 割合

大いにある 109 13.1%

多少ある 446 53.5%

あまりない 205 24.6%

まったくない 52 6.2%

無回答 21 2.5%

サンプル数 833 100.0%

13.1%

53.5%

24.6%

6.2%

2.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【宮崎県調査結果との比較】
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問 仮に、あなたが、よく眠れない日が２週間以上続いたら、医療機関を受診し

ますか。

「受診しない」と回答した方が約４割で、宮崎県調査結果とほぼ同様となっていま

す。

   

選択肢 回答数 割合

かかりつけの内科などの医療機関を受
診する

357 42.9%

受診しない 326 39.1%

精神科などの専門の医療機関を受診す
る

126 15.1%

無回答 24 2.9%

サンプル数 833 100.0%

42.9%

39.1%

15.1%

2.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【宮崎県調査結果との比較】
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問 あなたは、下記にある「うつ病のサイン」を知っていましたか。

「知らなかった」と回答した方が約２割で、宮崎県調査結果とほぼ同様となってい

ます。

   

選択肢 回答数 割合

よく知っていた 170 20.4%

少しは知っていた 466 55.9%

知らなかった 176 21.1%

無回答 21 2.5%

サンプル数 833 100.0%

20.4%

55.9%

21.1%

2.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【宮崎県調査結果との比較】

   

20.4%

55.9%

21.1%

2.5%

21.3%

56.2%

20.2%

2.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

よく知っていた

少しは知っていた

知らなかった

無回答
三股町

宮崎県

【うつ病のサイン】

○自分で感じる症状

・憂うつ、気分が重い、何をしても楽しくない、興味がわかない、イライラする、眠

れない、いつもよりかなり早く目が覚める、決断が下せない、悪いことをしたように

感じて自分を責める、死にたくなる など

○周りから見てわかる症状

・表情が暗い、涙もろい、反応が遅い、落ち着かない、飲酒量が増える など

○身体に出る症状

・食欲がない、体がだるい、疲れやすい、性欲がない、頭痛や肩こり、動悸、胃の不

快感、便秘がち、めまい、口が渇く など
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問 仮に、あなたが自分自身の「うつ病のサイン」に気づいたとき、自分から精

神科などの専門の医療機関へ相談しに行こうと思いますか。

「思う」と回答した方が 48.1％で、宮崎県調査結果と比較して 5.1 ポイント上回

っています。

   

選択肢 回答数 割合

思う 401 48.1%

思わない 122 14.6%

わからない 298 35.8%

無回答 12 1.4%

サンプル数 833 100.0%

48.1%

14.6%

35.8%

1.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【宮崎県調査結果との比較】
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43.0%

23.0%

30.9%
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

思う

思わない

わからない

無回答
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問 あなたは、もしも身近な人から「死にたい」と打ち明けられたとき、どう対

応するのがよいと思いますか。

「ひたすら耳を傾けて聞く」が 38.4％と最も多く、宮崎県調査結果と比較して 9.9

ポイント上回っています。

    

選択肢 回答数 割合

ひたすら耳を傾けて聞く 320 38.4%

「死にたいくらい辛いんだね」と共感
を示す

148 17.8%

「医師などの専門家に相談した方がよ
い」と提案する

117 14.0%

「死んではいけない」と説得する 74 8.9%

「がんばって生きよう」と励ます 64 7.7%

「つまらないことを考えるな」と叱る 25 3.0%

相談には乗らない、もしくは話題を変
える

6 0.7%

その他 6 0.7%

わからない 40 4.8%

無回答 33 4.0%

サンプル数 833 100.0%

38.4%

17.8%

14.0%

8.9%

7.7%

3.0%

0.7%

0.7%

4.8%

4.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【宮崎県調査結果との比較】
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問 あなたは、これまでの人生のなかで、本気で自殺したいと考えたことがあり

ますか。

「自殺したいと思ったことがある」と回答した方が約２割で、宮崎県調査結果とほ

ぼ同様となっています。

性別でみると、女性が 23.8％で男性より 7.0 ポイント多くなっています。

年代別でみると、19 歳未満、20 歳代、30 歳代、40 歳代が全体の割合の 21.0％

より多くなっています。

    

自殺したいと

思ったことがある

21.0%

16.8%

23.8%

22.2%

26.4%

25.6%

24.8%
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16.7%
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77.0%

79.3%

75.6%

77.8%

73.6%

72.8%

75.2%
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80.2%

78.2%

無回答
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【宮崎県調査結果との比較】
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74.3%

2.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自殺したいと

思ったことがある

自殺したいと

思ったことはない

無回答 三股町

宮崎県
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【性別・年代別（自殺したいと思ったことがあると回答した割合）】

【男性】

宮崎県調査結果と比較すると、20 歳代で上回っています。

    

26.1%

13.9%

22.8%

22.2%

13.6%

5.4%

10.7%

23.9%

23.4%

27.4%

15.6%

15.7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

【男性年代別】

三股町

宮崎県

【女性】

宮崎県調査結果と比較すると、70 歳代で上回っています。

    

26.7%

30.3%

26.1%

20.2%

18.1%

29.7%

32.3%

42.7%

30.3%

32.5%

26.9%

15.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

【女性年代別】

三股町

宮崎県



自殺対策行動計画

第２章 本町の自殺に関する状況

128

問 あなたがこころの悩みの相談をしたいと思った場合、相談先の情報をどのよ

うに得ますか。（複数回答）

「インターネット」が 56.5％と最も多く、宮崎県調査結果と比較して 18.6 ポイン

ト上回っています。

    

選択肢 回答数 割合

インターネット 471 56.5%

家族や友人、同僚等身近な人に聞く 380 45.6%

行政機関に問い合わせる 200 24.0%

こころの電話帳など行政が発行する相
談窓口のリーフレットで確認する

122 14.6%

広報紙を見る 97 11.6%

テレビ 80 9.6%

新聞 71 8.5%

電話帳（ハローページ） 65 7.8%

ラジオ 34 4.1%

その他 3 0.4%

調べない 35 4.2%

サンプル数 833

56.5%

45.6%

24.0%

14.6%

11.6%

9.6%

8.5%

7.8%

4.1%

0.4%

4.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【宮崎県調査結果との比較】

     

56.5%

45.6%

24.0%

14.6%

11.6%

9.6%

8.5%

7.8%

4.1%

0.4%

4.2%

37.9%

41.9%

23.8%

13.8%

11.7%

12.0%

11.2%

12.9%

5.1%

1.9%

5.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

インターネット

家族や友人、

同僚等身近な人に聞く

行政機関に問い合わせる

相談窓口の

リーフレットで確認する

広報紙を見る

テレビ

新聞

電話帳

（ハローページ）

ラジオ

その他

調べない
三股町

宮崎県
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問 今後、必要と思われる自殺対策は何だと思いますか。（複数回答）

「学校での『いのちの教育』の充実」が 59.5％と最も多く、次いで、「高齢者の孤

独を防ぐ対策」の 44.4％、「経済面での生活の相談・支援の充実」の 44.1％の順と

なっており、宮崎県調査結果とほぼ同様となっています。

   

選択肢 回答数 割合

学校での「いのちの教育」の充実 496 59.5%

高齢者の孤独を防ぐ対策 370 44.4%

経済面での生活の相談・支援の充実 367 44.1%

精神科医等の専門医へ受診しやすい環
境づくり

358 43.0%

失業対策や雇用対策の充実 309 37.1%

職場や地域での相談窓口の充実 293 35.2%

自殺に関する電話相談の充実 272 32.7%

かかりつけ医・精神科医・相談機関な
どのネットワークづくり

267 32.1%

自殺未遂者の相談や支援 211 25.3%

自殺予防に関する普及・啓発の充実 182 21.8%

地域で共生するためのまちづくり 176 21.1%

自死遺族の相談や支援 120 14.4%

その他 21 2.5%

サンプル数 833

59.5%

44.4%

44.1%

43.0%

37.1%

35.2%

32.7%

32.1%

25.3%

21.8%

21.1%

14.4%

2.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【宮崎県調査結果との比較】

   

59.5%

44.4%

44.1%

43.0%

37.1%

35.2%

32.7%

32.1%

25.3%

21.8%

21.1%

14.4%

2.5%

51.2%

48.8%

46.8%

36.0%

40.0%

33.4%

23.3%

26.1%

20.5%

18.1%

23.9%

9.6%

5.6%

0% 20% 40% 60% 80%

学校での

「いのちの教育」の充実

高齢者の孤独を防ぐ対策

経済面での

生活の相談・支援の充実

精神科医等の専門医へ

受診しやすい環境づくり

失業対策や雇用対策の充実

職場や地域での

相談窓口の充実

自殺に関する

電話相談の充実

ネットワークづくり

自殺未遂者の相談や支援

自殺予防に関する

普及・啓発の充実

地域で共生するための

まちづくり

自死遺族の相談や支援

その他

三股町

宮崎県



自殺対策行動計画

第２章 本町の自殺に関する状況

131

３ 本町の自殺の特徴・傾向

性別・年代別自殺死亡率をみると、図１のとおり全国・宮崎県と比較して、女性の「80

歳以上」が特に高くなっています。

また、職業別自殺者数の構成割合をみると、図２のとおり「無職者」の割合が全国・宮崎

県より高くなっています。

自営業・

家事従事者

3.3%

7.4%

10.6%

被雇用・

勤め人

23.3%

28.1%

25.7%

学生・

生徒等

3.3%

3.5%

1.8%

無職

（主婦）

3.3%

6.5%

6.3%

無職

（失業者）

3.3%

4.2%

2.2%

無職（年金・

雇用保険等

生活者）

40.0%

24.8%

28.5%

無職

（その他）

23.3%

23.9%

24.5%

不詳

1.6%

0.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

三股町

全国

宮崎県

12.3 

0.0 0.0 0.0 

7.0 6.0 6.3 
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81.0 

0

20

40
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80

100

総数 19歳未満 20～

29歳

30～

39歳

40～

49歳

50～

59歳

60～

69歳

70～

79歳

80歳以上

三股町

全国

宮崎県

さらに、自殺総合対策推進センターが作成した本町の「地域の主な自殺の特徴」は次のと

おりとなっています。

上位５区分
自殺者数

5年計
割合

自殺率

(10 万対)
背景にある主な自殺の危機経路（注）

1 位:男性 60 歳以上無職同居 5 20.8% 56.2
失業（退職）→生活苦＋介護の悩み（疲

れ）＋身体疾患→自殺

2 位:女性 60 歳以上無職独居 4 16.7% 80.9
死別・離別＋身体疾患→病苦→うつ状態

→自殺

3 位:男性 60 歳以上無職独居 3 12.5% 190.6
失業（退職）＋死別・離別→うつ状態→

将来生活への悲観→自殺

4 位:男性 40～59 歳有職同居 3 12.5% 25.0
配置転換→過労→職場の人間関係の悩み

＋仕事の失敗→うつ状態→自殺

5 位:女性 60 歳以上無職同居 2 8.3% 15.6 身体疾患→病苦→うつ状態→自殺

（注）「背景にある主な自殺の危機経路」は自殺実態白書 2013（ライフリンク）を参考にしています。

以上のことから、本町で重点的に支援を展開する対象者を「高齢者」及び「生活困窮者」

とし、本計画「第５章 第２節 重点施策」に基づき取組を推進します。

図 1 性別・年代別自殺死亡率（女性） 図 2職業別自殺者数の構成割合

地域の主な自殺の特徴（特別集計（自殺日・住居地、平成 24～28 年合計）
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第３章 これまでの実施状況と今後の課題

平成 26 年度から平成 30 年度までの第１期計画期間では、本町の年間自殺者数０人の実

現のために、４つの基本的施策を設定し総合的に計画を推進してきました。それぞれの基本

施策に応じた実施状況と今後の課題は以下のとおりです。

１ 基本施策１ 自殺予防に向けた普及啓発の充実

（１）自殺に関する情報提供

【実施状況】

○回覧、広報を通じて自殺予防に関する啓発を行っています。

○必要に応じて、社会福祉協議会や三股町基幹相談センター、福祉課などの関係機関

で情報の共有化を図っています。

【今後の課題】

○ホームページやフェイスブックを活用した啓発。

○全庁的な情報共有化。

（２）普及啓発活動の推進

【実施状況】

○自殺予防週間※や自殺対策強化月間※は、役場庁舎内、図書館、福祉・消費生活相談

センター、総合福祉センターの各所でのぼり旗や、資料の掲示など啓発ブースを設置

しています。

○民生委員・児童委員を対象とした傾聴講座を行い、精神疾患や自殺に対する理解を

深めてもらいました。

【今後の課題】

○高齢者サロンリーダーや健康づくり推進員など地域の様々なリーダーへの普及啓発。

○町内の学校や企業を対象とした普及啓発。

２ 基本施策２ 自殺予防のための相談・支援の充実

（１）自殺に関する相談窓口の充実

【実施状況】

○相談窓口の周知のため、福祉・消費生活相談センターの案内が記載されたティッシ

ュやマスク等を、自殺対策予防週間や自殺対策強化月間、特定健診時やふるさとまつ

りの際などに配布を行っています。

○自殺対策に関して、各相談機関の連携を図っています。

基本施策１ 自殺予防に向けた普及啓発の充実

基本施策２ 自殺予防のための相談・支援の充実基本施策２ 自殺予防のための相談・支援の充実
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【今後の課題】

○福祉・消費生活相談センターのより一層の周知。

○各相談機関の連携強化。

（２）各種相談機関ネットワークの強化

【実施状況】

○自殺対策に係る連絡調整など地域における見守りや相談体制の充実のために、関連

機関、関連団体等を構成員とする三股町自殺対策連絡協議会を設置しています。

○本町の自殺の実態や自殺対策の取組に関する事項について、庁内関係課との情報共

有を図っています。

【今後の課題】

○各相談機関の連携強化。（再掲）

○全庁的な情報共有化。（再掲）

（３）相談従事者等の資質の向上

【実施状況】

○各相談機関と自殺に関する情報を共有することにより、相談従事者等の資質の向上

につながっています。

【今後の課題】

○資質向上のための研修会等の開催。

３ 心の健康づくりと心の病気の早期発見・早期治療の促進

（１）心の健康づくり推進

【実施状況】

○様々な機会を捉えて、ストレスの対処法や自殺、精神疾患等についての正しい知識

の普及に努めています。

【今後の課題】

○宮崎県等が開催する心の健康づくり推進のための講演会や教室の周知。

（２）心の病気の早期発見の促進

【実施状況】

○福祉課や福祉・消費生活相談センター、健康管理センター等で随時相談を受け付け

ており、継続した支援が必要と判断した場合は、関係機関で連携を行いながら支援を

行っています。

基本施策３ 心の健康づくりと心の病気の早期発見・早期治療の促進
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【今後の課題】

○福祉・消費生活相談センターのより一層の周知。（再掲）

４ 基本施策４ 自殺未遂者、遺族等への心のケアの充実

（１）自殺未遂者等のハイリスク者への対応

【実施状況】

○三股町役場担当職員、都城保健所、都城市内の救急医療機関、都城市役所担当職員

を構成員として、定期的に自殺未遂者支援連絡会を行っています。

○自殺未遂者が、協力の得られている救急医療機関に搬送されてきた際、全員に相談

先のリーフレット等を配布しています。

【今後の課題】

○関係機関等との更なる連携強化。

（２）遺族等へのこころのケアの支援

【実施状況】

○宮崎県が定期的に開催している「自死遺族のつどい」の案内カードを福祉課窓口に

常置するなど、周知に努めています。

【今後の課題】

○宮崎県等が開催する心のケアに向けた勉強会や講演会等の周知強化。

基本施策４ 自殺未遂者、遺族等への心のケアの充実
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第４章 基本理念等

１ 基本理念

自殺は社会の努力で避けることのできる死であるというのが、世界の共通認識となってい

ます。

経済・生活問題、健康問題、家庭問題等自殺の背景・原因となる様々な要因のうち、失業、

倒産、多重債務、長時間労働等の社会的要因については、制度、慣行の見直しや相談・支援

体制の整備という社会的な取組により解決が可能です。また、健康問題や家庭問題等一見個

人の問題と思われる要因であっても、専門家への相談やうつ病等の治療について社会的な支

援の手を差し伸べることにより解決できる場合もあります。

自殺はその多くが追い込まれた末の死であり、その多くが防ぐことができる社会的な問題

であるとの基本認識の下、自殺対策を、生きることの包括的な支援として、町全体の自殺リ

スクを低下させるとともに、一人一人の生活を守るという姿勢で展開します。

そのため、本計画の基本理念を次のように定めます。

２ 基本施策・重点施策

基本理念の実現に向けて、全国的に実施することが望ましいとされている「５つの基本施

策」、本町の自殺の実態分析から優先的な課題とする「２つの重点施策」を定めます。

【基本理念】

「みんなが 気づき・つなぎ・見守りができるまち みまた」

【基本施策】

１ 地域におけるネットワークの強化

２ 自殺対策を支える人材の育成

３ 住民への啓発と周知

４ 生きることの促進要因への支援

５ 児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育

【重点施策】

高齢者、生活困窮者
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３ 施策の体系

【 基本理念 】

「みんなが 気づき・つなぎ・見守りができるまち みまた」

【 基本施策 】

１ 地域におけるネットワークの強化

２ 自殺対策を支える人材の育成

（１）関係機関・相談機関等とのネットワークの強化

（１）住民を対象とする研修

（２）様々な職種を対象とする研修

（３）学校教育に関わる人への研修

3 住民への啓発と周知

（１）リーフレット・啓発グッズの作成と活用

（２）住民向け講演会・イベント等の開催

（３）ホームページ・広報紙等を活用した啓発

４ 生きることの促進要因への支援

（１）居場所づくり

（２）自殺未遂者等への支援

（３）遺された人への支援

５ 児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育

（１）ＳＯＳの出し方に関する教育の実施

【 重点施策 】

高齢者

生活困窮者
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第５章 いのちを支える自殺対策における取組

第１節 基本施策

１ 地域におけるネットワークの強化

本町の自殺対策を推進する上で最も基礎となる取組が、ネットワークの強化です。

自殺の多くは、家庭や学校、職場の問題、健康問題などの様々な要因が関係しているもの

であり、それらに適切に対応するためには、地域の多様な関係者が連携、協力して、実効性

ある施策を推進していくことが大変重要となります。このため、自殺対策に係る相談支援機

関等の連携を図り、ネットワークの強化を進めます。

（１）関係機関・相談機関等とのネットワークの強化

① 三股町自殺対策連絡協議会における連携強化

本町では自殺対策に係る連絡調整など地域における見守りや相談体制の充実のため

に、都城保健所、都城警察署、宮崎県南部福祉こどもセンター、医療機関、関係団体、

関係企業、民生委員児童委員協議会、庁内関係課職員を構成員とする三股町自殺対策

連絡協議会を設置しています。今後も、本町の自殺実態の情報共有化を図り、連携を

強化していきます。

② 庁内自殺対策ワーキングチームにおける連携強化

庁内関係部署で組織されており、緊密な連携と協力により、庁内横断的な自殺対策

に取り組んでいきます。

③ 自殺未遂者支援連絡会への出席

都城保健所が実施する自殺未遂者支援連絡会では、三股町役場担当職員、都城市内

の救急医療機関、都城市役所担当職員が構成員となり、情報共有化を図っています。

今後も継続的に会議への出席をしていきます。

④ 三股町福祉・消費生活相談センターでの相談業務

本町では、こころと消費の相談窓口として三股町福祉・消費生活相談センターを設

置しています。今後も継続して実施するとともに情報の共有化を図り、必要に応じて

専門機関につなぎます。

⑤ 相談機関との連携強化

庁内の相談窓口や地域包括支援センター、子育て支援センター、障害者基幹相談支

援センター等との連携を強化し、個別に対応が必要な場合はケース会議を開催するな

ど自殺の未然防止を図ります。
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【基本施策１ 評価指標】

項目
現状

（2018）

目標

（2023）

担当部署

（関係機関）

三股町自殺対策連絡協議会の開催 1回/年 1回以上/年 福祉課

ワーキングチームでの「生きる支援関連施策」

の評価・検証
未実施 1回以上/年 福祉課

２ 自殺対策を支える人材の育成

自殺対策を支える人材の育成は、本町の自殺対策を推進する上で基礎となる取組です。

様々な悩みや生活上の困難を抱える人に対しての早期の「気づき」が重要であり、「気づき」

のための人材育成の施策を充実させる必要があります。町民や様々な分野の関係者等に対し

研修会を開催し、地域で支え手となる人材の育成を強化していきます。

（１）住民を対象とする研修

① 傾聴講座の開催

本町では、ゲートキーパー※を養成する目的で、町民向けの傾聴講座を実施していま

す。今後も傾聴講座を幅広く町民に周知し、より多くの受講者の参加促進を図ります。

② 傾聴スキル講演会の実施

地域のリーダーとして町民と接する機会の多い民生委員・児童委員や高齢者サロン

リーダー、健康づくり推進員など地域の様々なリーダーを対象にした傾聴スキル講演

会の開催に向けて取り組みます。

（２）様々な職種を対象とする研修

① 様々な分野の団体等を対象とした研修の実施

保健、医療、福祉、経済、労働など、様々な分野における団体に、傾聴講座を幅広

く周知し、受講者の参加促進を図ります。また、団体向けの出前講座の実施を検討し

ます。
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② 役場職員を対象とした研修の実施

庁内における窓口や相談、徴収業務等の際、早期発見の役割を担う人材育成及び全

庁的な連携を図るため、全職員を対象としたゲートキーパー養成講座の実施を検討し

ます。

（３）学校教育に関わる人への研修

① 学校関係者を対象とする研修

学校関係者が児童生徒向けのSOSの出し方に関する教育※内容を把握できるように、

必要時は圏域で連携を行いながら研修の開催を検討します。

【基本施策２ 評価指標】

項目
現状

（2018）

目標

（2023）

担当部署

（関係機関）

傾聴講座開催回数 2クール/年 2クール以上/年 福祉課

役場職員を対象とした研修の実施 未実施 1回以上/年 福祉課

３ 住民への啓発と周知

行政としての町民との様々な接点を活かして相談機関等に関する情報を提供し、講演会等

を開催することで町民が自殺対策について理解を深めることのできる機会を増やします。あ

わせて、広く地域全体に向けた啓発も強化します。

（１）リーフレット・啓発グッズの作成と活用

① 啓発ブースの設置

命の大切さの理解を深めるとともに、町民一人一人の気づきと見守りを促すため、

自殺予防週間（９月１０日～１６日）や自殺対策強化月間（３月）は、役場庁舎内、

図書館、福祉・消費生活相談センター、総合福祉センターの各所でのぼり旗や、資料

の掲示など啓発ブースを設置しており、今後も継続します。
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② 自殺予防コーナーの設置

役場庁舎内において、自殺予防コーナーを設置し、自殺対策に関するパンフレット

等を設置しています。今後も継続するとともに、コーナー内の充実を図ります。

③ 公園内の看板の設置

町内の公園施設が自殺発生の場所となる場合もあるため、公園内に自殺予防に関す

る啓発物の設置をしています。今後も継続して啓発を行います。

（２）住民向け講演会・イベント等の開催

① 街頭キャンペーンの実施

自殺対策強化月間に、町内２か所の商業施設で街頭キャンペーンを実施しており、

今後も継続します。

② 各種イベントでの啓発活動

町民の多く集う「春まつり」、「ふるさとまつり」及び「モノづくりフェア」といっ

た各種イベントの際に自殺対策ブースの設置を行ったり、自殺予防に関するリーフレ

ット等の配布を行うなど、広く住民に心の健康や自殺問題に対する理解の促進と啓発

に努めます。

③ 地区座談会でのリーフレット等の配布

自立と協働で創る元気なまちの実現に向けて、地域の方々のご意見を町政に反映さ

せるために、各地区単位で座談会を実施しています。その際に、自殺対策の啓発物等

の配布を行うことを検討します。

④ 成人式でのリーフレットの配布

新成人にリーフレットを配布し、実行委員や主催者側から新成人に対して、いのち

や暮らしの危機に陥った際に相談できる場所として様々な相談機関があることを伝え

ます。

（３）ホームページ・広報紙等を活用した啓発

① 広報紙や回覧を活用した啓発

広報紙や回覧を通じて自殺予防に関する啓発を行っています。今後も継続するとと

もに、誰もが理解しやすい情報提供に努めます。
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② 町ホームページやフェイスブックを活用した啓発

町ホームページやフェイスブックなど若年層がアクセスしやすいインターネットサ

イトでの啓発を行っていきます。

【基本施策３ 評価指標】

項目
現状

（2018）

目標

（2023）

担当部署

（関係機関）

啓発ブースの設置 5か所 5か所以上 福祉課

自殺予防コーナーの設置 福祉課のみ 全課 全課

町ホームページやフェイスブックを活用した

啓発
未実施 1回以上/年掲載 福祉課

うつ病のサインを知らなかったと回答した方

の割合
21.1% 15%以下 福祉課

うつ病のサインに気づいたとき、自ら医療機

関に相談しに行くと回答した方の割合
48.1% 55%以上 福祉課

４ 生きることの促進要因への支援

自殺対策は、「生きることの阻害要因」を減らす取組に加えて、「生きることの促進要因」

を増やす取組を行い、双方の取組を通じて自殺リスクを低下させる方向で推進する必要があ

ります。そのため、本町においても自殺対策と関連の深い様々な分野での取組を幅広く推進

していきます。

（１）居場所づくり

① 図書館の管理事業

町民の生涯学習の場として読書環境の充実や、映画鑑賞会・お話会の開催など教育・

文化サービスの提供を行っています。住民の生涯学習や憩いの場、居場所として開か

れた図書館づくりを行い、自殺対策担当課と協力しながら住民の支援を行っていきま

す。
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② いきがいデイサービス

三股町社会福祉協議会に委託し、閉じこもりがちな高齢者（チェックリスト該当者

や要支援 1、２の方）が交流を図ったり入浴等を日帰りで受けています。家に閉じこ

もりがちな高齢者が、外に出て他者と交流の機会を持つことは、重要な自殺対策にな

ると考えられるため、今後も事業の継続を行い、高齢者の交流の場の確保を行います。

③ 介護予防事業

高齢者が要介護状態となることの予防、要介護状態等の軽減や重度化の防止を目的

として「足もと元気教室」や「こけないからだ体操」、「元気アップ教室」、「脳ハツラ

ツ倶楽部」の事業を実施しています。教室に参加することで、地域住民同士の交流が

図れたり、参加者の生きがいとなっていることから、今後も継続して事業を続けてい

きます。

④ 健康づくり教室の運営

町民の健康増進のために、リズムウォーキングやエクササイズクラブといった運動

ができる場の提供や健康づくり教室の開催を行っています。参加者同士の交流の場に

なっていることから、今後も事業を継続していきます。

⑤ 相談窓口の周知等

相談窓口の周知のため、三股町福祉・消費生活相談センターの案内が記載されたテ

ィッシュやマスク等を、自殺対策予防週間や自殺対策強化月間、特定健診時やふるさ

とまつりの際などに配布を行っており、今後も継続します。また、気軽に相談できる

ような相談窓口の運営に努めます。

（２）自殺未遂者等への支援

① 自殺未遂者支援連絡会への出席（再掲）

都城保健所が実施する自殺未遂者支援連絡会では、三股町役場担当職員、都城市内

の救急医療機関、都城市役所担当職員が構成員となり、情報共有化を図っています。

今後も継続的に会議への出席をしていきます。

② 自殺未遂者等に対する対応

自殺未遂者が、協力の得られている救急医療機関に搬送された際には、医療機関ス

タッフによる自殺の経緯等について聞き取りを行っています。その中で、同意が得ら

れた方へは保健所保健師に同行して訪問を行っています。また、自殺未遂で搬送され

てきた方全員に、相談先のリーフレット等を配布しています。今後も継続し、心のケ

アを行っていきます。
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（３）遺された人への支援

① 「自死遺族のつどい」の周知

宮崎県では、大切な方を自殺で亡くされた方同士がお互いの悩みや体験などを分か

ち合う場としての交流会「自死遺族のつどい」が開催されています。窓口等の案内カ

ードの設置を継続し、周知に努めていきます。

【基本施策４ 評価指標】

項目
現状

（2018）

目標

（2023）

担当部署

（関係機関）

相談窓口の周知活動 実施 継続 福祉課

５ 児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育

児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育の展開にあたっては、自殺予防の知識を授ける特

別なプログラム（専門家の指導のもとに保護者等の同意を前提とする特別な授業）として位

置づけるのではなく、「生きる包括的な支援」として「困難やストレスに直面した児童生徒が

信頼できる大人に助けの声をあげられる」ということを目標として、学校の教育活動として

位置づけ、保健師などの外部講師が授業を行うという形で実施していくことが考えられます。

今後、国の動向や他自治体の先進的な事例を参考にして、本町に合った取組の実施に向け

た環境づくりを進めます。

（１）ＳＯＳの出し方に関する教育の実施

児童生徒向けのＳＯＳの出し方に関する教育について、文部科学省による教職員の研

修に資する教材の作成・配布、教職員の資質向上のための研修など国の動向や他自治体

の先進的な事例を参考にして取組を検討します。

【基本施策５ 評価指標】

項目
現状

（2018）

目標

（2023）

担当部署

（関係機関）

町内の全ての小中学校においてＳＯＳの出し

方に関する授業を実施
未実施 実施

福祉課

教育課
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第２節 重点施策

１ 高齢者

高齢者は、死別や離別、病気や孤立等をきっかけに複数の問題を連鎖的に抱え込み、結果

的に自殺リスクが急速に高まることがあります。そのため、自殺リスクの高い高齢者の早期

発見・早期支援が大きな課題となっています。

また今後、団塊世代の高齢化がさらに進むことで、介護に関わる悩みや問題も一層増えて

いくことが考えられます。さらには、ひきこもり状態が長期化する中で、本人と親が高齢化

し、支援につながらないまま社会から孤立してしまうなど、高齢者本人だけでなく、家族や

世帯に絡んだ複合的な問題も増えつつあるのが現状です。

そこで、本町は、高齢者支援に関する情報を本人や支援者に対して積極的に発信し、家族

や介護者等への支援（支援者への支援）を推進します。加えて、高齢者一人一人が生きがい

と役割を実感することのできる地域づくりを通じて、「生きることの包括的な支援」を推進し

ていきます。

（１）高齢者向けの支援に関する啓発の推進

高齢者や支援者に対して、高齢者が抱え込みがちな、様々な悩みや問題に対応する相

談・支援機関の存在を伝える取組を進めます。

① 集いの場でのリーフレットの配布

足もと元気教室やこけないからだ体操、元気アップ教室、脳ハツラツ倶楽部などの

参加者に高齢者向けの相談窓口が掲載された啓発リーフレットを配布し、相談先の周

知を図ります。

② 民生委員・児童委員等によるリーフレットの配布

民生委員・児童委員等が地域の見守り活動を行う際、必要に応じて相談窓口が掲載

された啓発リーフレットを配布することにより、相談先の周知を図ります。

（２）傾聴講座の実施及び受講推奨

高齢者の周囲にいる一人一人が「ゲートキーパー」としての役割を担い、高齢者との

接触の機会を活かして必要に応じて早期に支援へとつなげ、相談等の対応・支援を行う

取組を進めます。

① 高齢者との接点のある方への受講推奨

高齢者サロンリーダーや健康づくり推進員、介護保険サービス事業所の管理者や職

員等に対して、傾聴講座の受講を推奨します。
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（３）高齢者が生きがいと役割を実感できる地域づくりの推進

地域における交流会や講座等を通じて、高齢者と地域がつながる機会を増やすなど、

高齢者が生きがいを持って暮らせる地域づくりを進めます。

① 高齢者サロン活動等への支援

高齢者サロンをはじめとする高齢者自身による自主的なグループ活動や生涯学習活

動は、地域交流の場として、あるいは仲間づくりの場として大切な役割を果たしてい

ることから、継続して活動を支援します。

② 就労への支援

高齢者の豊富な経験や技術を活かした就業機会を確保するとともに、シルバー人材

センターの活動を継続して支援します。

（４）高齢者を支援する家族等への支援の提供

家族の介護疲れによる心中などを予防するためにも、高齢者本人への支援だけでなく、

高齢者を支える人（家族等）への支援も推進します。

２ 生活困窮者

生活困窮は「生きることの阻害要因」のひとつであり、自殺のリスクを高める要因になり

かねません。

本町では、多分野の相談機関同士の連携等、生活困窮に陥った人への支援の強化を行いま

す。あわせて、生活困窮に陥っているにも関わらず必要な支援を得られていないなど、自殺

リスクを抱え込みかねない人を支援につなぐ取組の強化と、多分野の関係機関による支援の

ための基盤整備にも取り組みます。

（１）生活困窮者への支援の強化

生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度に基づく取組と自殺対策との連携を強化し

て、自殺のハイリスク者（潜在的なハイリスク者も含めて）に対する支援を充実させま

す。

① 生活困窮者自立支援制度に基づく取組との連携

生活困窮に陥っている対象者に寄り添いながら、より詳細な状況把握に努め、就労

支援や学習支援などの生活困窮者自立支援制度による支援だけでなく、関係機関との

連携による横断的な支援に努めます。
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② 生活保護制度等に基づく取組との連携

生活保護制度による支援とともに、精神疾患等への対応など、支援対象者が持つ様々

なリスクに応じて保健所等の関係機関と連携しながら「包括的な支援」を行います。

（２）支援につなぐ取組の強化

生活困窮者の中には、制度や支援の対象から漏れていることで、誰にも相談できない

まま自殺のリスクを抱え込んでしまう人が少なくありません。そこで、自殺のリスクに

つながりかねない問題を抱えている人を早い段階で必要な支援へと積極的につなぐため

の取組を推進します。

① 税金等の滞納者に対するつなぎの強化

税金・保険料・保育料・貸付金等の未納・滞納がある人は、様々な生活上の問題が

ある可能性があり、徴収の過程で、そのような問題に早期に気づき、支援につなげる

ために、徴収業務の担当課や担当職員との連携を密にします。

② リスクが深刻化する前に相談につなげる仕組みづくり

経済的に厳しい状況に置かれたひとり親家庭について、児童扶養手当の現況届の通

知等の機会を捉え、支援につながるきっかけづくり（相談先の紹介、引き継ぎ）を行

います。また、地域で生活困窮に陥ってリスクのある人の把握を速やかに行い、相談

につなげるための仕組みづくりを検討します。
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第６章 生きる支援関連施策

自殺対策とは「生きることの包括的な支援」であることから、庁内横断的に支援体制を推

進していくことが重要です。そのため、庁内各課の代表からなる「ワーキングチーム」を設

置し、各課の既存事業で自殺対策と関連のある事業を拾い上げ、リスト化しました。これら

の事業については、自殺対策の視点からの事業の捉え方を踏まえ、町の基本施策（５項目）

及び重点施策（２項目）に基づき、関連あるものとして分類しています。

各課の事業でそれぞれ住民と関わる際、もし悩んでいる人に気づき、必要に応じて関係機

関を紹介し、問題解決にあたることが必要な場合においては、話しを聴き、関係部署につな

ぐ役割を、一人一人が担っていくことが望まれます。

さらに、ここに掲載した事業の他にも多くの業務がありますが、あらゆる機会を捉え、住

民に対する啓発と周知を行っていくよう、努めるものとします。

【生きる支援関連施策の表の見方】

(1)担当課:事業等を行う担当課

(2)事業名（事務内容）：事業名、事務内容

(3)自殺対策の視点からの事業の捉え方：事業の概要及び事業における自殺対策の取組

(4)施策：本計画の５つの基本施策と２つの重点施策。具体的には以下のとおり。

各事業で該当する施策に「●」をつけています。

施策名 表での表記

基本施策１ 地域におけるネットワークの強化

基本施策２ 自殺対策を支える人材の育成

基本施策３ 住民への啓発と周知

基本施策４ 生きることの促進要因への支援

基本施策５ 児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育

重点施策１ 高齢者

重点施策２ 生活困窮者

ネットワーク強化

人材育成

啓発と周知

生きる支援

児童生徒等対策

高齢者

生活困窮者

担
当
課

事業名

（事務内容）
自殺対策の視点からの事業の捉え方

施策

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
強
化

人
材
育
成

啓
発
と
周
知

生
き
る
支
援

児
童
生
徒
等
対
策

高
齢
者

生
活
困
窮
者

福
祉
課

障害者福祉事業

障がい者の福祉や利便性向上のため、総合的な保健・福

祉相談、サービスの提供や案内等を行っています。自殺の

リスクを抱えた相談者がいた場合に、その職員が適切な機

関につなぐ等、気づき役としての役割を担えるように、障

害者福祉事業に携わる職員に対してゲートキーパー研修の

実施を検討します。

● ●

(1) (2) (3) (4)
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担
当
課

事業名

（事務内容）
自殺対策の視点からの事業の捉え方

施策

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
強
化

人
材
育
成

啓
発
と
周
知

生
き
る
支
援

児
童
生
徒
等
対
策

高
齢
者

生
活
困
窮
者

福
祉
課

障害者福祉事業

障がい者の福祉や利便性向上のため、総合的な保健・福

祉相談、サービスの提供や案内等を行っています。自殺の

リスクを抱えた相談者がいた場合に、その職員が適切な機

関につなぐ等、気づき役としての役割を担えるように、障

害者福祉事業に携わる職員に対してゲートキーパー研修の

実施を検討します。

● ●

障害者基幹相談支援

センター事業

基幹相談支援センターは、各種障がいを抱えて地域で生活

している方が多く利用されており、様々な方面からの継続し

た支援が必要な対象者に関して、関係機関で情報共有を行い

ながら支援を行っています。今後も相談員として、対象者へ

の気づきや、関係機関との連携に努めていきます。

●

ひとり親家庭等の生活

支援

・児童扶養手当

・母子及び父子家庭医

療費助成

・母子家庭等日常生活

支援事業

ひとり親家庭の経済負担を軽くするため、手当等の支給

を行っています。ひとり親家庭への生きる支援に関する情

報提供を継続して進めます。また相談があった場合は、必

要に応じて関係機関につなぐ支援を行います。

● ● ● ●

高
齢
者
支
援
課

各種介護サービス事業

各種介護サービス事業を展開しています。

自殺に至る要因に、健康に関する不安や介護疲れ等があ

るため、相談を受けた場合は関係機関につなぐなどして連

携した支援を行います。

● ●

いきがいデイサービス

三股町社会福祉協議会に委託し、閉じこもりがちな高齢

者（チェックリスト該当者や要支援 1、2 の方）が、交流

を図ったり入浴等を日帰りで受けています。

利用者負担：300 円/回（昼食は個人負担）

家に閉じこもりがちな高齢者が、外に出て他者と交流の

機会を持つことは、重要な自殺対策になることから、今後

も事業の継続を行い、高齢者の交流の場の確保を行います。

● ●

在宅高齢者福祉サー

ビス

（食の自立支援）

在宅で調理が困難な高齢者に対して、定期的に自宅に訪

問して栄養バランスのとれた食事を提供するとともに、安

否の確認を行っています。（平日の昼食のみ）

配食サービスによる安否確認を行うことで、顔の見える

関係性を築いています。対象者からの相談があり、継続し

た支援が必要な場合には、関係機関と連携を図りながら支

援を行います。

● ● ●
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担
当
課

事業名

（事務内容）
自殺対策の視点からの事業の捉え方

施策

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
強
化

人
材
育
成

啓
発
と
周
知

生
き
る
支
援

児
童
生
徒
等
対
策

高
齢
者

生
活
困
窮
者

高
齢
者
支
援
課

介護予防事業

高齢者が要介護状態となることの予防又は、要介護状態

等の軽減若しくは悪化の防止を目的として「足もと元気教

室」や「こけないからだ体操」、「元気アップ教室」、「脳ハ

ツラツ倶楽部」の事業を実施しています。

教室等に参加することで、地域住民同士の交流が図れた

り、参加者の生きがいとなっています。今後も継続して事

業を続けていきます。

● ●

町
民
保
健
課

食生活向上委員、健康

づくり推進員及び地区

活動に関する業務

適度な運動や、バランスの取れた栄養・食生活などは、

身体だけでなく、こころの健康においても重要な要素とな

るので、今後も事前研修にて様々な健康知識の伝達を行い

ます。各推進員が、事前研修会で学んだ知識を各地区に伝

達し、住民の健康への意識を高めることは、こころの健康

づくりに効果的であると考えられます。

● ● ●

健康づくり教室に関す

る業務

町民の健康増進のために、運動ができる場の提供や、健

康づくり教室の開催を行っています。

・リズムウォーキング：町にお住まいのすべての方を対象

に、月に 1回、外部講師による、運動教室を行っています。

・エクササイズクラブ：町にお住まいの 19 歳以上の方に

対し、運動器具の無料開放を行い、自主的な運動への取り

組みを推進しています。

教室参加者に、健康づくりのきっかけを与え、自主的に

健康管理を行えるようにします。また、参加者同士の交流

の場にもなっているので、今後も事業を継続していけるよ

うにします。

●

健康相談に関する業

務

健康に関する不安や悩みの相談に随時応じ、健康に関す

る不安の軽減に努めます。また、健康管理センターに来た

方の目に付く場所に、自殺防止に関する掲示物を貼る、パ

ンフレットを置く等の啓発を行い、相談しやすい環境を整

えます。

● ●

検診事業

（各種がん検診、結核

検診、肝炎ウイルス検

診、胃がんリスク検診、

人間ドック事業）

疾病の早期発見・早期治療を目的に、各種健診事業を実

施していきます。検診結果をもとに、健康に関する不安の

軽減や重症化予防に努めます。また、検診が受けやすくな

るように、適宜体制の見直しを行っていきます。

●

特定健診、特定保健指

導に関する業務

特定健診を受けた人に、健康相談や保健指導、家庭訪問

等を実施していく中で、健康面や生活面での不安の早期把

握を行い、相談に応じます。また、健康面での不安の軽減

のため、町民自ら健康管理を行っていくことができるよう、

健康に関する知識の普及を行います。

●
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担
当
課

事業名

（事務内容）
自殺対策の視点からの事業の捉え方

施策

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
強
化

人
材
育
成

啓
発
と
周
知

生
き
る
支
援

児
童
生
徒
等
対
策

高
齢
者

生
活
困
窮
者

町
民
保
健
課

母子健康手帳交付業

務

手帳交付の際、心の健康に関する聞き取りや心療内科通

院歴の確認を行い、随時相談に応じます。また、妊娠中、

出産後の相談窓口の紹介を行います。

● ●

新生児訪問・乳児全戸

訪問事業

育児に対する不安の聞き取り、また、エジンバラ産後う

つ（EPDS)質問表を活用しながら、産後うつの早期発見に

努めます。必要に応じて、訪問の実施や乳児健診時の確認

など、継続支援を行います。

●

パパママ教室

出産を控えた家庭を対象とし、擬似体験や育児の情報提

供を行います。

教室を通して、母親同士の交流を図れるよう、内容の充

実に努めます。妊娠中・産後のホルモン変化による心の健

康への影響、及び、妊娠中・産後の相談窓口に関する情報

提供を行い、育児不安の軽減に努めます。

● ●

乳幼児健診、育児教室

に関する業務

健診や教室を通して、育児不安の早期発見に努め、随時

相談に応じます。また、必要に応じて関係機関につなぎま

す。未受診者勧奨に努めます。
● ● ●

未熟児養育医療に関

する業務

育児不安を早期に把握し相談に対応し、不安の軽減に努

めます。
●

戸籍届の審査・受理

に関すること

戸籍に関する届（離婚等）の中で、その後の手続きや今

後の生活に不安をかかえている場合、相談対応を行い担当

係への連携、必要時には他の関係機関への案内を行います。

●

住民の住所異動に関

すること

業務の中でも、住民との関わりが強いことから、対応時

に相談等があった場合には、状況の聞き取りを行い、支援

担当課へ案内しつなげます。

●

住民基本台帳事務に

おけるＤＶ支援措置に

関すること

ＤＶ支援者に関する様々な手続き及び相談について、関

係機関及び関係課と情報を共有し、対応します。
●

国民健康保険・後期高

齢者医療の資格に関

すること

手続き時に支払いに関する相談や問題を抱えているよう

な場合には、担当課につなげ支援します。
● ● ●

40 歳以上の国民健康

保険加入者の特定検

診

特定検診の機会に、健康に関する不安やその他相談等が

あった場合は、必要に応じて様々な支援機関につなげます。
●

重複多受診者の訪問

指導

心身の健康面で不安や問題を抱えている場合が多く、自

殺リスクも高い方もいると思われることから、訪問の際に

は個々の状況を聞き取り、専門機関や担当課への支援へつ

なげます。

●
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担
当
課

事業名

（事務内容）
自殺対策の視点からの事業の捉え方

施策

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
強
化

人
材
育
成

啓
発
と
周
知

生
き
る
支
援

児
童
生
徒
等
対
策

高
齢
者

生
活
困
窮
者

税
務
財
政
課

納税相談事業

窓口業務のスキルを高める研修に参加するとともに、必

要に応じ「三股町福祉・消費生活相談センター」などの相

談窓口との情報共有に努めます。

● ● ●

環
境
水
道
課

公害・環境関係の苦情

相談

近隣から来る雑草・悪臭・騒音等の住環境に関する苦情

について、トラブルの背景には当事者の精神疾患等が絡ん

でいる場合も想定されるため、実際に現場確認と当事者か

らの聴き取りを行い、必要と思われる場合は、各関係機関

に情報提供を行います。

●

水道会計

督促状、催告書、給水停止予告状等を滞納者へ送付後、

来庁された際に、分納等の支払い方法や生活状況の聴き取

りを行い、必要と思われる場合は、各関係機関に情報提供

を行います。

● ●

総
務
課

男女がともに活躍でき

る環境づくり

自殺に至る背景には、健康問題や家庭問題のトラブルの

ほか、仕事の悩み等が関係している場合もあるため、ワー

クライフバランスの実現に向けた啓発活動を実施します。

●

人権を尊重しあらゆる

暴力を許さないまちづ

くり

「三股町女性相談所」において、ＤＶ被害者の相談や支

援を行っています。

自殺対策と直結する取組であり、継続的に実施します。

また、相談のケースに応じて、適切な相談支援先につなぐ

ことができるよう関係機関との連携を強化します。

● ●

差別のない明るい社会

の推進

基本的人権を守るため相談に応じ、住民の人権意識を高

めるための啓発などを行う人権擁護委員の活動に対する支

援を行っています。（人権相談、ＳＯＳミニレター、「子ど

もの人権 110番」電話相談所の啓発）

自殺対策と直結する取組であり、継続的に実施します。

また、相談のケースに応じて、適切な相談支援先につなぐ

ことができるよう関係機関との連携を強化します。

● ● ●

行政相談委員活動の

支援

国や独立行政法人等の行政に対する苦情や相談に応じ、

その問題解決を図る行政相談委員の活動に対する支援を行

っています。

今後も継続的に実施します。

●

消費者行政推進

三股町福祉･消費生活相談センターに相談員を配置して

います。

自殺対策と直結する取組であり、継続的に実施します。

相談のケースに応じて、適切な相談支援先につなぐことが

できるよう関係機関との連携を強化します。また、相談員

は、研修会に参加し資質向上を図ります。

● ● ● ● ●
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担
当
課

事業名

（事務内容）
自殺対策の視点からの事業の捉え方

施策

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
強
化

人
材
育
成

啓
発
と
周
知

生
き
る
支
援

児
童
生
徒
等
対
策

高
齢
者

生
活
困
窮
者

総
務
課

防犯活動の推進
地域安全活動として、商業施設において防犯のチラシを

配布する際に、自殺対策のチラシを配布します。
●

職員の健康管理事務

職員の心身面の健康の維持増進を図るために、職員のス

トレスチェックを行います。また、職員向けのメンタルヘ

ルスに関する講習会の開催を検討します。

●

都
市
整
備
課

公園等の管理及び設

置に関すること

町内の公園施設が自殺発生の場所となる場合もあるた

め、公園内に自殺予防に関する啓発物の設置をしています。

今後も継続して啓発していきます。

●

町営住宅の管理及び

整備に関すること

ゲートキーパー研修を職員が受講することを推奨し、支

援のつなぎを強化します。
● ●

農
業
振
興
課

農業・林業に関する悩

み等の総合相談窓口

の開設

農業・林業に関する悩みを受付ける担当を置き、悩みに

関する情報を一元化し管理します。また、その情報につい

ては、月 1回開催する課内会議の場で、情報を共有し今後

の対応について協議し、必要に応じて、関係機関につなぎ

ます。

● ●

新規就農者に対する支

援

就農支援をする中で、農業に関する様々な悩み等を聞き

ながら、必要に応じて課内会議で情報を共有し、今後の対

応を協議します。

● ●

農地所有者に対する支

援

農業委員会が実施する「農地あっせん売買事業」を活用

する中で、農業を廃止した者の経済的な背景等を聞き取り

しながら、必要に応じて課内会議で情報を共有し、今後の

対応を協議します。

● ●

企
画
商
工
課

地区座談会

自立と協働で創る元気なまちの実現に向けて、地域の

方々のご意見を町政に反映させるために、各地区単位で座

談会を実施しています。その際に、自殺対策の啓発物等の

配布を行うことを検討します。

●

各種イベントの開催

町民が多く集う「春まつり」、「ふるさとまつり」及び「モ

ノづくりフェア」といった各種イベントの際に自殺対策ブ

ースの設置を行ったり、自殺予防に関する啓発物の配布を

行うなど、広く住民に心の健康や自殺問題に対する理解の

促進と啓発に努めます。

●

中小企業等特別融資

制度の補助

町商工会が行う、融資制度の説明等といった会員企業に

対する研修会時には、生きる支援に関する相談先一覧情報

を資料の中に含めたり、自殺対策に関する講義も合わせて

導入するよう働きかけます。

● ●
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担
当
課

事業名

（事務内容）
自殺対策の視点からの事業の捉え方

施策

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
強
化

人
材
育
成

啓
発
と
周
知

生
き
る
支
援

児
童
生
徒
等
対
策

高
齢
者

生
活
困
窮
者

企
画
商
工
課

ネットなお仕事誘致・

創出事業

9月の自殺予防週間や3月の自殺対策強化月間では、「い

のち支える自殺対策」に関する啓発の機会として、情報交

流センター「あつまい」の情報コーナーに、関連チラシを

置いたり、パネル展示をするなど検討していきます。

●

ちっちゃなハートが織

り成す みまたん雇用

創造プロジェクト（実

践型地域雇用創造事

業）

本事業を実施している「三股町地域雇用創造協議会」は、

本町の雇用創出を目的として設立された団体で、雇用を拡

大したい町内企業や、地元で就職や創業を希望している方

にセミナーを開催し、地域の雇用機会を増やすことで地域

の活性化を目指しています。また、町内の特産物を活かし

た商品開発も行っており、地域での普及と雇用の拡大につ

なげています。

9月の自殺予防週間や3月の自殺対策強化月間のセミナ

ー開催時には、生きる支援に関する相談先一覧情報を資料

の中に含めることを検討します。また、各種相談窓口にお

いて、当事者と接する機会がある場合は、必要に応じて生

きる支援に関する相談先一覧が掲載されたリーフレットの

手渡しに努めます。

●

教
育
課

自殺予防に関する展示

コーナーの設置

図書館を啓発活動の拠点として、今後も自殺対策担当課

と協力を行いながら、自殺予防週間や自殺対策強化月間に

合わせて啓発を行っていきます。
●

居場所や図書の提供

住民の生涯学習や憩いの場、居場所として開かれた図書

館づくりを行い、自殺対策担当課と協力しながら住民の支

援を行っていきます。
● ●

芸術の提供
芸術に触れる機会をつくることで、住民の生きがい支援

を自殺対策担当課と協力しながら行っていきます。 ●

教育の情報化と教育

の質の向上

平成 21 年に町教育施策として「教育の情報化」を掲げ、

その具現化に向けて町教育委員会と教育研究所が連携し、

ＩＣＴ機器の効果的な活用の在り方や環境整備を推進し、

教育の質及び児童生徒の学力向上に取り組んでいます。

ネットにおける誹謗中傷などをしない教育を取り入れ、

自殺対策に取り組みます。

● ●

不登校児童生徒対策

(適応指導教室:サン

ライトルーム)

当該児童生徒及びその保護者の心身の状態に応じて、適

切な相談支援先につなぎ、連携を図っていきます。 ● ●
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担
当
課

事業名

（事務内容）
自殺対策の視点からの事業の捉え方

施策

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
強
化

人
材
育
成

啓
発
と
周
知

生
き
る
支
援

児
童
生
徒
等
対
策

高
齢
者

生
活
困
窮
者

教
育
課

学校における人権教育

学校における人権教育は、児童生徒の発達段階及び学校

や地域の実情を踏まえ、全教育活動をとおして人権につい

ての正しい知識を身に付け、人権を尊重する意識や態度を

育成し、実践力を養う必要があり、ゲートキーパー研修等

を推奨します。

● ●

特別支援教育
当該児童生徒及びその保護者の心身の状態に応じて、適

切な相談支援先につなぎ、連携を図っていきます。 ● ●

就学援助

経済的理由により就学が困難と認められる児童生徒の保

護者を対象に、学用品や給食費などの一部を援助します。

就学援助対象者の経済状況の把握に努め、ケースに応じ

て適切な相談支援先につなぐことができるよう留意してい

きます。

● ● ●

青少年育成町民会議

町民会議は、家庭・学校・地域社会や関係機関、諸団体

と連携のもと、明日のふるさと三股を担う青少年が、社会

の一員として自らの責任を自覚し、広い視野と見識を養い、

心身ともにたくましく成長するため、青少年を取り巻く環

境の改善、啓発の取組を実施しています。

青少年育成町民会議において、ゲートキーパー研修の受

講を推奨します。

● ●

人権に関する教育

人権について正しく理解し、自らの生き方に関わる問題

として受け止め、人権尊重の精神を学ぶための機会を提供

しています。また、様々な手法や媒体を活用した人権啓発

に取り組むとともに、民主団体、教育関係機関、町内連絡

体制等を通じて人権施策を推進し、人権尊重への町民の自

主的・主体的な活動を支援しています。

各種団体の人権学習会で「いのち支える自殺対策」をテ

ーマとした研修を実施します。

● ● ●

三股町子どもの明るい

未来創造事業

地域住民や関係団体等の協力を得ながら、学校・家庭・

地域が一体となった社会全体で教育の向上に取り組む教育

環境づくりを進め、未来を担う子どもたちの健やかな成長

を支援するため、「三股町子どもの明るい未来創造事業」

を実施しています。

・学校サポート事業(学校支援地域本部事業)

・放課後子ども教室推進事業

・土曜学習事業(土曜日の教育支援体制等構築事業)

「いじめ」が原因等により「生きる支援」が必要と認め

られる場合は、適切な相談支援先につなぐことができるよ

う留意していきます。

● ●
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担
当
課

事業名

（事務内容）
自殺対策の視点からの事業の捉え方

施策

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
強
化

人
材
育
成

啓
発
と
周
知

生
き
る
支
援

児
童
生
徒
等
対
策

高
齢
者

生
活
困
窮
者

教
育
課

生涯健康スポーツ活動

の推進

町民誰もがスポーツを楽しむことができるよう、ニーズ

に即して多様な分野でスポーツ活動プログラムを提供し、

広く町民にスポーツ活動の普及を図っています。

・児童生徒のスポーツ活動の推進

・成人のスポーツ活動の推進

・障がいのある人のスポーツ活動の推進

・高齢者のスポーツ活動の推進

講演会や研修会等の会場に「いのち支える自殺対策」の

パネルの展示やチラシ配布など啓発を行います。

● ● ● ●

スポーツ施設の整備・

充実

スポーツ活動の場の拡充を進めるため、スポーツ施設設

備の整備充実や効果的な管理運用を図るとともに、学校体

育施設等の一層の活用を図っています。

・スポーツ施設の整備充実

・身近なスポーツ活動の場の多様な確保・提供

施設貸出窓口やスポーツ施設の場に、「いのち支える自

殺対策」のチラシを設置するなど啓発を行います。

● ●

スポーツ推進体制の整

備と競技力向上支援

関係団体における自発的活動としての研修会で「いのち

支える自殺対策」をテーマとした研修を実施するように働

きかけます。
●

スポーツによるまちの

活力づくりの推進

スポーツ大会等のイベントの場に、「いのち支える自殺

対策」に関するブースを設置し、パネルの展示やチラシを

配布するなど啓発を行います。
● ●
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１ 計画の推進体制

（１）地域福祉計画の推進

行政は住民の福祉向上を目指して社会福祉施策を総合的に推進する責務があります。

しかしながら、地域における多様な生活課題を解決するためには行政の取組だけでは担

いきれない現状があります。

本計画を円滑に推進するためには、地域住民、関係団体・関係機関、社会福祉協議会、

行政がそれぞれの役割を担うことが必要です。それぞれが果たす責務と期待される役割

は以下のとおりです。

① 地域住民

一人一人が地域福祉推進の担い手として、地域の福祉ニーズや福祉施策に関心を持

ち、地域福祉活動への参加や福祉施策への意見を聴取する機会を持つことなどの役割

が求められています。

② 民生委員・児童委員、ボランティアなど

福祉サービスが必要な住民に対して主体的な支援を行う者として、地域の福祉ニー

ズを把握し、行政や事業者等と協力・連携するとともに、住民に対して福祉のまちづ

くり等に参加するよう働きかけを行うなどの役割が求められています。

③ 医療機関、福祉サービス事業者など

福祉サービス提供者として、利用者の自立支援、サービスの質の確保、利用者保護、

事業やサービスの内容の情報提供及び公開、他サービスとの連携に取り組むとともに、

地域の福祉ニーズに基づく新たなサービスやプログラムの開発、住民の福祉への参加

支援、福祉のまちづくりへの参画などの役割が求められています。

④ 社会福祉協議会

地域福祉を推進するにあたって、行政や地域住民、社会福祉事業者等を結ぶ活動拠

点としての役割を担います。併せて、福祉に関する情報収集・提供、住民の交流の場

づくり、福祉ボランティアの人材発掘・確保等を行います。

⑤ 行政

地域福祉を推進するための調整役、リード役としての役割を担い、福祉サービスの

適切な利用促進及び健全な発達のための基盤整備をはじめ、地域福祉への住民参加を

積極的に推進します。
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（２）障害者基本計画の推進

① 計画の周知

障がいのある人もない人も共に暮らす地域の実現に向けて、障がい、障がい者及び

障がい者施策に関する正しい理解と関心をさらに高めていく必要があります。

本計画について、ホームページ等を通じて広く一般に周知し、障がい者及び家族や

地域住民、障がい者支援に関わる人々の共通の理解を得ながら計画を推進します。

② 計画の推進体制の整備

障がい者施策の推進のためには、福祉のみならず、保健、医療、教育、労働、まち

づくり等、様々な分野の連携が重要になります。このため、計画に盛り込まれた各施

策の実現のために、関係部署・関係機関の連携を強化し、障がい者施策の効果的・効

率的な推進を図ります。

（３）自殺対策行動計画の推進

① 住民等への啓発と周知

行政としての町民との様々な接点を活かして相談機関等に関する情報を提供し、講

演会等を開催することで町民が自殺対策について理解を深めることのできる機会を増

やします。あわせて、広く地域全体に向けた啓発も強化します。

② 自殺対策を支える人材の育成

住民や様々な分野の関係者等に対し研修を開催し、地域で支え手となる人材の育成

を強化していきます。

③ 地域におけるネットワークの強化

自殺対策に係る連絡調整など地域における見守りや相談体制の充実を主な目的とし

て設置している「三股町自殺対策連絡協議会」において、本町の自殺実態の情報共有

化を図り、連携を強化していきます。

また、庁内関係部署で組織されている「庁内自殺対策ワーキングチーム」における

緊密な連携と協力により、庁内横断的な自殺対策に取り組んでいきます。
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２ 計画の点検・評価

計画の推進のためには、計画策定（Ｐlan）後、計画に基づく取組（Do）の達成状況を継

続的に把握・評価（Check）し、その結果を踏まえた計画の改善（Action）を図るといった、

PDCA サイクルによる適切な進行管理が重要となります。

計画の進行管理と点検・評価に当たっては、各計画に定める事項について、少なくとも１

年に１回その実績を把握し、関連施策の動向も踏まえながら、計画の中間評価として、分析・

評価を行い、必要があると認めるときには、計画の変更や事業の見直し等の措置を講じます。

（１）地域福祉計画の点検・評価

住民、関係団体・関係機関、社会福祉協議会と連携しながら、計画の進捗状況や達成

状況について把握し、評価・検証を行うなど、協働による計画の実効性・実現性を目指

します。

（２）障害者基本計画の点検・評価

三股町自立支援協議会において、障がい者、障がい者団体、障がい福祉サービス事業

者、町民等の参加のもとに、計画の進行管理と点検・評価を行います。

（３）自殺対策行動計画の点検・評価

庁内自殺対策ワーキングチームにおいて、各課から出された「生きる支援関連施策」

の進行管理を行うとともに、計画全体の点検・評価を行います。

    

計画の立案

計画に基づく施策の推進評価結果を活用した

Ｐlan （計画）

Ｄｏ（実行）Ａction（改善）

実施状況の把握、評価・検証

Ｃheck（評価）
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１ 三股町総合福祉計画審議会設置要綱

(平成 26 年 1月 24 日告示第 1号)

(設置)

第 1条 三股町における地域福祉に関する基本計画を策定するため、三股町総合福祉計画審議会

(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第 2条 審議会は、委員 20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 児童福祉関係者

(2) 社会福祉関係者

(3) 高齢者福祉関係者

(4) 識見を有する者

(5) 関係行政機関の職員

(6) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第 3条 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第 4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定め、副会長は、会長が指名する。

3 会長は、会務を総理し、副会長は、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職

務を代理する。

(会議)

第 5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。

(関係者の出席)

第 6条 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことが

できる。

(庶務)

第 7条 審議会の庶務は、福祉課において処理する。

(委任)

第 8条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附 則

この告示は、公表の日から施行する。



資料編

162

２ 三股町総合福祉計画審議会委員名簿

区　分 所　属 職　名 氏　名

子どもの保護者 三股町ＰＴＡ連絡協議会 会　長 馬渡 隆博

三股町保育会 会　長 瀬尾美和子

学校法人三樺学園認定子ども園 みまた幼稚園 園　長 福澤 晃二

識見を有する者 医療法人　長倉病院 理事長 長倉穂積

三股町小・中学校校長会 会　長 和田小夜子

三股町社会福祉協議会 事務局長 内村陽一郎

三股町 副町長　　　◎ 西村 尚彦（会長）

三股町役場　福祉課 課　長　 斎藤 美和

三股町地域包括支援センター（福祉課） 管理者 黒木 尚美

三股町健康管理センター（町民保健課） 副主幹 野口 陽子

三股町役場　教育課 主　査 戸髙 志織

民生委員・児童委員協議会 会　長　　　○ 下村　勉（副会長）

民生委員・児童委員協議会 副会長 今村 珠江

三股町自治公民館連絡協議会 会　長　　　　　　　　西山 繁敏

三股町老人クラブ連合会 会　長 大浦 芳英

三股町障害児者連絡協議会 会　長 政野 信市

三股町ボランティア連絡協議会 会　長 竹元 仁伍

三股町母子寡婦福祉会 会　長 福山 陽子

三股町壮年連絡協議会 会　長 國分　至

三股町基幹相談支援センター 相談支援専門員 上石 雅樹

三股町役場　福祉課（社会福祉係） 課長補佐 上村とも子

三股町役場　福祉課（児童福祉係） 課長補佐 山田直美

三股町役場　福祉課（社会福祉係） 主　幹　 水久保美良子

三股町役場　福祉課（社会福祉係） 係　長　 上村 竜一

三股町役場　福祉課（社会福祉係） 技　師　 松山 彩乃

事務局

子育て支援に
関する事業者

関係行政機関
の職員

その他町長が必
要と認める者
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３ 自殺対策行動計画ワーキングチーム名簿

1 町民保健課 戸 籍 住 民 係 兒玉 加代子

2 町民保健課 健 康 推 進 係 上村 愛梨沙

3 総 務 課 行 政 係 堀之内 環

4 税務財政課 特別収納対策係 永田 祐樹

5 環境水道課 環 境 保 全 係 大崎 俊英

6 都市整備課 都 市 計 画 係 下石 裕子

7 企画商工課 商 工 観 光 係 高山 秀栄

8 農業振興課 農業委員会係 大浦 英一郎

9 教 育 課 学 校 教 育 係 山内 和広

10 教 育 課 図 書 館 係 繁昌 美智代
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４ 用語解説

第１部 計画策定にあたって

頁 用語 解説

1 社会福祉法

社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本
事項を定め、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域
における社会福祉の推進を図るとともに、社会福祉事業の
公明かつ適正な実施の確保及び社会福祉を目的とする事業
の健全な発達を図り、社会福祉の増進に資することを目的
とする法律。

1 障害者基本法

障がい者の自立および社会参加の支援等のための施策に
関して、基本的理念を定め、国、地方公共団体等の責務を
明らかにするとともに、障がい者の自立および社会参加の
支援等のための施策の基本となる事項を定めること等によ
り、総合的かつ計画的に推進し、障がい者の福祉を増進す
ることを目的として制定された法律。

1 自殺対策基本法

年間の自殺者数が３万人を超える日本の状況に対処する
ために平成１８年に制定された法律。
自殺対策に関する基本的な理念、国や地方公共団体など

の責務、自殺対策の基本的な事項などが定められている。

2 パブリックコメント

行政機関が計画等を策定するに当たって、事前に計画等
の案を示し、その案について広く住民から意見や情報を募
集するもの。

3 母子保健推進員
子育てに関する様々な不安や悩みを抱えた家庭が、地域

とつながりを持てるような活動を行っている方。

第２部 地域福祉計画

頁 用語 解説

5 核家族化

夫婦とその結婚していない子どもだけの世帯、夫婦のみ
の世帯や父親または母親とその結婚していない子どもだけ
の世帯のこと。

7
ニッポン一億総活躍プ

ラン

「希望を生み出す強い経済」、「夢をつむぐ子育て支援」、
「安心につながる社会保障」の「新三本の矢」の実現を目
的とする「一億総活躍社会」に向けたプラン。

7 我が事・丸ごと

「他人事」になりがちな地域づくりを地域住民が「我が事」
として主体的に取り組む仕組みづくりや、「丸ごと」の総合相
談支援の体制整備、対象者ごとに整備された「縦割り」の公
的福祉サービスを「丸ごと」へと転換していくこと。
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頁 用語 解説

7 地域包括ケアシステム

団塊の世代が 75歳以上となる2025年を目途に、重度な
要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らし
を人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・
介護・予防・生活支援が一体的に提供される仕組み。

14 第１号被保険者

介護保険制度においては、65歳以上の方のこと。第１号
被保険者は、原因を問わず、介護や日常生活の支援が必要
になったときは、市町村の認定を受けてサービスを利用で
きる。

29 自主防災組織
「自分たちの地域は自分たちで守る」という自覚、連帯

感に基づき、自主的に結成する組織。

47 社会的孤立
家族や地域社会との交流が、客観的にみて著しく乏しい

状態。

58 バリアフリー

障がい者が社会生活をしていく上で障壁（バリア）とな
るものを取り除くという意味。建物内の段差の解消などの
ハード面だけではなく、近年では、すべての人の社会生活
を困難にしている物理的、社会的、制度的、心理的な様々
な障壁を除去するという意味で用いられている。

58 福祉避難所

災害時に、一般避難所では避難生活が困難な、高齢者や
障がい者、妊婦など、災害時に支援が必要な人たちに配慮
した避難施設。

58 成年後見制度

認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力
の不十分な方々を保護し、財産管理、契約、遺産分割の協
議等の支援を行う制度。

58 日常生活自立支援事業

認知症、知的障がい、精神障がい等により判断能力が不
十分な人に対して、福祉サービスの利用や日常的な金銭管
理等の援助を行うことにより、自立した地域生活を送れる
よう支援する事業。

59 生活困窮者

就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の
事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持
することができなくなるおそれのある者。

60 共生型サービス
年齢や障がいの有無にかかわらず横断的な利用が可能で、

多様な課題・ニーズに対応する機能を持つサービス。

第３部 障害者基本計画

頁 用語 解説

61 難病

発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立して
いない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより
長期にわたり療養を必要とすることとなるもの。
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頁 用語 解説

61 発達障がい

自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障がい、
学習障がい、注意欠陥多動性障がい、その他これに類する
脳機能の障がいであって、その症状が通常低年齢において
発現するものとして政令で定めるものをいう。

61 高次脳機能障がい

病気や事故など様々な原因で脳が部分的に損傷されたた
めに、言語、思考、記憶、行為、学習、注意などの知的な
機能に障がいが起こった状態。

61
障害者の権利に関する

条約

障がい者の人権および基本的自由の享有を確保し、障が
い者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的として、障
がい者の権利の実現のための措置等について定められた条
約。

61 障害者総合支援法

障害者基本法の改正や障害者制度改革推進本部等におけ
る検討を踏まえた「地域社会における共生の実現に向けて
新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に
関する法律」により、平成24年６月に障害者自立支援法が
改正され、平成 25年４月に施行されている。

61 障害者差別解消法

障がいを理由とする差別の解消を推進することにより、
全ての国民が障がいの有無によって分け隔てられることな
く、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の
実現を目的とした法律で、平成28年４月に施行されている。

61 障害者雇用促進法
障がい者の雇用促進を図るため、事業主の義務や障がい

者本人への公的支援措置などを規定する法律。

62 発達障害者支援法

発達障がいを早期に発見し、発達支援を行うことに関す
る国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、発
達障がい者の自立及び社会参加のためのその生活全般にわ
たる支援を図り、全ての国民が、障がいの有無によって分
け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いな
がら共生する社会の実現に資することを目的とする法律。

90 アクセシビリティ
施設・設備、サービス、情報、制度等の利用しやすさの

こと。

95 理解促進研修・啓発事業

障がい者が日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社
会的障壁」をなくすため、地域の住民に対して、障がい者
に対する理解を深めるための研修会やイベントの開催、啓
発活動等を行う事業。

95 共同生活援助

障がい者に対して、主に夜間において、共同生活を営む
住居で相談、入浴、排せつ又は食事の介護、その他の日常
生活上の援助を行う障がい福祉サービス。

95 自立生活援助

定期的に利用者の居宅を訪問し、必要な助言や医療機関
等との連絡調整を行ったり、利用者からの相談・要請があ
った際は、訪問、電話、メール等による随時の対応も行う
障がい福祉サービス。
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頁 用語 解説

96 手話通訳者

聴覚に障がいのある人や音声又は言語機能に障がいのあ
る人と聴覚に障がいのない人の間で、手話を使い、相互の
コミュニケーションを仲介する人のこと。

96 要約筆記者
話されている内容を要約し、文字として聴覚障がい者へ

伝える通訳者。

97
手話通訳者・要約筆記者

派遣事業

聴覚、言語機能、音声機能その他の障がいのため意思疎
通を図ることに支障がある障がい者に、その他の者との意
思疎通を支援するために手話通訳者又は要約筆記者を派遣
し、円滑なコミュニケーションを図ることにより、自立と
社会参加の促進に資することを目的とする事業。

97 障害者虐待防止法
障がい者の虐待の予防と早期発見および養護者への支援

を講じるための法律で平成24年10 月に施行されている。

98
成年後見制度利用支援

事業

障がい福祉サービスを利用し又は利用しようとする知的
障がい者又は精神障がい者に対して、成年後見制度の利用
について必要となる経費の全て又は一部について補助を行
う事業。

98
成年後見制度法人後見

支援事業

成年後見制度における法人後見活動を支援するために、
実施団体に対する研修、安定的な実施のための組織体制の
構築、専門職による支援体制の構築等を行う事業。

98
障害福祉サービスの利

用等にあたっての意思

決定支援ガイドライン

事業者がサービス等利用計画や個別支援計画を作成して
サービスを提供する際、障がい者の意思を尊重した質の高
いサービスの提供を目的とした指針。

101 地域生活支援拠点
相談、体験の機会や場の提供、緊急時の受け入れ・対応、

専門的な対応、地域の体制づくり等を行う拠点。

101 地域移行支援

住居の確保をはじめ、対象者が地域における生活に移行
するための活動に関する相談、その他の便宜の供与を行う
障がい福祉サービス。

101 地域定着支援

対象となる障がい者と常時の連絡体制を確保し、障がい
特性に起因して生じた緊急事態等の際の相談、その他の便
宜の供与を行う障がい福祉サービス。

101 自発的活動支援事業

障がい者、その家族、地域住民等が地域において自発的
に行う活動（ピアサポート、災害対策、孤立防止活動、ボ
ランティア活動など）を支援する事業。

101 日中一時支援事業

一時的に見守り等の支援が必要な障がい者に対し、日中
における活動の場を提供し、見守り、社会に適応するため
の日常的な訓練を行うことで、その家族の就労及び生活支
援等を行う事業。
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頁 用語 解説

104 インクルーシブ教育

人間の多様性の尊重等を強化し、障がい者が精神的およ
び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な
社会に効果的に参加することを可能にするという目的の下、
障がいのある者と障がいのない者が共に学ぶ仕組み。

106 保育所等訪問支援

保育所その他の児童が集団生活を営む施設を訪問し、そ
の施設における発達に不安のある幼児、児童以外の児童と
の集団生活への適応のための専門的な支援その他の便宜の
供与を行う事業。

106 居宅訪問型児童発達支

援

障がい児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動
作の指導、知識技能の付与等の支援を行う事業。

106 法定雇用率

従業員数が一定以上の民間企業や国、地方自治体などに
対し、障害者雇用促進法によって義務づけられた障がい者
の雇用割合。

108 特別障害者手当

20 歳以上で、精神又は身体に重度の障がいを有し、日常
生活において常時特別の介護を必要とする人に支給される
手当。ただし、施設等に入所している人及び病院等に３か
月以上入院している人は該当しない。

108 障害児福祉手当

20 歳未満で、精神（知的も含む）または身体に重度の障
がいを有し、日常生活において常時介護を必要とする人に
支給される手当。ただし、施設等に入所している人は該当
しない。

108 特別児童扶養手当

精神または身体に障がいを有する20歳未満の児童を監護
している父若しくは母、又は父母にかわって養育している
人に支給される手当。ただし、障がい児が施設等に入所し
ている場合は該当しない。

108 就労移行支援

就労を希望する65歳未満の障がい者に対して、生産活動
や職場体験等の機会の提供を通じた就労に必要な知識や能
力の向上のために必要な訓練、就労に関する相談や支援を
行う障がい福祉サービス。

108 就労定着支援

一般就労に移行した障がい者に対し、相談を通し就労に
伴う環境変化により生じている生活面の課題を把握すると
ともに、事業所・家族との連絡調整等の支援を一定の期間
提供する障がい福祉サービス。
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第４部 自殺対策行動計画

頁 用語 解説

111
生きることの包括的な

支援

全ての人が、かけがえのない個人として尊重されるとと
もに、生きる力を基礎として生きがいや希望を持って暮ら
すことができるよう、その妨げとなる諸要因の解消に資す
るための支援。

113 自殺死亡率

自殺者数を当該地方公共団体の人口で除し、これを 10
万人当たりの数値に換算したもの。なお、各地方公共団体
の人口は、総務省が公表している「住民基本台帳に基づく
人口・人口動態及び世帯数」による。
【例：本町の平成 29年の自殺死亡率の算出方法】
人口26,054 人（男性 12,226 人、女性 13,828人）
自殺者数 6人（男性 4人、女性 2人）
自殺死亡率（全体）：6人÷26,054 人×100,000≒23.0
自殺死亡率（男性）：4人÷12,226 人×100,000≒32.7
自殺死亡率（女性）：2人÷13,828 人×100,000≒14.7

132 自殺予防週間

平成 19 年 6 月に閣議決定された「自殺総合対策大綱」
において、「9月10日の世界自殺予防デーに因んで、毎年、
9月 10 日からの一週間を自殺予防週間として設定し、国、
地方公共団体が連携して、幅広い国民の参加による啓発活
動を強力に推進」するとしたもの。

132 自殺対策強化月間

自殺をめぐる厳しい情勢を踏まえ、様々な悩みや問題を
抱えた人々に届く「当事者本位」の施策の展開ができるよ
う、例年、月別自殺者数の最も多い３月を「自殺対策強化
月間」と定めたもの。

138 ゲートキーパー

自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（悩んで
いる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につ
なげ、見守る）を図ることができる人のことで、言わば「命
の門番」とも位置付けられる人のこと。

139
ＳＯＳの出し方に関す

る教育

「子どもが、現在起きている危機的状況、又は今後起こ
り得る危機的状況に対応するために、適切な援助希求行動
（身近にいる信頼できる大人にＳＯＳを出す）ができるよ
うにすること」や「身近にいる大人がそれを受け止め、支
援ができるようにすること」を目的とした教育。
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